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議   事 

午前10時   開議 

○委員長（飯坂一也君） 出席委員は定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を始めます。 

 これより福祉部門に係る令和６年度決算の審査を行います。 

 決算の関係部分の概要説明を求めます。 

 千葉福祉部長。 

○福祉部長（千葉 学君） それでは、福祉部が所管いたします令和６年度一般会計及び介護保険特

別会計の歳入歳出決算の概要について、主要施策の成果により主なものをご説明申し上げます。 

 初めに、福祉部所管事務における令和６年度の取組状況の総括についてであります。 

 当部は、総合計画の大綱にあります「健康で安心して暮らせるまちづくり」の「みんなで支え合う

地域福祉の推進」「高齢者支援の推進」「障がい福祉の推進」を担っている部署でございます。 

 地域福祉の推進については、地域共生社会の実現を基本理念に掲げ、相談支援、参加支援、地域づ

くりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業の令和７年度からの実施に向けて準備を行

ってまいりました。市と奥州市社会福祉協議会の職員で構成する推進チーム会議において事業を検討

し、関係者からの意見聴取やパブリックコメントを経て、重層的支援体制整備事業実施計画を策定い

たしました。令和７年４月から担当課である地域共生社会課を新たに設置し、事業を開始したところ

です。今後さらに関係機関との連携を図り、事業の推進と普及啓発を図ってまいります。 

 生活困窮者への支援については、生活困窮者自立支援制度に基づき設置しているくらし・安心応援

室において、相談支援、就労支援、家計改善支援等の包括的支援を実施しました。今後も生活保護制

度との連携による連続的かつ一体的な支援を行ってまいります。 

 次に、高齢者支援の推進については、誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、

地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、より身近な地域として８圏域に委託型地域包括支援セン

ターを設置し、基幹型包括支援センターが全体の統括を行い、地域に密着した総合相談や地域の課題

解決に対応した事業運営の機能強化に取り組みました。 

 また、介護職員初任者研修受講料助成事業等により、市内の介護施設に従事する人材の確保と就業

の定着に努めました。 

 次に、障がい福祉の推進については、障がい者が自立して生活ができる社会づくりを目指し、地域

自立支援協議会等の関係機関と連携しながら、奥州市基幹相談支援センターを軸として、地域での相

談支援体制の充実を図りました。 

 なお、令和６年度は、物価高騰が社会の各方面に影響を及ぼしたことから、国としても様々な施策

が実施されました。これを受けて、当部においては、物価高騰により家計に大きな負担が生じた低所

得者等を対象に給付金の支給を行うとともに、福祉サービスの維持や事業継続、利用者負担の増加の

防止を目指し、市内の高齢者施設及び障がい福祉サービス事業所等に、電気料や車両燃料費の増加に

よる運営経費のかかり増しを支援するための助成を実施いたしました。 

 以上、令和６年度事務事業の総括として申し上げました。 

 次に、令和６年度において当部が重点的に取り組んだ主要施策の成果及び決算状況について、資料、

主要施策の成果に関する報告書に基づきご説明申し上げます。 

 初めに、一般会計であります。 
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 主要施策の成果に関する報告書28ページをご覧ください。 

 28ページ、社会福祉総務費（物価高騰重点支援を除く）ですが、地域福祉推進のための委託事業等

を実施したもので、その決算額は１億2,508万4,000円であります。主な内訳としましては、避難行動

要支援者支援事業委託料520万円、奥州地区保護司会事業補助金52万3,000円、低所得世帯等冬季特別

対策助成費7,388万8,000円、権利擁護推進事業委託料2,090万円、ひきこもり支援推進事業委託料420

万1,000円、多機関協働事業委託料502万9,000円であります。 

 29ページをご覧ください。 

 29ページ、物価高騰重点支援、社会福祉総務費（物価高対策重点支援給付金給付事業（追加分））

ですが、家計への物価高騰による負担増を踏まえ、低所得者世帯等への給付事業等を実施したもので、

その決算額は14億3,456万7,000円であります。主な内訳としましては、令和５年度の繰越分として１

世帯当たり10万円を支給した住民税均等割のみ課税世帯支援給付金920万円、加算分として児童１人

当たり５万円の支給を行った子育て世帯加算70万円、住民税非課税化・住民税均等割のみ課税化世帯

支援給付金１億7,390万円、子育て世帯加算として1,490万円、１世帯当たり３万円を支給した住民税

非課税世帯支援給付金３億111万円、加算分として児童１人当たり２万円の支給を行った子育て世帯

加算1,360万円、定額減税補足給付金（調整給付）８億8,712万円であります。 

 31ページをご覧ください。 

 31ページ、社会福祉施設管理運営経費ですが、奥州市社会福祉協議会の円滑な事業運営により地域

福祉の充実を図るための補助、指定管理者制度に基づく江刺総合コミュニティセンターの管理運営の

委託などで、その決算額は３億252万6,000円であります。主な内訳としましては、江刺総合コミュニ

ティセンター指定管理料に3,199万9,000円、社会福祉協議会事業補助金3,982万6,000円、奥州市総合

福祉センターなど３つの施設の管理運営補助金に900万2,000円、江刺総合コミュニティセンターの屋

根等改修工事請負費として２億1,750万3,000円となっております。 

 34ページをご覧ください。 

 34ページ上段の総合戦略（未来投資枠）、老人福祉総務費（高齢者見守りサービス事業）ですが、

衣川地域の２地区を対象に、独り暮らし高齢者等の自宅に通信機能を内蔵した電球を設置し、電球の

点灯・消灯状態により異常が感知された場合は、登録先に通知されることにより、高齢者の見守り体

制の構築を図ったものであり、その決算額は12万9,000円であります。 

 同じく34ページ中段、物価高騰重点支援、老人福祉総務費（福祉施設等支援金交付事業）ですが、

介護サービス事業所における原油価格高騰や物価高騰の影響によりかかり増しした電気料等に対し、

事業継続のため支援を行ったもので、その決算額は9,977万1,000円であります。 

 38ページをご覧ください。 

 38ページ下段、物価高騰重点支援、障がい者福祉総務費（福祉施設等支援金交付事業）ですが、障

がい福祉サービス事業所等における原油価格高騰や物価高騰の影響によりかかり増しした電気料等に

対し、事業継続のため支援を行ったもので、その決算額は1,822万3,000円であります。 

 40ページをご覧ください。 

 40ページ、自立支援給付等事業経費ですが、個々の障がいの程度により個別に支給される障がい福

祉サービスに係る給付事業を行い、障がい者の自立支援を行ったもので、その決算額は28億1,867万

4,000円であります。主な内訳としましては、介護給付費等給付費に26億2,288万1,000円などであり
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ます。 

 飛びまして、61ページをご覧ください。 

 61ページ、障がい児通所給付事業経費ですが、障がいを有する児童の放課後等の安全確保や効果的

な指導を行うため、児童福祉法に基づく放課後等デイサービスへの通所に係る障がい児通所給付費を

支給するとともに、高額障がい児通所給付費を支給したもので、その決算額は４億3,232万7,000円で

あります。主な内訳としましては、障がい児通所給付費に３億9,645万9,000円などであります。 

 65ページをご覧ください。 

 65ページ、生活困窮者自立支援事業経費ですが、生活困窮者に対する相談対応及び自立の促進を図

るため、メイプル地階の奥州パーソナルサポートセンター内のくらし・安心応援室に相談支援員・就

労支援員等を配置し、自立支援、就労、家計改善に向けた支援を行ったもので、その決算額は3,419

万円であります。主な内訳としましては、自立相談支援事業などの委託料に2,368万円であります。 

 66ページをご覧ください。 

 66ページ、生活保護扶助経費ですが、生活困窮者に対して、最低生活を保障するとともに、自立の

ための各種援護を推進したもので、その決算額は16億3,008万円です。主な内訳としましては、生活、

住宅、医療等の扶助費に15億6,443万3,000円であります。 

 以上が、福祉部所管の令和６年度一般会計決算の概要であります。 

 次に、特別会計に移ります。 

 当部が所管します特別会計につきましても、事業目的達成のため、効率的な財政運営に努め、適正

に事務事業を進めてきたところであります。 

 それでは、介護保険特別会計（保険事業勘定）であります。 

 187ページをご覧ください。 

 187ページ下段、認定審査等経費ですが、介護や支援が必要な方が適切な介護サービスを利用でき

るように、迅速かつ円滑に要介護認定事務を進め、その決算額は9,402万1,000円であります。 

 188ページをご覧ください。 

 188ページ下段、居宅介護サービス給付経費から、194ページ上段、特定入所者介護予防サービス経

費までは、介護サービスの区分ごとに要介護者、要支援者の給付等の経費を計上しているものでござ

います。 

 195ページをご覧ください。 

 195ページ上段、一般介護予防事業経費ですが、住民が主体的に集い、いきいき百歳体操等に取り

組む通いの場「よさってくらぶ」を支援したほか、介護予防に関する出前講座による普及啓発に取り

組み、その決算額は1,383万4,000円であります。 

 同じく195ページ中段、総合相談事業経費ですが、支援を必要としている高齢者等の早期発見に努

め、地域における適切なサービスや関係機関、制度の利用につなげる等の支援を行い、その決算額は

１億5,503万円であります。主な内訳としましては、８圏域に設置しております地域包括支援センタ

ー運営業務委託料で１億5,094万2,000円などであります。 

 197ページをご覧ください。 

 197ページ上段、在宅医療・介護連携推進事業経費ですが、医療と介護の両方を必要とする高齢者

が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、切れ目のない効
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果的な医療と介護の提供体制の構築に向け、医療と介護の顔の見える関係づくりを推進し、医療・介

護関係者の連携支援を行ったほか、出前講座による普及啓発に取り組み、その決算額は1,033万1,000

円であります。 

 同じく197ページ下段、生活支援介護予防サービス基盤整備事業経費ですが、地域で生活支援を行

う事業主体等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推

進を一体的に図るため、生活支援コーディネーター及び協議体体制の充実を図り、地域の支え合い活

動の支援を行い、その決算額は706万7,000円であります。 

 198ページをご覧ください。 

 198ページ上段、認知症施策総合推進事業経費ですが、認知症地域支援推進員を配置するとともに、

認知症高齢者とその家族の支援体制の構築のための事業に取り組み、その決算額は409万7,000円であ

ります。 

 次に、介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）であります。 

 200ページをご覧ください。 

 200ページ上段、一般管理経費ですが、まえさわ介護センターに係る経費で4,006万9,000円であり

ます。 

 以上が、福祉部所管に係ります令和６年度の一般会計及び介護保険特別会計決算の概要であります。

よろしくご審議のほどお願いを申し上げ、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（飯坂一也君） これから質疑に入りますが、質疑は要点をまとめ、簡潔明瞭にご発言いた

だき、審査の進行にご協力をお願いいたします。 

 また、正確に答弁をいただくため、質問者は質問事項のページなどを示していただきますようご協

力をお願いします。 

 なお、執行部側にお願いいたします。答弁する方は、委員長と声をかけて挙手していただき、委員

長が指名してから発言願います。 

 これより質疑に入ります。 

 ７番佐々木委員。 

○７番（佐々木友美子君） ７番佐々木です。 

 行政評価一覧表11ページの内容について質問いたします。１件について３点質問いたします。 

 １つ目は、事業概要のところに令和７年度以降の予定が掲載されていますけれども、６年度の実績

についてお聞きします。 

 それから、２点目は、事業費が１万8,000円ということですけれども、この内容をお聞きします。 

 ３点目は、サポートセンターの利用者数が掲載されておりまして、予算規模の割には、500人とか

700人とかという利用者数が推移されているわけなんですけれども、このサポートセンターの利用者

数と再犯防止計画との関係性についてお聞きします。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） 大きく３点ご質問いただきました。 

 １点目の６年度の実績ということでございますが、７年３月に一度、推進会議を開いておりまして、

それで１回というような形でのカウントになっております。 
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 それから、２点目の１万8,000円の内容ということですが、この推進会議に係る委員さん方の旅費

ということで計上したものでございます。 

 それから、サポートセンターの利用人数と再犯防止計画の関係性ということでございますが、令和

６年度実績といたしまして、573人と計上しております。こちらにつきましては、各地区にサポート

センター、５地区にサポートセンターを設置しておるわけですけれども、ここで会議等をやった場合

に、その人数も含まれているということでの人数になっております。計画との関連性ということにな

りますと、奥州市でこの再犯防止計画を立てることによって保護司会の活動を援助していくというこ

とになっておりますので、会場を貸したり、そういった形で計画との関連性があるということになり

ます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ７番佐々木委員。 

○７番（佐々木友美子君） ７番佐々木です。 

 推進会議を年に一度やるということで、再犯防止の状況等を交流されているんだと思いますけれど

も、同じ更生保護という観点と、別な側で言うと被害者支援ということで、こちらは市民環境部のほ

うで取組が進められていると把握をしておりますけれども、全て同じ委員の方々ではないにしろ、か

なりの団体さん、更生保護の団体、あるいは被害者支援に関わる団体や専門家の方々は同じ団体、同

じメンバーという方々がどちらの取組にも関わりをお持ちになるのではないかと思いますけれども、

その方々の、一方では福祉部、一方では市民環境部というところで呼ばれて検討するという意味では、

会議の中身が重複したり、委員さんの負担ということもあると想定をするんですけれども、市民環境

部とのこの問題についての連携等は現在あるのかということについて質問して終わりたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） 委員がおっしゃいましたとおり、市民環境部では被害者支援ということ

で支援を行っております。福祉部といたしましては、犯罪を犯した方ということで、加害者のほうを

支援するということになっておりますけれども、委員おっしゃいましたように、それぞれの協議会、

委員とかが兼務しているというか、同じ方々がなっているということでございます。決して市といた

しましても別々に扱うというような気持ちということはありませんので、協力しながら被害者、加害

者の支援をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 22番阿部委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。４点ありますので、２点ずつ分けてお伺いをいたし

ます。 

 まず初めに、主要施策41ページにございます地域生活支援事業経費の中の６番と14番、６番が日中

一時支援事業、14番が日常生活用具給付事業でございますけれども、お伺いをしたいと思います。 

 まず、日中一時支援の委託先ですけれども、15法人あるということですけれども、この日中一時支

援を行っている時間帯についてお伺いしたいと思います。 

 それから、日常生活用具給付費でございますけれども、定期的に見直しを行われているのか、お伺

いをします。先ほども部長のほうから、物価高騰で様々な支援が行われているわけですけれども、日

常生活用具の給付につきましても、物価高騰で様々な値上げがされていて大変だというお声がござい
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ます。特にストーマ関係がこの日常生活用具給付費の大半を占めるわけなんですけれども、オストミ

ー協会の方々から、見直しが行われておらず、ぜひ値上げをというような声が届いておりますので、

その点についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） 日中一時と、それから日常生活用具の２点についてご質問をいただきま

した。 

 日中一時の時間でございますけれども、様々ありますけれども、５時に終わるところ、６時半に終

わるところ、あと７時までやっているところというような形での時間になっております。 

 あとは、日常生活用具の見直しということでございます。日常生活用具の見直し、大きく見直した

のは、委員がおっしゃられますとおり、しばらく行われていないということでしたが、平成27年に一

度、大きく行われております。それ以降は、用具の追加とかそういうのは行われておるんですが、全

体的な見直しというのは、しばらく行われていない状況になっております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 22番阿部委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。 

 まず、日中一時支援ですけれども、そうしますと奥州市では、俗に言われております18歳の壁とい

うものはないと考えてよろしいでしょうか。放課後デイサービスとかに行かれている障がい児の方々

が、18歳になると大人ということにみなされて、放課後等デイサービスとかは利用できなくなって、

この日中一時支援のほうに変わるわけなんですけれども、今課長のほうから、終わる時間が５時だっ

たり、６時半とか、７時ということであれば、保護者の方もお仕事を辞めずにそのまま勤められると

いうことになりますので、18歳の壁が奥州市にはないということでよろしいでしょうか、お伺いをし

ます。 

 それから、日常生活用具給付費の見直しですけれども、ぜひ見直しを行っていただければと思いま

す。他の市町村を見ますと、ストーマ用具に関してですけれども、値上げをされておりますので、そ

の辺ぜひ検討をお願いしたいと思いますし、また、日常生活の用具なんですけれども、身体障がい者

のみではなくて、精神障がい、それから発達障がいの方々に対しても対象になるとなっておりますの

で、この辺の用具の見直しもぜひ行っていただければと思います。 

 それから、例えばストーマ用具を購入する際、複数事業者で購入価格を決めておられるのか、その

点もお伺いしたいと思います。見直しについて行われるか、お伺いをいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） まず、日中一時についてでございます。いわゆる18歳の壁と呼ばれるも

のが奥州市にはないのかということでございます。確かに３年ほど前、この問題というかが話になり

まして、実は現在も全て解消されているというわけではないと捉えております。 

 ただ、令和５年に職員が各事業所を回って、この日中一時の事業の拡大や時間延長等についてお願

いしてまいった経緯もございます。ただいま本年度になりまして、新たに１事業所が日中一時支援を

開始したということもございますので、市といたしましては引き続き事業者さんにお願いをしていっ

て、自立支援協議会等でも取り上げていただくなどしながら、支援を進めてまいりたいと考えており

ます。 
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 それから、日常生活用具の見直しということでございますけれども、現在のところ、物価高騰とい

うのもありますけれども、単価や品目の見直しの具体的な予定は立てておりませんでした。他市の状

況も、見直しているところもあるということでございましたので、そのような周りの状況を見ながら、

本市でも考えていかなければならないなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 22番阿部委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。次の２点に移ります。 

 主要施策33ページの老人福祉総務費の中で、医療介護従事者確保対策の事業として、奨学金返済支

援事業、長寿社会課分は４件、それから介護職員初任者研修受講料助成事業２件とありまして、介護

職の方々の就労の定着とか雇用の確保ということを目指しておられるようですけれども、この件数で

大丈夫なのか、お伺いしたいと思います。 

 それと２点目ですけれども、行政評価調書の12ページにございます重層的支援体制整備事業につい

て、どのようになっているのか、お伺いをしたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 菊地長寿社会課長。 

○長寿社会課長（菊地美喜君） それでは、私のほうから、医療介護従事者確保事業と介護職員初任

者研修受講料の助成事業についてお答えいたします。 

 奨学金の返済補助、それから介護職員の初任者研修の受講料の補助、こちらはどちらも６年度、か

なり少ない実績となりました。これらの施策は、市のホームページはもちろんですが、定住自立圏で

制度の啓発チラシを作成し、専門学校や高校等への周知のほうも行っております。そしてあと、６年

度は特に市内事業所、全て個別に制度の周知を行ったという実績もございます。 

 それなので、周知は進んでいるものとは思いますが、他の市町村でも同様の事業を行っているとい

うようなこともございますので、これはどちらの事業も市の事業所への就業というものが条件という

形になりますので、やはり結局はどこに就職したいのかというようなところで、この制度が選ばれる

ものとも感じております。市としましても、この支援に加えまして、何かさらに人材確保に向けて取

り組んでいかなければならないと感じております。 

 福祉部では昨年度、奥州市福祉人材確保基本構想を策定しました。また、今年度も障がい分野と介

護分野の職員の人材確保検討チームをつくって、人材確保に係るフォーラムを開催する予定です。フ

ォーラムでは、市内の福祉・介護事業所を中心に、処遇改善や人材定着支援、それから資質の向上な

どの好取組の事例を発表していただいたり、それから専門家からのアドバイスとかをいただいたりす

る予定でございます。 

 介護人材の不足は本当に全国的な問題で、特効薬のような解決策はなかなかございませんけれども、

まずはできることからの一歩ということで取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） それでは、私のほうからは、重層の体制について答弁させてい

ただきます。 

 重層事業におきましては、今年度から本格実施ということで、重層事業におきましては相談支援の

ほか、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行うこととしてございます。 
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 令和６年度におきましては、移行期間ということで、先行しまして、支援者のための相談支援事業

の分につきまして、社会福祉協議会さんに多機関協働推進員を委託しまして、まずは福祉課のほうに

派遣いただきまして、９時から４時ということで窓口を市役所内に置きながら、そういった解決に向

けた支援者のための対応をしたところでございます。 

 今年度は本格実施ということで、昨年度の職員の負担も軽減しまして、今年度から出向という形で

当課に多機関協働推進員を派遣しながら、市の管轄の下、様々な事業を展開しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 22番阿部委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。 

 ありがとうございます。重層につきましては、了解いたしました。 

 人材確保なんですけれども、特に今、介護が厳しいということでございまして、県のほうでは、岩

手県外国人介護人材受入施設等環境整備事業の補助金も創設をしたようですので、これから外国人の

方の雇用を進める施設もあるようですので、そういう補助金などもしっかりＰＲしながら確保してい

ただければと思いますけれども、お伺いして終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 菊地長寿社会課長。 

○長寿社会課長（菊地美喜君） それでは、お答えいたします。 

 県でも確かに外国人の受入れ支援として、様々な補助や研修を行っております。その制度について、

令和６年度の市内介護事業所の利用状況といいますか、申請状況ですけれども、１件ということでご

ざいます。利用した制度は、外国人介護人材受入施設等の環境整備に係る補助で、コミュニケーショ

ン支援、日本語翻訳機等の支援に係るものでした。今年度は今のところ申請実績はないということに

なっております。 

 相談先は、県の事業なので、県の振興局になるかと思いますけれども、もちろん市としても、相談

があった場合にはしっかりと県につなぎたいと思いますし、それから周知につきましても、これまで

同様、漏れなく行ってまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 11番千葉和彦委員。 

○11番（千葉和彦君） 11番千葉和彦です。 

 まず、評価調書の17ページ中段にあります生きがい活動支援通所事業、こちらのほうは今年度から

は健康増進課のほうになっているようですけれども、６年度の決算ということで、何が聞きたいかと

いいますと、老人クラブの数、それから会員数、目標に対してクラブ数も減っておりますし、会員数

につきましては、知る限り、令和元年に比べるともう2,300人ほど減っているというところのようで

ございます。 

 この事業は、介護予防の観点から必要な事業であるということのような評価をされているようです

けれども、６年度は、何か会員数を増やすとか、そういう取組を行ったのかどうかについて、まずお

聞きいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 菊地長寿社会課長。 

○長寿社会課長（菊地美喜君） それでは、老人クラブの会員数が減っているということでございま
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した。確かにクラブの会員数、クラブ自体も６年度、減っております。それから会員数も減っておる

状況です。 

 やはりクラブの数、会員数が減ったというのは、今、高齢者でもお勤めの方もおりますし、結構長

く働いているという方もおられるし、聞いた話によると、仕事年齢を終えて、また組織とかに入って

縛られたくないなんていうことで、自分の時間を大切にしたいと考えるような方も増えてきていると

いうお話も聞きました。 

 高齢者の仲間づくりも、枠にとらわれず、様々な選択肢の幅が広がってきていると考えられます。

しかし、高齢者同士の互助関係や地域コミュニティの形成により、日常的に声をかけ合える仲間づく

りというのは、長い高齢期を充実して過ごすためには、大きな意味を持つということもございますの

で、老人クラブの活動についてはこれからも高齢期を生き生きと過ごせるよう支援してまいりますが、

特に会員数を増やすための努力というような形では、老人クラブそれぞれの活動を支援しているとい

う部分で、こちらのほうでクラブの会員数を増やすというようなことは、特には行っておりませんで

した。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 11番千葉委員。 

○11番（千葉和彦君） ありがとうございます。 

 確かにおっしゃるとおり、これから今後、老人クラブ世代に入る方々、考え方も大分昔と違って、

この減少傾向は続くんだろうなと思いますが、私、一般質問でもしゃべりましたけれども、やっぱり

高齢者の孤独というところの解消は、重要な施策ではないかということもありますが、この事業を今

後も同じように続けていくべきなのかどうかというと、少しクエスチョンなところがあります。 

 先進的な他市の事例を見ますと、やっぱり趣味が合う人たちに、新たなそういう取組にも支援して

いるような、市として、例えばスポーツであったり、ボランティア活動だったりというところもある

ようでございます。老人クラブだけというのをメインにこういう取組をしていく以外にも検討してい

かなければいけないのかなというところです。 

 今年度からは、健康増進課のほうに所管が移ると思いますけれども、ぜひこれまで……、健康増進

課にいくんじゃないの、令和７年から。と思ったからちょっと聞いたんですけれども、ぜひこれまで

の傾向と、もし移る場合なんですけれども、これまでの方向性とか、令和６年までの方向性とか今後

のやつは整理して、次期総合計画もこれから組むと思いますので、そこに合わせた施策を検討してい

ただきたいと思いますが、所見をお伺いして終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 菊地長寿社会課長。 

○長寿社会課長（菊地美喜君） お答えします。 

 健康増進課のほうに移管するのは、この中の政策事業の部分だけで、衣川で行っている介護予防事

業が健康増進課に移管するということで、老人クラブのほうは引き続き長寿社会課のほうの事務とい

うことになります。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉福祉部長。 

○福祉部長（千葉 学君） 若干補足をさせていただきたいと思います。 

 新しい取組にも目を向けるべきではないかという、スポーツ、あるいはボランティアの活動なども
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通じてということをご提案、提言をいただきました。確かにそういった部分も検討していく必要があ

るんだろうなと考えております。 

 一方で、我々のほうでは、地域共生社会課のほうですけれども、65歳からの生き方講座であるとか

そういったもので、高齢期をどう生きるかというところを考える機会というのを別にまた新たな取組

として行っていたりもするものでして、そういった部分で何ができるかというのは、まだちょっと具

体的にお示しできるものはない格好にはなりますけれども、そこは検討して、なるべく具現化できる

ようにしてまいりたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） ５番佐藤正典委員。 

○５番（佐藤正典君） ５番佐藤です。 

 主要施策に関する報告書の195ページなんですけれども、一般介護予防事業経費の中の１番、住民

主体の憩いの場「よさってくらぶ」の活動支援等と２番の65歳からの生き方講座の実施についてお伺

いします。 

 これは一般質問でもお聞きしたところなんですけれども、男性の参加が足りないという話もいただ

いておりまして、その後、何か新たな取組とかがあれば、伺えればと思います。 

 それから、65歳からの生き方講座の実施なんですけれども、参加状況だったり、実施状況について

伺えればと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） ただいまの佐藤委員からのよさってくらぶの活動ということで、

男性の方の参加が少ないということでの新たな取組ということでございましたけれども、やはりよさ

ってくらぶが小さな単位での集まってというところで、やっぱり女性がお茶飲みとか軽体操で集まり

やすいというところでの、少人数から自治区のほうで取り組んでいるところもありますので、男性の

参加が少ないというのもございます。 

 そのために、今度は行政区単位ですとか地区センターの振興会位で、体験講座を通しながら、区全

体の中で取り組めないかということで、今、チラシ等も含めてよさってくらぶの効果をお伝えしなが

ら、地区センターのほうで体験講座を通しながら、行政区のほうで一体的に取り組んでいるところも

ございますので、そういった男性が参加しやすいメンバーといいますか、そういった形での取組、そ

して、そういった既存での自治区で行っている集まりのほうに出向きながら、そういったよさってく

らぶの出前のほうも紹介させていただきながら、男性の参加に向けて取り組んでいるところでござい

ます。 

 それから、２点目の65歳からの生き方講座ですが、これも毎年、満65歳を迎える方を対象に開催し

ておりますけれども、参加した方は男性の方も参加しておりまして、やはり人生の分岐点ということ

で、これからは自分のために、自分の健康は自分が守るという考えのもと、そのお力を地域の中で発

展させるように、令和６年度の対象者が1,724人に対しまして、実際の申込み参加者数は39名でござ

います。そして、６回シリーズでの講座を行っておりますので、延べ162人が参加してございます。

こちらも好評をいただいておりまして、65歳からの生き方から、地域の中でのそういった取組を立ち

上げた方もございますので、そういった若いこれからの高齢者のお力を地域の支え合い活動の介護予

防の生きがい、役割の一環としてそういった方をつなげながら、地域のリーダー的な存在としてこち

らもお勧めしてまいりたいと思います。 
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 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ５番佐藤正典委員。 

○５番（佐藤正典君） ありがとうございました。 

 １番に関しては、振興会などの出前事業で体験講座をされているという話をいただきましたので、

今後もお願いしたいと思います。 

 65歳からの生き方講座では、男性も参加して、1,724人からの方がいらっしゃるというところです。

町内会なんかでも、リーダーという方はなかなかいらっしゃらないんですけれども、ぜひこういう体

験を通して、多くの方がなっていただければと思います。改めて所見を伺って終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） やはり人生100年時代ということで、65歳を起点に、そういっ

た人材不足という少子高齢化の中で、お元気な高齢者をいかに地域の中の存在としてどう活用してい

くかというところが、介護予防のこれからの重要な視点だと思いますので、引き続き地域に出向きな

がら、そういった介護予防の取組も、これからも並行して積極的に取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 26番藤田委員。 

○26番（藤田慶則君） 26番藤田です。 

 ただいまの、住民が自主的に集い、体操等の介護予防に取り組む通いの場づくりを支援したとあり

ますが、最近猛暑で、地区の自治会に集まっても、大変なときを過ごしているんだろうと思いますが、

例えば冷房の支援とか、そのときの支援とか、そういうのはないものなのか、お伺いをいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） 当課では、そういった集落所の冷房の設備の補助、助成等はご

ざいませんけれども、やはり自治会の中で、そういうよさってくらぶに取り組むということで、自治

会長さんとか行政区長さんがエアコンのほうを新たに設置してくれた、手配してくれたということも

ございますので、様々なそういった助成、そういった情報も関係課のほうに情報提供しながら、そう

いった助成獲得に向けて、そういった地区センターの環境の改善に向けて、いろいろ使いやすい環境

のほうを、こちらではつなぎながら対応してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ３番菅野委員。 

○３番（菅野 至君） ３番菅野です。 

 ５番委員の一般介護予防事業に関連して、行政評価一覧の17ページの下段から２個目にある部分の

内容についてお伺いしますけれども、この中で、活動指標の介護予防普及啓発回数というのが令和５

年度から令和６年度にかけて減少しているわけですけれども、この辺はどういう形で減ったのかとい

うところについてお伺いします。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） この指標、私もちょっと分かりづらいところがございましたけ

れども、この介護予防の普及啓発の回数ということでございますが、これは、よさってくらぶ百歳体

操の出前講座の体験講座の回数ということでしておりまして、様々な介護予防の普及啓発につきまし

ては、健康講話とか、そういった部分で様々な形で、別な形で講話等、介護予防の取組をしているわ
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けですが、体験講座につきましては、今年度は順調に体験の講座もまた増えてまいりましたけれども、

令和６年度はコロナ以降ではありますが、なかなか出前講座の参加がなかったというところで、新規

立ち上げも若干少ない状況がございましたので、今年度はそういった課題も踏まえまして、いろいろ

地域に出向きながら、そういった申込みを受けない方々の地域に対しても、地区センターのほうに出

向きながら、体験講座のそういった働きかけを行っているところでございました。令和６年度だけ若

干、出前講座のほうの申込みが少ない状況にありました。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ３番菅野委員。 

○３番（菅野 至君） ありがとうございます。 

 課題と今後の方向性というところの中に、活動記録のしおりだったりとかＤＶＤを活用しというと

ころがあって、それを通して介護予防の普及啓発を行うとあるわけですけれども、出前講座で伺って、

そこで一緒にやるというのもそうかもしれませんが、こういった媒体を使いながら広く周知啓発活動

をしていくというのも、一つの介護予防というところにつながっていくかと思いますので、そういっ

たところも取り組んでいただければと思いますが、その辺の考えをお伺いして終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） ただいまのご意見に対しまして、やはりそういった媒体を活用

した形での普及啓発ということで、昨年度はしおりという形で作ってございますし、あとＤＶＤとい

うことで、実際に活動している様子の雰囲気を視聴いただきながら、どういった形の百歳体操とか、

体操だけやっているのではなくて、いろいろな様々な介護予防、健康によいいろいろな工夫をプラス

アルファして取り組んでいる事業所さんもございますし、そういった飲食とかいろいろな交流、お楽

しみ会とかも含めていますので、各団体さんの活動の様子を撮影したＤＶＤを作成しましたので、今

年度からは地区センター出前講座も含めて、ＤＶＤも視聴いただきながら、雰囲気もご理解いただき、

普及啓発のまた拡充に向けて取り組んでまいりたいと思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） １番佐藤美雪委員。 

○１番（佐藤美雪君） １番佐藤美雪です。 

 同じく行政評価一覧表17ページ、一般介護予防事業について、よさってくらぶ、今、話題となって

おりました。この一覧表の課題と今後の方向性というところに、やはり先ほども男性参加者を募る方

策とかの話がありましたが、全体として参加人数が減少傾向ということが書かれていて、今ありまし

た体験講座とか、様々な事業と連携しながらというところが書いてありますけれども、様々な事業と

連携という部分で、具体的にどのように取り組むのかお伺いしたいと思います。 

 また、包括連携協定を結んでいる企業がよさってくらぶに関わった事例を聞いておりますけれども、

その実態について伺いたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） ただいまのよさってくらぶの取組についてのご質問でしたけれ

ども、やはり男性の参加者が少ないということで、登録団体の新規団体は増えてございます。男性も、

若干ですけれども、増えてございます。女性の割合に比べますと、男性はまだ少ない状況にあります

けれども、新規も、令和６年度現在の参加団体は145団体ということで、各地区も分析しながら、５
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圏域と、それから自治区の割合で、参加が少ない地区のほうに出向きながら、そういった体験講座を

つなげながら、やってみたい方というところをいろいろなところで拡充しながらやってございます。 

 今年度から重層事業の関係で、社会福祉協議会さんのほうに地域福祉コーディネーターということ

で、地域づくりのアウトリーチというところで11名のコーディネーターを配置してございますので、

そういった地域の居場所とか、そういった集いの場を地域の方とつなげる役割を持っていただいてお

りますので、当課とも連携しながら、そういったところの地域の方でそういった意向のある方につき

ましては、既存のそういった地域のほうに結びつけながら対応してございますし、それから、よさっ

てくらぶの登録団体の方につきましては、健康増進課との健康講話を定期的に加えてございます。そ

れから体力測定ということで、健康増進課の保健師等も出向いていただきながら、体力測定を行って、

身体にいいチェックと助言等、指導を行っております。 

 そして、リハ職の派遣ということで、痛みの緩和、改善の評価ということで、リハビリセンターの

広域センターのほうからリハビリ職をそういった登録団体の活動団体に派遣しながら、痛み等のチェ

ックを行いながら助言、そうした福祉用具の活用という部分でやっております。包括連携協定という

ことで、明治安田生命さんとか、そういった方々とのいろいろな協力もいただきながらやってござい

ます。そういった方とのそういったところも地域のほうに参画いただきながら、様々な形で一緒に地

域づくりを支えたり、応援したりということで取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） １番佐藤美雪委員。 

○１番（佐藤美雪君） ありがとうございます。 

 包括連携協定を結んでいる企業さんとのほうなんですけれども、今、明治安田生命さんとおっしゃ

ったので、そこの体験をした方から、機器を使って手をかざすだけで、野菜の摂取量とか血管年齢を

計測できる、そういう体験ができたという話を聞きまして、これは本当に手軽に、病院に行かなくて

も健康や食生活に意識を持つことができるなというお声を聞いております。 

 連携をしている企業ではあるんですが、やはり介護予防とか健康寿命を延ばすという目的にも大変

有効な事業というか、そういう体験だなと考えるわけですけれども、例えばこれからそういう測定器、

手軽に測定できる測定器を市として保有して活用していくという考え方はないかどうか、取り入れて

いくべきではないかなという思いなんですけれども、その点についてお伺いして終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） そういったよさってくらぶ等の活動に対しての測定器等の活用

ということでご意見がございましたけれども、そういった測定器につきましては、まだ具体的な段階

にはございませんけれども、そういった握力、そしてあと健康づくりのイベントのほうでそういった

体験も随時、定期的な活動の中ではなくて、健康フェスティバルとか、そういった介護予防の事業の

イベントの中でそういった測定器のほうの応援とか、そういった体験というものを意識しながら、健

康づくりの意識改善に向けて、こちらでも一緒に取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） それではここで、午前11時15分まで休憩いたします。 

午前10時59分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 
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午前11時15分 再開 

○委員長（飯坂一也君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、福祉部門の質疑を行います。 

 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 19番及川ですが、私は大きくは２点、主要施策に関する報告書30ページの上

の段の民生委員について、併せて下のほうでタブレットの問題も触れておきたいと思います。それか

らもう一点は、35ページの福祉有償運送等事業補助金、公共交通空白地有償運送事業（サポートセン

ターＮＰＯえさし）の件についてお伺いいたします。 

 まず、30ページの民生委員のことですが、これは行政評価一覧表の中の10ページにも関係すること

なんですけれども、今回の費用は2,124万円ということで計上されております。これは前年度と大し

た変わりはないんですが、民生委員のことに関してはいろいろ問題がありまして、なかなか成り手が

ないという現状の中で、やはりもう少し市のほうの補助も上げるべきじゃないかということは前から

も言っておりますし、そういう話が出ていると思っております。 

 あわせて、下の段にありますように、令和７年３月31日時点で６人の欠員が出ております。まず、

この欠員の中身といいますか、地域及びその理由についてお伺いいたします。 

 それから、現状の決算の金額は大した前年度に比べて変わらないんですが、これは基本的に増額し

ていなかった結果によるんでしょうか。この点についてお伺いします。 

 あわせて、下の段のほうの、これは総合戦略に関わるんですが、タブレット導入を衣川地域で行っ

て、民生委員の事務の省力化に資するということで行っておると思うんですね。この結果に関しては、

今年度の７月にアンケートを取るということなんですが、もう既に終わっていると思うんですが、こ

れはどんなふうな状態で、横展開が可能なのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 

 続いて、福祉有償運送、35ページの件でございますけれども、これは80万円の決算が出ております。

これはずっと80万円でして、物価高騰等を考えれば、やはり有償運送の中ではガソリン代も含めて上

がっているわけですので、これもやはり現実的ではなくて、要望があったと思うんですが、これにつ

いて、なぜこのようになったのかについて、３点についてお伺いいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） それでは私から、１点目の民生相談員さんの費用の件ということでござ

います。 

 民生委員さんは基本的に無償ということで、市といたしましては、民生委員さん方に民生相談員と

いうことで委嘱をしておりまして、計上しているのはそこに係る費用ということになっております。

民生相談員として月に5,500円、あとは会長さん方にはプラス1,000円で6,500円ということで、12か

月分、報酬としてお支払いしているということになります。 

 報酬の増額というお話でございましたけれども、市の規定によりまして決まっておることでござい

まして、消防団の方々とか、区長さんの報償金というような、ほかにもお支払いしている方々がいら

っしゃいますので、民生相談員さんだけ上げるというわけにはいきませんので、全体の中で考えてい

きたいと思っております。 

 それから、民生委員さんの欠員ということでございます。資料は令和７年３月31日現在ということ

で、６人となっておりました。現在は４民生区で欠員ということになっております。地区ということ
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でございますが、新小路･大畑小路の民生区で欠員になっておりますし、それから北下巾、あとは西

常盤、あとは大橋です。その４つの民生区が欠員になっております。 

 それから、タブレットの関係でございますけれども、アンケートの結果ということで、横展開は可

能かということでございました。アンケートの結果で、確かに有用なアプリケーションがあるという

ことでしたので、民生委員活動をする上で、そのようなアプリケーションを使っていくというような

ことでは考えておるところでございます。 

 これからの横展開等につきましては、そのアプリケーションを使うということで、民生委員さん方

の活動をしやすくするという意味で、タブレットを広げるというよりも、そのアプリケーション等を

使いながら、民生委員さん方の活動の負担を軽くしていきたいと考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 菊地長寿社会課長。 

○長寿社会課長（菊地美喜君） 私からは、ＮＰＯ法人の有償運送、公共交通空白地の有償運送とい

うことで、補助金80万円というのは低いんじゃないかということでございます。 

 事業者からは、確かに運営面で厳しいというような状況をお聞きしております。今年度もそのよう

な要望書を頂いているところです。今年度は、物価高騰支援として車両に係る燃料費、こちらの掛か

り増しとして台数分に応じて手当てを行っております。 

 あと、補助金の内訳というのは、ほとんど福祉車両のリース料や保険料、保守、修繕費の車両に係

る分ということになっていますので、経費削減に係る努力もしていただく中で、やはりきちんと事業

者さんとの話合いを行って、続けていただけるように、こちらも検討していかなければならないと考

えております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 民生委員の件ですが、行政評価一覧表の10ページに、民生委員相談事務費政

策ということが一番下にありまして、民生児童委員の訪問、連絡活動の回数、というのがございます。

これを見ますと、毎年のように増えてきていると思いますし、目標も含めて増えていますので、訪問

活動は年々増えていると把握しているんですね。 

 こういうことを考えれば、成り手不足の件と、訪問活動が増えているということを考えれば、やは

りこれに対する一定の、個人に行くということとは別なんですけれども、一定の民生委員活動に対し

て補助をすると、増すということに関する根拠があるのではないかと思いますが、これについてお伺

いいたします。 

 それから、タブレットの件ですけれども、横展開は可能だと聞いてよろしいんでしょうか。ちょっ

とまだ何か、非常にはっきりしなかったので、まだ結論は出ていない、これから結論が出るというこ

となのか、もう一度お聞きします。 

 それから、ＮＰＯえさしの有償運送に関してなんですが、福祉有償運送、ほかにあると思うんです

が、これはえさしだけの問題ですが、ほかの地域は３か所で福祉有償運送をやっていると思うんです

が、これは一覧表の中の16ページからにあるんですけれども、この兼ね合いというのはどのように考

えればよろしいんでしょうか。ＮＰＯの場合はＮＰＯ自身がやっているわけですけれども、その他は

社会福祉協議会がなさっていると思うんですね。使用頻度が減っているというふうには書いてありま



－16－ 

すけれども、これはどのように考えているのか、もう一度お伺いいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） 民生委員さんの報酬の件でございます。 

 上げる根拠があるのではないかというお話でございましたけれども、ちょっと繰り返しになってし

まいますが、市全体としての報奨ということになりますので、全体を見ながら考えていかなければな

らないと思っております。 

 それから、横展開についてでございます。 

 これまで衣川の民生委員さん方にタブレットを使っていただいて、民生委員活動をしていただいて、

いろいろなアプリケーションを使っていただいたんですが、やはり慣れないものとか、なじまないも

のも確かにあったということになります。その中で、これは使えるよというのも確かにありましたの

で、そこについては、今後の民生委員活動について、負担軽減という面で活用していきたいと、今ア

ンケートを取ったばかりで、集計して、結果は担当課で押さえているだけになってしまいますので、

担当課の考え方としては、アプリケーションを広げていけたらなということで考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 菊地長寿社会課長。 

○長寿社会課長（菊地美喜君） 外出支援サービスとの福祉協議会の委託との兼ね合いというような

ことで受け止めました。 

 ＮＰＯえさしに補助金を出しております移送サービスにつきましては、江刺地域の特別な地理的な

要因ということもありまして、高齢者の通院や買物等、日常生活の移動の手段に困難を来している方

の移動手段として移送サービスを実施しております。 

 そして、ＮＰＯえさしに頼んでいるのは、公共交通の空白地の有償運送ということで、空白地有償

として実施している事業でございます。 

 そして、社会福祉協議会のほうに委託しております外出支援サービスのほうは、福祉有償運送とい

うことでの委託になっておりまして、介護度３以上とか、あとは身障手帳１級以上とかの寝たきり、

歩行することが難しいと、そういうような方に対しての福祉有償運送ということで実施しております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 民生委員のほうは、取りあえずお話を伺ったのでやめますが、有償運送の件

ですが、これ本来ならば、地域の有償運送のほうに囲うべきものであって、16ページにあるような、

ほかの福祉有償運送とは違う性格だろうと思うんですが、これはなぜこのような形になっているんで

しょうか。むしろ公共交通のほうに振り分けるのが筋だろうと思うんですが、これはどのようにお考

えなのかお伺いして終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉福祉部長。 

○福祉部長（千葉 学君） 公共交通でやっている、例えば自家用有償運送に一本化するべきではな

いかというような趣旨のお話であったというふうに思います。 

 こちらはやはり各地域、旧市町村単位で行われた足の確保という部分で、それが今なお維持し続け

られているという状況であり、市内全体を見渡したときに、それでいいのかという話は当然、議論と

してはあるものだと思います。 
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 一方で、やっぱり慣れた環境で使いたいという方も、一方では、江刺のほうでもやっぱりいらっし

ゃいますので、その辺、どのように折り合いをつけていくかというのは、ちょっと今後の課題かなと

いうふうに思っております。ちょっと時期としても未定ということになりますが、市として統一した

公共交通の在り方ということに関しては、担当部局とも連携しながら検討を進めてまいりたいと思い

ます。 

○委員長（飯坂一也君） ２番宍戸委員。 

○２番（宍戸直美君） ２番宍戸直美です。 

 今の民生委員の経費について、答弁で今、民生委員が不在地域というものが４か所あると答弁いた

だきましたけれども、その地域の現状、市はどのように総括して不在地域へバックアップ体制を取っ

ているのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） 様々な活動において、民生委員さんが不在のところにつきましては、地

域では行政区長さんとか福祉スタッフさんが民生委員さんの代わりをして、地域の福祉活動をしてい

るということになります。 

 市といたしましては、不在の民生区につきましては、民生委員さんを推薦してくださいということ

で呼びかけをしておりますし、実際に、職員が地域の方々と話合いを持ったりして、あとは民生委員

協議会の会長さん、副会長さんも含めて、打合せを持ったりしながら、民生委員さんに出していただ

けるというようなことで、バックアップをしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ２番宍戸委員。 

○２番（宍戸直美君） ありがとうございます。 

 民生委員の担い手不足というのは、長年指摘されてきていることかなと思いますが、市として今、

何が課題なのか、どうすれば担い手が増えるとかを具体的に分析して、見える化というものは図って

いるのか、お伺いしたいです。 

 なぜならば、若い世代にとって、民生委員が何をしているのかというのがすごく分かりづらいとい

う声があります。民生委員の仕事は大変だという風潮がすごくありまして、新たに民生委員になろう

とする人を、逆にそういった風潮が遠ざけているような面もございますので、民生委員の役割や地域

コミュニティでの大切さなどについて、市で今、発信していく必要というものがあると思いますが、

その点について、考えをお伺いしたいです。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） 委員おっしゃいましたとおり、民生委員さんについては、先ほども４つ

の民生区で不在になっているという話からも、なかなか成り手がいないというのはそのとおりで、全

国的な問題にもなっていると思います。 

 担い手につきましては、奥州市では福祉スタッフというのが町内会の役員さん方になっていただい

たりして、担っていただいている部分がありまして、その方々も含めて、推薦会等で次の民生委員さ

んの候補になっているという話も聞かれておりますので、担い手不足とそこら辺の解消につきまして

は、福祉スタッフさんで地域の福祉活動をしていただきながら、地域での福祉の活動になじんでいた

だくというか、それを踏まえて民生委員活動につなげていただくというようなことで考えているとこ
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ろでございます。 

 それから、民生委員さんの役割の大切さとかその部分、市での発信ということでございます。 

 市ではやはり、水沢の南地区で民生委員さんのＤＶＤをつくったというのがあります。独自でつく

っておりまして、日頃の自分たちの活動を紹介して、民生委員さんたちの活動はこういうものだよと

いうふうに紹介しているＤＶＤがありますので、そういうものも広く紹介しながら、活動を知ってい

ただきながら、民生委員さんの成り手不足等についても解消していきたいなと考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ２番宍戸委員。 

○２番（宍戸直美君） ありがとうございます。 

 答弁を先ほどいただきました、地域の行政区長や見守り隊の方々と協力体制を整えつつ、やはり民

生委員の個人の負担というものを軽減していかなければいけないと思いますので、そういった連携の

強化の仕組みも図りつつ、市で積極的に地域のコミュニティを通じて、民生委員の負担も軽減されて

いきますよといったような、安心できる周知というものも今後考えていただきたいと思いますので、

その点についてだけご答弁をいただいて終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） 個人の負担の部分でございます。 

 セーフティーネット会議というのがございまして、民生委員さんだけが福祉の課題を１人で抱える

ことがないように、何かの課題があったときにはセーフティーネット会議を開きながら、関係者に集

まっていただいて、知恵を出し合いながらその課題を解決するというようなことで今も取り組んでお

りますので、民生委員さんだけに負担がかかるようなものではなくて、福祉の課題等については地域

として捉えて課題解決していきたいと考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ８番東委員。 

○８番（東 隆司君） ８番東です。２点お伺いいたします。 

 行政評価一覧表17ページ、認知症施策総合推進事業について、それから主要施策200ページ、まえ

さわ介護センター管理経費についてお伺いいたします。 

 １点目の認知症の関連ですけれども、まず認知症カフェ開催回数が６年度目標値110に対して108と、

ほぼ目標どおり開催されたようでございますが、この開催の場所というか、地域ごとといいますか、

各旧市町村ごとといいますか、各地域でやっておられるのかどうかと、カフェの開催の主な内容と、

その評価といいますか、その成果といいますか、お伺いしますし、それから今後の方向性のところに、

令和６年度から開始した奥州市チームオレンジ事業というのがあります。前段には簡単な説明がある

わけですけれども、もう少し詳細をお聞かせください。 

 ２点目のまえさわ介護センターでございます。まず今回の決算額が、前年度対比1,209万円余が多

いと。また、老朽化に伴う施設修繕等ほかと書いてありますので、多分そういう内容だと思うんです

が、この主な内容についてお伺いいたします。それからあと、介護センターの利用実態、令和５年度

と６年度の対比についてお伺いいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） 認知症関連のご質問に対してご答弁いたします。 
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 認知症カフェの開催につきましては、８圏域に設置しております地域包括支援センターが設置、運

営しながら、認知症のご本人と、まだ認知症ではない地域の方々も含めて、交流の居場所支援という

ことで開催してございます。現在のカフェの実績はこのように展開してございます。 

 そして今後、チームオレンジ事業ということで、チームオレンジというのは、認知症のご本人さん

を中心とした、もう一歩、地域の中でいろいろな認知症ご本人の思いをかなえるようなサポートがで

きるようなチーム、仕組みということで、そういった認知症のサポーター養成講座、ステップアップ

講座を踏まえましたチームオレンジサポーターという方が、ご本人さんを中心としたチームとなって、

生活の課題とか、ご本人さんの思いを聞き取りながら、そういった願い、希望を一緒にかなえるため

にどうしたことができるかというところを、そういったところで今後、もっと地域の中でそういった

チームオレンジの仕組み、輪が広がるように、今活動をしているところでございます。 

 そのためには、本人同士交流会ということで、まずご本人さんが、ざっくばらんな形で話しやすい

居場所をつくりながら、そういったところで、困り事だけではなくて、山に登りたいとか、何かして

みたいとか、そういった認知症になってもまだまだお力が、いろいろなできることもたくさんありま

すので、そういったこれからできることを一緒に地域の方とサポーターが一緒になって取り組んでい

くということが、今後、チームオレンジの取組になっていますので、今後そういった事業を拡大しな

がら取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 佐々木前沢総合支所副支所長。 

○前沢総合支所副支所長（佐々木光男君） それでは、お答えいたします。２点質問をいただきまし

た。 

 １点目につきまして、まえさわ介護センターの増減の理由ということですけれども、委員お見込み

のとおり、修繕料に係るものが大きなものでございます。内容としましては、施設修繕料につきまし

て、令和５年度は385万円ほどだったものが、令和６年度につきましては1,790万円ほどの決算額にな

っております。 

 なぜその分が増えたのかという主なものは、様々ありますけれども、大きなものとしましては、さ

わやか健康センター、複合施設ですけれども、そこのエネルギー棟の吸気ファン及びダクトの更新業

務がございました。もう一つ、大きいものとしましては、同じくさわやか健康センターのエネルギー

棟のボイラー更新業務というものがございまして、これらが大きく前年度よりも、修繕費で言えば

1,400万円ほど増えているというものが原因でございます。 

 ２点目につきまして、まえさわ介護センターの利用実態ということのご質問を頂戴いたしました。 

 まず、まえさわ介護センターにつきましては、令和６年度につきましてはショートステイのみの運

営となっておりますけれども、利用者の実人数は111名でございます。内訳としましては、前沢がや

はり７割ほどと多いわけですけれども、111名の方が利用しております。 

 それで、延べ人数で申し上げますと、令和６年度は9,504人ということで、１日平均にしますと26

人になります。ベッドが30床ございますので、９割近くの利用というふうになっております。一方、

令和５年度につきましては、ショートステイの利用延べ人数が8,982人ということで、１日平均にし

ますと25人弱ということで、令和５年度に比べて令和６年度は105％ほどというふうになっておりま

す。 
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 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） ８番東委員。 

○８番（東 隆司君） 東でございます。１点目の認知症の部分については分かりました。 

 それで、認知症のところの事業概要の中段ぐらいに、認知症の人や、これはご本人ということなん

ですけれども、家族を支援する事業等を行うと。当たり前のことなんですけれども、やはり今、薬も

開発されて、ご本人の症状を遅らせるであったりとか、様々なそういった医療の技術も進展してきて

いるので、そういう意味では希望も出てきているわけですが、やはり一旦発症すると、なかなか遅ら

せることはできても、完治ということは難しいというようなことも言われておりまして、やはり結構

長きにわたり、家族の方が介護といいますか、様々なところでご負担も出るだろうということで、や

はり家族に対する支援というところについて、改めて、当局といたしましてどのようなことを考えて

おられるのかお伺いいたします。 

 介護センターにつきましては分かりました。そうしますと、ショートステイのみの利用で、５年度

から６年度に、人数で言うと約600人ほど増えているということで、やはり貴重な、前沢の方が７割

ということですけれども、市内の高齢者の方々がお使いになっているという実態が分かりました。そ

うしますと、やはりこの施設は今後とも必要というふうに私は思うところでございますが、なるべく、

老朽化ということが著しいということで、先ほどの説明で、いわゆるこれ、施設を３分の１ずつ負担

する割合でやっていて、医療局の分のセンター部分と、これは福祉部の所管ですか、いわゆる前沢の

社会福祉協議会の事務所のあるさわやかセンターのところをそれぞれ、建物が一体なので、それを費

用負担でいくと３分の１ずつ負担するという多分ルールだと思うんですけれども、これはボイラーと

か暖房と言ったところが結構大きかったということで、やはりここの今後の老朽化に対する一定の財

政的なところを考えていかなければないだろうなというところで、どのようにそれを考えていくのか

お伺いして終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉地域共生社会課長。 

○地域共生社会課長（千葉礼子君） それでは、１点目の認知症に関する家族等の支援につきまして

ですけれども、合わせまして８圏域の地域包括支援センターの中では、家族介護教室ということで、

それぞれ年３回開催しておりまして、８か所で24回開催してございますので、様々な介護する方のい

ろいろなサポートの講話等を踏まえまして、どこの開催地でも参加できるようになってございますし、

やはりあとは休養の機械ということで、介護サービスを使いながらショートステイとか、そういった

ところで、まず利用しながら介護負担の軽減を図るような支援をしたり、あとは、認知症になったか

らといって、閉じ籠もりせずに、いろいろな地域とのつながりが持てるように、本人同士交流会の中

でも、なかなか認知症を発症したことで行きたがらなかった方も、やっぱりデイサービスだと行きた

がらないという方も、ご本人さん同士の明るい雰囲気の中で、ご家族と一緒に参加された方が、なか

なか奥様と離れられなかった方が、やっぱり楽しいイメージの中で、地域の中のそういった本人同士

交流会の場に参加できたということで、やっぱり介護者の負担軽減にもつながりますので、そういっ

た発症の進行も、やはり社会とのつながり、役割とか生きがいを、やっぱり認知症になっても明るい

希望を持ちながら過ごすということで、認知症になっても重度化せずにお元気に過ごすことができま

すので、もちろん早期の治療と診断は必要なので、医療とも並行しながら、そういった地域のつなが

りは引き続き接点を持ちながら、交流を図りながら、ご家族、ご本人の生活をサポートしてまいりた
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いと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 菊地長寿社会課長。 

○長寿社会課長（菊地美喜君） まえさわ介護センターの今後の方向性ということでございました。 

 令和６年10月に改定しました福祉施設再編計画において、まえさわ介護センターは複合施設である

ことから、構成する施設の在り方を踏まえて、耐用年数である令和22年度をめどに施設全体の方向性

を定めることとしております。今後も必要な点検や修繕を行いながら、機能の維持に努めてまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ３番菅野委員。 

○３番（菅野 至君） ３番菅野です。大きく２点についてご質問いたします。 

 まずは、主要施策の28ページの１番にあります避難行動要支援者支援事業委託の部分に関してなん

ですけれども、この中で、令和６年度における台帳の整備状況と、あと平常時の見守り活動への利用

状況についてお伺いいたします。 

 続いて、主要施策の31ページ、１番にあります江刺総合コミュニティセンターの指定管理料に関連

して、このコミュニティセンターの施設、ホールであったりとか会議室、和室とかがあるわけですけ

れども、そういったところの利用状況についてお伺いします。 

 もう一点、６番のコミュニティセンターの工事請負のほうですけれども、この工事請負の内容につ

いて、先ほど屋根の補修ということもありましたけれども、その内容について、詳しくお伺いできれ

ばと思います。以上、大きく２点についてお伺いします。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） それでは、１点目の避難行動要支援者台帳の整備状況ということでお答

えいたします。 

 台帳の整備といたしましては、この７月末時点において1,113人が整備しているところでございま

す。 

 それから、平常時の見守りということでございますが、平常時につきましては、社会福祉協議会で

にこにこネットということをやっておりまして、こちらにつきましては、やはり台帳をつくっており

まして、緊急連絡カードというようなものになりますけれども、こちらのほうに本人の同意を得まし

て個人情報を掲載しているような形です。緊急連絡先といたしまして、家族や親戚等のお名前とか、

関係性や電話番号等を記載しているというようなものになります。 

 消防署との連絡もそちらのほうで情報提供しているということで、何か独り暮らしの高齢者の方が

おうちで倒れたというようなときに、そのカードを冷蔵庫とかに貼っているというようなこともあり

まして、意識がなかった場合に救急隊がその冷蔵庫を見て、かかりつけのお医者さんとか、あとは緊

急連絡先をそれで知るというようなことにもなっているようですので、そういうものを活用して、平

常時は見守っているという状況です。 

 それから、コミュニティセンターの利用状況です。この６年度末、３月31日の利用状況になります

が、１万580人ということになります。 

 それから、コミュニティセンターの屋根改修、こちらにつきましては、長年、コミュニティセンタ
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ーの屋根は雨漏りということで、だましだまし、その場その場の修繕でやってきたわけですけれども、

昨年度、２億円強のお金をかけまして全体で修理しております。工法といたしましては、専門的なこ

とはちょっとよく分からないんですが、ＲＳ工法というようなことで、調べてみると、ウレタン工法

というようなことになっております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ３番菅野委員。 

○３番（菅野 至君） ありがとうございます。 

 まず、１点目についてなんですが、いろいろとカードを作成して、消防とも連携等々を図っておら

れるということなんですが、これに関連して、行政評価一覧の11ページの上段のところにあります課

題と今後の方向性というところで、やはりその辺、課題として捉えていらっしゃるようで、地域の支

え合いが機能低下している中で、住民相互による支え合いの体制が求められると記載されているわけ

ですけれども、これがやはり今後さらに顕著に問題化してくると考えているわけですけれども、そう

いった、ただいまご答弁ありました内容も含めてなんですが、この課題に対して今後どのように対応

されていくかというところのお考えをお聞きしたいと思います。 

 あと２点目の部分に関してです。まず、１点目の利用状況に関してなんですけれども、その利用に

関して、例えば管理されている側と利用する側との、何か問題が発生したりだったりとか、そういう

ところの何かはないかなというところをお伺いしたいと思います。 

 あとは修繕の関係なんですけれども、屋根は修繕していただいたということなんですが、ただ、今

度は中身のほうなんですが、やはり利用者からは空調、特に冷房設備等々の対応について声が上がっ

ているというか、そういったところも早く修繕してほしいというところの声が出ているわけですけれ

ども、そういった中身の部分の修繕に関する計画はどうなっているかというふうに関するところをお

伺いしたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 千田福祉課長。 

○福祉課長（千田健悦君） 地域の支え合いという部分でございますけれども、委員おっしゃいます

とおり、支え合いにつきましては、全国的な問題になりますけれども、核家族化等が進むことによっ

て、昔のような地域のつながりではなくて、希薄になっているという部分があると思います。 

 ただ、やはり福祉的な立場からも、皆さんで地域で一つになって、地域共生社会というようなこと

にもなりますので、皆さんで支え合いながら、引き続き地域で地域の皆さんを一緒になって支えてい

きたいというふうなことで、そのようなことで進めてまいりたいと思っております。 

 それから、利用されている方々についてのトラブル、問題ということでございますけれども、特に

詳しくは市のほうには入ってきておりませんので、状況等をちょっと調べるところから始めさせてい

ただければと思っております。 

 それから、コミセンの冷房設備についてでございます。ホールについては、やはり冷房設備がない

ということでございまして、夏場にホールを使っている利用団体等が、夏場はやはり暑くて使えない

という部分もあって、冷房がある部屋等で活動している、もしくは夏場は休んでいるというような状

況でのコミセンの使い方にはなっております。 

 こちらにつきましては、一応、ホールの冷房設備の見積りを取ったんですが、2,800万円ほどする

ということでしたので、ちょっとこちらについては市全体で、この近年の暑さがあって、ほかの施設
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でも冷房設備をつけたいというようなお話も一般質問等でも出ておりましたので、市全体で考えなが

ら、設置について検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ３番菅野委員。 

○３番（菅野 至君） ご答弁ありがとうございました。 

 まず、１点目に関して、地域共生社会ということで進んでいくということになりますけれども、私

が住んでいる地域もなんですが、高齢化が進んで、若い人がどんどん減っていくという中でありまし

て、そういった状況をしっかりと共生社会という中でどう考えていくかというところを、もちろん市

に対してもですし、我々も考えていかなければならないところだなと日々思うところでございます。

そういったところに関しまして、もう一度ちょっとご所見を伺いたいと思います。 

 あとは２番目のところなんですが、やはり利用者と施設の管理者とのコミュニケーションがうまく

いっていないというようなお話もちょっと聞こえてくるところがありましたので、質問させていただ

いたんですが、そういったところ、やはりこのコミュニティセンターはささらホールの代替施設とし

て、市でもそういう立場に置いているところでございますので、やはり利用者が使いやすいように、

しっかりとサポートしていかなければならないと思いますし、それに関連しまして、あと空調部分に

関しましても、私も一般質問をほかのところでやったところで、ちょっと心苦しいところはあるんで

すが、お金がかかるというところは分かるんですが、やはり使いやすいというところ、使い勝手とい

うところをしっかり考えていただいて、対応していっていただければなと思います。その辺に関しま

して、ご所見をお伺いして終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉福祉部長。 

○福祉部長（千葉 学君） では、私のほうからご答弁を申し上げます。 

 若い人が減って地域の活力がなくなってというようなお話、確かに市内どこを見ても、市内に限ら

ず、全国どこでもそういう傾向があるというのは間違いないところだと思います。 

 一方で、やはり住む人たちが互助の精神で、人のお世話にならないように、人のお世話をするよう

にというその精神を、やっぱりそこを体言化していかなければいけない時代なんだろうなと思ってお

ります。そういった意識を持っていただけるように、市としても市民の皆さんに働きかけをしてまい

りたいと思います。 

 それから、コミュニティセンターのエアコンの関係、ささらの代替施設というようなお話もありま

した。前職は私、そちらのほうだったので、そういった話もしておったわけですけれども、ささらホ

ールに関しての今後の方向性というのは、江刺のエリアの開発プロジェクトのほうで盛んに議論をい

ただいておるところだと思っております。 

 そういった一方でも、やはり昨今この暑さを考えると、空調がないというのは、やはり致命的なも

のもあるんだろうなと思います。先ほど課長が答弁したとおりにはなるんですけれども、いずれ市全

体の中で、公共施設の在り方というのは考えてまいりたいと思います。 

 抜けがあれば、課長のほうから答弁を。 

○委員長（飯坂一也君） ほかに何人質問者いらっしゃいますか。 

 では、４番門脇委員。 

○４番（門脇芳裕君） ４番門脇と申します。１点お伺いいたします。 
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 主要施策の報告書34ページ、ＬＥＤ電球についてお伺いします。今回は13件でしたが、モデル事業

として、衣川の地域の高齢者世帯に見守りサービス電球の設置でございました。令和６年度までの実

証実験ということで、この総括と、その総括の結果を踏まえて、今後の展開、市内全体との声もあっ

たようですが、どのような展開を想定しているかお伺いいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 菊地長寿社会課長。 

○長寿社会課長（菊地美喜君） お答えします。 

 令和４年度から、小さな拠点プロジェクトとして衣川地域で行ってきたこの事業です。過去に北股、

南股地域で23世帯、６年度は衣川、衣里地域での13世帯で実施しました。未来羅針盤課で行ったアン

ケートの結果からすると、見守るほう、見守られるほう、双方の安心感が高まったという成果があり

ました。 

 また、対象者の掘り起こしや、見守る側とのマッチングなどについても、各地区の振興会等のご協

力を得ていることや、見守る側の通知先に家族以外の民生委員さんやご近所の方に入っていただいて

いると、そういったことで地域の見守りについての効果があったものと考えます。 

 しかし、通信状況が悪かったりとか、あとは電気の消し忘れ、または使用方法によっても異常検知

数がちょっと多くなったりして、頻繁な通知があって煩わしさを感じて中止を申し出られたようなケ

ースもございました。 

 民間の見守りツールも新しいものが次々と出ておりますし、見守り電球の形が、形態が合致しない

場合、照明器具と電球の一体型の普及も出てきましたので、合致しない場合もありますので、長期的

な利用がちょっとこの見守り電球で見込めないということもあって、この事業の一律的な横展開は考

えておりません。 

 いずれにしても、地域での見守りという意味では、対象者の掘り起こしや、見守る側の通知先に地

域の方が入っていただけるか、そういったことがポイントとなってきますので、地域での協力が不可

欠でありますので、この事業の今後の展開といたしましては、今回の結果をほかの地域にも紹介、周

知しまして、導入を検討する地域へ詳細な説明を行うということにしております。 

 今後は、今実施しているような見守りの事業のほかに、民間業者と連携した見守り活動などで緩や

かな見守りを行いながら、各地域ごとのコミュニティでの見守りについて支援し、地域の中で高齢者

が安心して暮らしていけるように支援してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ４番門脇委員。 

○４番（門脇芳裕君） ありがとうございました。１点だけ再質問させていただきます。 

 結局、衣川地区に設置したＬＥＤ、何かいろいろなものが入ったＬＥＤなんですけれども、これは

そのままその家庭に寄贈するというか、そのまま設置したままで終わるということでよろしいでしょ

うか。 

○委員長（飯坂一也君） 菊地長寿社会課長。 

○長寿社会課長（菊地美喜君） これは使用をやめれば、もう撤収という形になります。個人的に継

続して使いたいと申し出た方もございますので、そちらのほうについてはそのまま設置ということに

はなりますが、市の事業としては終了ということになります。 

 以上です。 
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○委員長（飯坂一也君） それでは、以上で福祉部門に係る質疑を終わります。 

 午後１時５分まで休憩いたします。 

午後０時４分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後１時５分 再開 

○委員長（飯坂一也君） 再開いたします。 

 次に、健康こども部門に係る令和６年度決算の審査を行います。 

 決算の関係部分の概要説明を求めます。 

 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） それでは、健康こども部が所管いたします令和６年度一般会計、

国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算の概要についてご説明いたします。 

 初めに、健康こども部所管事務における令和６年度の取組状況の総括についてであります。 

 当部は、総合計画の大綱にあります「健康で安心して暮らせるまちづくり」を担っている部門であ

ります。 

 子育ての環境の充実に向けては、令和６年度からこども家庭センターを設置し、妊娠期から子育て

期まで切れ目のない包括的な支援に取り組んでまいりました。 

 幼児教育・保育については、待機児童解消のため保育体制強化事業等を導入し、私立施設の保育人

材の確保、定着及び離職防止を図りました。また、休止していた病後児保育所を再開したほか、建設

を進めていた江刺東こども園を開園いたしました。 

 母子保健については、産後ケア事業において、新たな宿泊施設を利用した日帰りケアを開始し、新

規利用者の拡大を図りました。また市外等で産後ケアを利用した際の償還払いを開始することで、安

心して子育てできる支援体制を強化いたしました。 

 地域医療の推進については、新医療センターの計画策定業務を進めたほか、中山間地域等における

通院困難者の受診機会の確保とともに、限られた医療資源の有効活用を目的として導入した遠隔診療

車を衣川地域で定期運行するとともに、他地域への拡大や妊産婦健診への活用のための協議を進めま

した。また、子どもの医療費助成により医療機会を確保することで、子育て世帯の心身の健康と生活

の安定に努めました。 

 健康づくりの推進については、疾病の早期発見・早期治療や重症化予防のために、特定健診や歯科

健診及びがん検診を実施いたしました。 

 それでは、令和６年度において重点的に取り組んだ施策及び決算状況について、資料、主要施策の

成果に基づき、主なものをご説明いたします。 

 初めに、一般会計であります。 

 48ページをお開きください。 

 子ども医療費支給経費は、出生の日から高校生等までの子どもに対する医療費の扶助費等で、決算

額は３億1,936万8,000円。総合戦略、子ども医療費支給経費（子ども医療費給付事業）は、小中高の

子どもに対する医療費の扶助費等で、決算額は１億3,723万5,000円であります。 

 下段、妊産婦医療費支給経費は、妊娠５か月に達する月から出産翌月までの妊産婦に対する医療費

の扶助費等で、決算額は3,479万4,000円であります。 
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 49ページをお開きください。 

 物価高騰重点支援、子育て世帯に対する生活支援特別給付経費は、食費等の物価高騰に直面する低

所得のひとり親世帯に対する臨時給付金で、決算額は2,998万7,000円であります。 

 53ページをお開きください。 

 子育て支援事業経費のうち、６、子育て支援訪問事業は、支援員が家事・子育て等に対して不安・

負担を抱えた家庭を訪問し支援するもので、６年度から実施し、決算額は42万8,000円であります。 

 次に、60ページ、総合戦略（未来投資枠）、子ども・子育て支援事業経費は、公立教育・保育施設

にＩＣＴシステムを導入したもので、決算額は1,934万3,000円であります。 

 次に、63ページ、認定こども園施設整備経費は、江刺東こども園の整備に係る事業費などで、決算

額は４億6,377万3,000円であります。 

 67ページをお開きください。 

 上段、保健衛生総務費のうち、総合戦略を除いた分として、岩手県国民健康保険団体連合会、医師

養成事業負担金や医療介護従事者修学資金貸付金で3,886万3,000円であります。 

 同じく下段、総合戦略、保健衛生総務費は、不妊に悩む夫婦が不妊治療を実施した際の治療費の一

部を助成するもので、決算額は688万1,000円です。 

 次に、68ページ、母子保健推進事業経費は、妊産婦健診及び乳幼児健診などの健康診査、健康教育、

相談、指導、出産・子育て寄り添い支援金等で、決算額は１億3,605万6,000円であります。 

 次に、69ページ下段、総合戦略、母子保健推進事業経費は、妊産婦タクシー乗車券給付事業、妊産

婦応援給付金給付事業、ハイリスク妊産婦アクセス支援事業等で2,610万7,000円であります。 

 次に、70ページ、総合戦略（未来投資枠）、母子保健推進事業経費は、産後ケア事業により産後の

母体ケアや育児不安を解消するための事業経費で1,581万9,000円であります。 

 次に、74ページ上段、総合戦略、医師養成奨学資金貸付事業経費は、同資金貸付金分として、病院

事業会計出資金3,960万円であります。 

 次に、75ページ、総合戦略（未来投資枠）、地域医療推進事業経費は、遠隔診療車の定期運行、新

医療センターの計画策定支援や交通量調査費などで3,992万7,000円であります。 

 以上が、令和６年度一般会計、健康こども部所管の決算の概要であります。 

 次に、特別会計に移ります。 

 当部が所管します国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計とも、それぞれの事業目的達成

のため、効率的な財政運営に努め、適正に事務事業を進めてきたところであります。 

 まず、国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算であります。 

 主な項目と決算額を主要施策の成果でご説明申し上げます。 

 主要施策の成果180ページをお開きください。 

 下段、一般被保険者療養給付経費は、医療費に係る法定負担割合分としての支出で、決算額は64億

3,983万7,000円であります。 

 次に、181ページ下段、一般被保険者高額療養経費は、自己負担限度額を超えた医療費分について

の支出で、決算額は10億82万1,000円であります。 

 次に、182ページ上段、出産育児一時金給付経費は1,550万円であります。 

 同じく下段、一般被保険者医療給付費分は15億2,839万8,000円、183ページ上段、一般被保険者後
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期高齢者支援金等分は６億7,902万9,000円、同じく２段目、介護納付金分は２億1,127万7,000円で、

いずれも負担金であります。 

 次に、184ページ下段、直営診療施設勘定繰出金の決算額は7,020万9,000円で、病院事業会計負担

金等であります。 

 次に、国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）をご説明いたします。 

 主要施策の成果185ページをご覧ください。 

 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）は、江刺地域の直営診療施設の医療事務、施設管理の

報酬、委託料等の維持管理経費で、一般管理費の決算額は1,284万2,000円であります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算であります。 

 主要施策の成果186ページをお開きください。 

 ３段目、後期高齢者医療広域連合納付金は15億9,817万8,000円で、負担金であります。 

 以上が、健康こども部所管の令和６年度の一般会計、特別会計の決算の概要であります。よろしく

ご審議のほどお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 執行部側にお願いいたします。答弁する方は、委員長と声をかけて挙手し

ていただき、委員長が指名してから発言願います。 

 これより質疑に入ります。 

 24番菅原委員。 

○24番（菅原 明君） 24番菅原です。１点お伺いします。 

 主要施策の報告書75ページ、モバイルクリニック事業についてお伺いいたします。 

 １点目は、令和６年度の事業実績をどのように評価されたのかについてお伺いいたします。 

 ２点目としまして、年度途中に衣川診療所の医師が退職されました。その後の遠隔診療専用車での

診療、それから診察の状況についてお伺いします。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） 衣川地区で運行しておりますモバイルクリニック事業の令和６年度

の事業の評価という部分で、まずはご答弁申し上げます。 

 ６年度につきましては、毎週火曜日に加え、隔週金曜日ということで運行しております。その中で、

運行実績としましては、22件の診察ということとなっております。 

 運行しておりまして、住民の方々からは、患者本人の方、通院を支援しているご家族の方、それぞ

れから好評を受けておりまして、実際に受診した患者や家族からは対面診療と変わらないと、そうい

った所感を持っていただいているということですし、診療につきましても、通うのが大変だというご

事情について、自宅の庭先まで来ていただけるので助かっているというような感想が寄せられており

まして、この患者さんにつきましては引き続き遠隔診療のほうをご希望されているというような状況

になっております。 

 また、昨年度の年度途中に先生が退職された部分の影響でございます。 

 退職の前、６月と７月、まだ退職前でございましたけれども、その後の診療を見据えまして、まず

は対面診療ということで診療のほうをしていただき、実際の診療は８月からということで、そこから

継続してモバイルクリニックのほうを継続しているところですけれども、その後の診療の状況、例え

ば先生がいなくなったことに係る不具合であるとか、そういった部分につきましては、特に生じてい
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ないというところはございます。例えば、システムの構築であったり、エラー修正につきましては、

それまで先生が行っていた部分でございましたけれども、これにつきましては農業管理センターにお

願いする部分も支援として受けておりますが、その後、10月に先生のほうが復帰されまして、継続し

て先生のほうに面倒を見ていただけるとなっているところでございます。 

 また、現在も先生が応援の医師ということで来ていただいておりますので、通常どおり診察のほう

は支障がないといった状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 24番菅原委員。 

○24番（菅原 明君） 今年度は、計画の中では妊産婦健診にも遠隔診療車を使用されるというよう

な計画がたしかあったのではないかなと思いますけれども、それの状況についてはどのようになって

いるか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） モバイルクリニック車両の妊産婦健診への活用の状況でございます。 

 令和６年度中におきましては、実際に市内の産科の先生に２回ほど機器等についてご相談をさせて

いただきまして、アドバイスをいただきながら進めてきたところでございます。 

 また、産科の先生にアドバイスをいただく中で、県内の妊産婦健診の遠隔診療に詳しい先生につい

てもご紹介いただきまして、過日、そういった今後の実現の可能性も含めて、先生にお話を伺いなが

ら、先日はこちらのほうにもお越しいただいて、実際にモバイル車両も見ていただいてということで、

今後もアドバイス等をいただきながら、必要な機器、または運用方法なども確認をしてまいりたいと

思っているところでございます。 

 一方で、遠隔診療という部分の前段としまして、例えば産後の２週間健診、こういった部分につい

ては、なかなかモバイルというよりは、地元のほうで先生のほうに見ていただくということも並行し

て検討を進めているというところでございまして、実際にモバイルの運用の部分をどのように進めて

いったらいいかというところは、今年度においても引き続き検討しているといったところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 12番高橋晋委員。 

○12番（高橋 晋君） 12番高橋晋です。 

 このモバイルクリニック事業に関してですけれども、これ毎週火曜日と隔週の金曜日ということで、

回数が少ないといえば少ないんでしょうけれども、実際これに2,235万6,000円、年間でかかっている

わけですけれども、単純に利用件数の22件で割りますと１回100万円ということになっておりますし、

お使いになっている方が10名ですので、１人の方で割れば224万円かかっているという、単純計算で

すけれども、そういうことになってきますけれども、できれば、私、素人考えですけれども、先生が

衣川にいて、診療車も衣川にいるというのがちょっと理解できないんです。 

 先生が水沢にいて衣川に行く、前沢に行く、胆沢に行く、江刺に行って、そこの方々を診ていただ

けるというのであればですけれども、衣川の人が衣川の先生に見ていただくのに診療車が行くという、

距離感というか、先生は中央にいていいんじゃないかと。中央にいれば、様々な診療科の先生がいま

すので、そういう先生が月曜日は内科だ、火曜日は何だという、いろいろ様々できて、火曜日だけじ
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ゃなく使って、どんどん固定費はかかるでしょうから、それをできるだけたくさんの患者数で割って

いくべきではないのかなと思うんですけれども、そこら辺、見解をお知らせください。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） まず、衣川のエリアの中で今運行しているという、そもそもの事情

の中としましては、衣川地域の高齢者率の高い部分であったり、患者移送の手段がなくなったりとい

うことを受けまして、このモバイルクリニックのまずは導入ということで進めてきたところでござい

ます。 

 実際に車両が毎日運行しているわけではございませんので、有効活用という部分はこちらのほうで

も課題であるとは捉えております。 

 ですので、昨年度来から運行地域の拡大という部分は様々検討させていただいておりまして、令和

６年度につきましては、例えば江刺地域でこれを活用できないかということで、実際に今は直営診療

所という形で移動診療車があるんですけれども、そちらの委託を受けている病院さんに見ていただい

て活用の部分を探ってみたりということもしておりました。 

 また、胆沢地区でもそういったことができないかということで、まごころ病院さんのほうにご相談、

協議をしたという部分はございます。 

 いずれ、経費の部分で申し上げますと、単年で結構な額ということで、ここにつきましては、ラン

ニングコストということなんですけれども、事業自体で見れば、やっぱり採算性は赤字に見えるとい

ったところはございますけれども、やはり限られた医療資源を最大限効率的に利用できるという部分、

ここはあると思いますし、あとは民間の参入が難しい不採算地域というかへき地、こちらのほうにつ

いて、行政主導で新たな医療の確保という部分では、重要性はあるのかなと思っております。 

 また、こういったモバイルクリニックを運行しているということで、医師確保のほうのＰＲにもな

るのかなという部分は期待しているところではございます。そういったことから、経費の部分につき

ましては、実際、未来への先行投資というところがあるのかなというふうな理解もしているところで

ございます。 

 あと、モバイルクリニックの部分ですけれども、遠隔だけをしているわけではなくて、実際対面に

よって診察をするというのも、３回に１回はご本人さんにいらしていただいて、きちんと状況を見な

がらということで、なかなかずっと遠隔ということでできる部分も難しいところはございますので、

そこは丁寧に対応していきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 12番高橋晋委員。 

○12番（高橋 晋君） ありがとうございました。いろいろ模索されているということで、どんどん

活用していただければと思っております。 

 ただ、へき地というか、江刺にしろ、そういう部分で使うのに効果的だということですけれども、

私が理解できないのは、診療車が衣川にいるということが理解できないわけです。何で水沢ではでき

ないのかと。水沢病院から各地に出て、先生は水沢病院の先生がやるべきじゃないかなと、それが一

番効率的というか、へき地の先生が、へき地に診療車があって、へき地だけを見ているというのが、

何かもうちょっと広く中央に、中央の先生がやるほうが様々な面で広く、総合診療的な形でできるの

ではないかなと思うんですけれども、そこら辺の見解を教えていただいて、終わりたいと思います。 
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○委員長（飯坂一也君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） それでは、私のほうから答弁させていただきます。 

 衣川でスタートしたということの一つは、衣川の小さな拠点事業の一環にもなっているということ

で、衣川でスタートしたということと、あとやっぱり衣川診療所という一つのエリアが、モデルとし

て取り組むには非常にやりやすいというのがスタート地点としてありました。実際、今進めている中

では、衣川の進め方がうまくいきつつあるなとは思っております。 

 最終的に水沢病院でやったらいいんじゃないかというお話ですけれども、私どもも将来的な発展の

姿というのはそういうふうに考えておりまして、今はこれから訪問医療とかというのが大事になって

まいりますので、新医療センターがそれこそできたときには、そこを拠点にというようなことも、将

来構想としては考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 18番 野委員。 

○18番（ 野富男君） 18番 野富男です。 

 先ほど答弁の中にあった地域への拡大の部分について、今どの程度の検討をなさって、いつから拡

大をしようとしているのかという点が、まず１点です。 

 あともう一つは、このモバイルクリニックについては、公立病院で頑張るというあたりが、もうち

ょっと厳しいんじゃないですかということで、以前、一般質問でもお話ししましたけれども、北上市

のように、あそこは公立病院がないからですが、民間の先生方の協力をいただいて運行していると。

診療日数といいますか、これも当初よりは多いはずですが、そういう方向にいつから向かっていくの

か。ただ検討しているんじゃなくて、いつ、どの時点で判断をして、いつから実施するというのは、

今までの検討の中でのスケジュール感というのは丸きり出てこないんでしょうか。その点についてお

伺いいたします 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） モバイルクリニックの他地域への運行の拡大の部分、まずスケジュ

ールというか、そういったところでございます。 

 現在、衣川診療所でモバイルクリニックを運行しながら、今後の拡大の可能性も併せて探っている

ところではございますけれども、まず１つ、昨年度、江刺の地域の中で試行というか、モバイルクリ

ニックを現在の直営診療所の先生に見ていただいたところにつきましては、一通りのシステム的なも

のは確認いただいたんですけれども、当面は医師の派遣については継続をしていただけるということ

で、対面診療を続けていきたいというようなお話も頂戴いたしましたので、江刺地域については、現

状はそのとおり進めていくというようなことで進めておりますが、ただ、一方で、感染症の拡大であ

るとか、そういった事態にあっては、こういったモバイル診療の車両ですね、これは活用が有効だと

いう部分も確認したところでございましたので、そこにつきましては引き続き活用ができるような形

で進めていきたいと思っております。 

 また、モバイルクリニックの公立病院で頑張るのは厳しいというか、運行の部分、今後のスケジュ

ールのところでございますが、今回の事業計画の中では、まず令和５年、６年、７年の、この３か年

の中で、実際にその車両を稼働して、そして拡大の部分を検証しながら取り組んでいくという計画と

なっておりましたので、まずはこの３年間の事業計画をきちんと進めまして、その後に導入の可能性
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というか、運行の拡大の部分を具体的に見てまいりたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 22番阿部委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。３点お伺いいたします。 

 １点目は、ページ数が分からなかったのですけれども、健康保険証について。２点目、主要施策の

60ページの子ども・子育て支援事業経費のＩＣＴシステムについて。３点目、主要施策78ページの保

健対策推進事業のがん検診についてお伺いいたします。 

 まず、健康保険証についてですけれども、令和６年12月２日以降に新たな発行ができなくなってお

りますけれども、保健証について、何かトラブル等なかったのかお伺いしたいと思います。 

 それから２点目、子ども・子育て支援事業のＩＣＴシステム導入・保管管理でございますけれども、

保育従事者の業務負担の軽減及び利用者の利便向上を図ったということでございますけれども、効果

についてお伺いをいたします。 

 ３点目、保健対策推進事業でございますけれども、その中の特にもがん検診で、子宮頸がんの検診、

胃がんの検診がございます。どの検診も受診率は低いわけなんですけれども、特にこの２つの検診は、

防げるがんというふうに言われておりまして、子宮頸がんの検診につきまして、今、奥州市では細胞

診を行われていると思いますけれども、これをＨＰＶ検診の単独法の検診を行えないのかお伺いした

いというふうに思います。 

 それから、胃がん検診ですけれども、これも原因がはっきり分かっておりまして、胃がんはピロリ

菌によるものだということが分かっておりまして、胃がんのリスク検査、ＡＢＣ検診を採血で評価す

ることができますけれども、花巻市さんは平成27年度あたりからされておりますけれども、このよう

なリスク検診の在り方について、当市としてどのように取り組むのか、お伺いをしたいというふうに

思います。 

○委員長（飯坂一也君） 本城保険年金課長。 

○保険年金課長（本城久美子君） 私のほうから、１点目の保険証についてお答えいたします。 

 令和６年12月２日から保険証の新規発行が停止されたことによって、トラブルがなかったかという

ご質問であったかと思います。 

 この時点では経過措置で、有効期限までは健康保険証が使用できてございましたので、トラブル、

混乱等はなかったと把握してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 菊池保育こども園課長。 

○保育こども園課長（菊池利和子君） 公立教育・保育施設にＩＣＴシステムを導入した効果につい

てでございます。 

 導入しました保育ＩＣＴシステムには様々な機能がございますけれども、まず、保護者の方と職員、

どちらにも効果があったというところで、まず登降園管理、それから出欠連絡などの機能につきまし

ては、今まで出欠連絡などについては、電話が話し中でなかなかつながらなかったり、朝の忙しいと

きにそういうことがあったという点、それから連絡帳の記入などについても空いた時間で記入するこ

とができるなど、それから登降園管理については、登降園管理というところから統計的なもの、出欠

の管理のようなところ、今まで事務的に負担になっていた部分など、保護者にとっても、職員にとっ
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ても効果が見られたところがありました。 

 また、おたよりなどですけれども、こちらも電子でお送りするというところができますので、お一

人だけの紙ですと、貸して見せたりというところがあるんですけれども、そういうところも例えば保

護者さんお二人、それからおばあちゃんとかと共有できたりというようなところ、いろいろ保護者ア

ンケートからも好評なところがございました。ただ、おたよりなどについては、やっぱり紙で見たい

ななんていう声も頂戴しておりますけれども、全体的にはおおむね好評、便利というところの声をい

ただいております。 

 これらの機能ですけれども、やはり保護者様には便利なところ、それから職員にとっては業務にか

かっていた時間を、業務を効率的に進めることによって、一番は保育に力を注ぎやすい環境を整えた

いというところでした。こちらについては、導入が１月からですので、今年は２年目なんですけれど

も、今既に効果が上がっているところに加え、ＩＣＴシステムには機能がまだありますので、そちら

をさらに活用して、また効果を高めていきたい、保育にかける時間のほうを確保していくというとこ

ろを整えていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） では、私のほうからは、子宮がん検診と胃がん検診について

のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、子宮がん検診のＨＰＶ検査単独法による子宮がん検診についてです。 

 2020年に公開されたガイドラインにおきましては、子宮頸部浸潤がん罹患率減少効果のエビデンス

があるとされておりますが、長期の追跡調査を含む制度管理体制が構築できない場合は細胞診単独法

による効果を下回る可能性があるともされております。もしこの検診が導入されたとなりますと、20

歳から29歳の方、それから61歳以上の方ですと細胞診を継続することになりますし、このＨＰＶ検査

単独方法という方法によるのは30歳から60歳の方というふうになります。導入された場合には、30歳

から60歳の方についての細胞診はしないということになっております。 

 この方法の導入につきましては、十分な精度管理体制の整備と検診のフォローの遵守ということが

必要でありまして、入念な検討をして体制を整備するということが必要になってまいります。現在は

岩手県医師会の中でＨＰＶ検査単独法について検討されているということもお聞きしておりますので、

この結果を待って、当市の検診体制を検討してまいりたいと思っております。 

 それから、胃がん検診のほうのピロリ菌の検査についてです。 

 ピロリ菌の感染の有無を調べる胃がんリスク検診ということにつきましては、胃がんのリスクが高

い人を特定する方法ということで、有効性もあると言われておりますが、この検診の有効性について

の明確になっていない点があるということも言われております。 

 ピロリ菌が発見された場合でも、きちんと除菌治療をするとか、その後の定期的な検査も必要とい

うふうなこともありますので、きちんと胃がんリスク検診としてのエビデンスであるとか、費用対効

果も含めて情報収集してまいりたいと思います。 

 他市の状況を聞きますと、医師会の先生の中でもちょっと賛否両論のところがあるというふうなご

意見も聞いておりますので、今後とも情報収集してまいりたいと思います。 

 以上です。 
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○委員長（飯坂一也君） 22番阿部委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。ありがとうございます。 

 １件目の保険証、それからＩＣＴシステムにつきましては了解いたしました。 

 ３点目です。ＨＰＶ検査単独法による検診ですけれども、先生方のご意見をしっかりお聞きした上

で、体制を整えるということになると思います。もちろんそのとおりだというふうに思いますので、

とにかくがんになる原因が分かっておりますので、しっかり意識づけをしていくというところが大変

重要かなというふうに思います。ウイルスに感染しないように、まずワクチンで予防する。そして検

診でがんにかかっていないのか、また、ＨＰＶに感染していないのか、しっかり知っていくというこ

とがすごく大事になってくると思いますので、様々体制を整えるのは大変だと思いますけれども、そ

の辺、またアンテナを高くしていただきながら対応していただければと思いますし、また、胃がん検

診ですけれども、ピロリ菌にかかっているかどうかというところで、今、除菌も保険適用がされるよ

うになりまして、全国的に死亡者数は減少しているようですけれども、岩手県はなかなかそうはなっ

ていないようですので、しっかり検診を行う、そしてそのリスクも当事者に知らせていくということ

も大事かなと思います。もう一度お伺いして終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） お答えいたします。 

 子宮頸がんの検診につきましては、検診の方法としては今後も情報収集しますし、それから先生方

のご意見もお聞きしながら検討していくということになります。そのほかに、知識、普及啓発という

点においては、検診とは別に今後も図ってまいりたいと思います。 

 同じく胃がん検診につきましても、検診の方法としては、ちょっとまだすぐ検討するという段階に

はないのですが、ピロリ菌については明確に言われている点もございますので、その部分については

住民への周知をしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 13番小野寺満委員。 

○13番（小野寺 満君） 13番小野寺満です。 

 主要施策の46ページ、少年センター管理運営経費から２点、あとそれから主要施策の183ページ、

特定健康診査から１点質問いたします。 

 最初に、46ページ、少年センター管理運営経費から２点ですけれども、少年センター管理運営事業、

定期街頭補導活動、103日、声がけ人数、1,431名とありますけれども、実人数は何名なのか。それか

ら、補導で回っている街頭エリアというか、活動エリアはどの辺を回られているのか、お話しできる

範囲でお願いしたいと思います。 

 それから、２番目の子ども・若者育成支援事業ですけれども、ほっと・ひろば、延べ127人参加と

いうことですけれども、実人数は何名ほどだったのか、お願いいたします。 

 それから、主要施策の183ページ、特定健康診査等事業経費でありますけれども、１の特定健診受

診者数、8,707名とありますけれども、ちょっと調べたところによりますと、前年度は9,191人だった

ようですが、そうしますと484人、昨年は少なかったということですけれども、その原因について説

明をお願いいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤こども家庭課長。 
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○こども家庭課長（佐藤憲寿君） 私からは、１点目の少年センター管理運営経費につきましてお答

えいたします。 

 まず最初に、少年センターの活動の部分になります。巡回しますエリアとしましては、市内繁華街

ということで、ゲームセンター、ゲームコーナーとかがあるところや、カラオケボックスみたいなと

ころについて、少年補導員、48名委嘱しておりますが、この48名につきましては、市内の小中学校、

高校の先生とか、あと民生児童委員とか、保護司とか、そういった方々に協力をお願いしていますけ

れども、そういった方々と、あと専任の補導員が会計年度でおりますので、そういったメンバーで巡

回しております。 

 実人数となりますけれども、実際、一人一人聞き取りしているわけじゃないので、名前とか、住所

とか、学校とか、聞き取りしているわけじゃないですので、そこの部分については把握していないと

いうこととなります。 

 あともう一点のほっと・ひろばのほうの実人数でございますが、大体、昨年度、１年間を通して参

加されている方となると、約８名ぐらいが参加しておりまして、延べ参加として127人となっており

ます。実際、８人おりますけれども、年度後半とかになりましたらば、就職が決まって、こちらのほ

うのほっと・ひろばのほうに参加しなくても、社会のほうに徐々に慣れて、社会人として羽ばたいて

いったという形にもなっておりましたので、令和５年度は149人でしたけれども、令和６年度は127人

ということで、若干少なめという形になっております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） 私のほうからは、特定健診の受診者数が減ったことについて、

お答えしたいと思います。 

 ここの対象者数のところなんですけれども、対象者は国保の加入者で40歳から74歳の方が対象とい

うことになるんですけれども、令和５年度と比較しまして対象数が減になったというところが影響さ

れているかなと思います。令和５年度が１万8,411人であったものが、令和６年度は１万7,534人とい

うふうに対象数が減っておりますので、受診率としてはそれほど変わりはないのですが、受診数とし

ては減っているということになります。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 13番小野寺満委員。 

○13番（小野寺 満君） ありがとうございました。 

 それでは、２点ほど再質問しますけれども、少年センターのほうですけれども、街頭で補導と声が

けをされているということですけれども、交番等に届けなければならなかったようなケースはあった

のかどうか、教えていただきたいと思います。 

 それから、ほっと・ひろばのほうですけれども、実質人数は８名ぐらいということですけれども、

この指導員さんの方と、あと対象者の方には学校とかあると思うんですけれども、その辺の学校との

連携とかは、その辺はどのようになっているかお聞きします。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤こども家庭課長。 

○こども家庭課長（佐藤憲寿君） それではお答えします。 

 まず最初に、少年センターの声がけの部分になりますが、交番とかに通報するような事案はござい
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ませんでした。声がけにつきましては、帰りの時間が遅くならないように早く帰るんだよという形で

声をかけたりとか、あとは雨が降りそうだから早く帰ったほうがいいよとか、そういった形で、周り

の地域の大人が子どもたちをしっかり見ていますよということを分かってもらうためのような声がけ

をしているというような形になっております。 

 あと、ほっと・ひろばの学校の絡みですけれども、利用者の年齢ですが、今８人と申し上げました

けれども、年齢的には20代から40代ぐらいにかけての年齢でございますので、学校に通っている方と

いうのは、昨年度はいなかったというような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 23番中西委員。 

○23番（中西秀俊君） ２件お伺いをいたします。 

 最初は、主要施策の63ページの認定こども園施設整備経費の江刺東こども園に関わってと、２件目

は主要施策の184ページ、先ほども出ましたが、直営診療所の移動診療車に関わってお伺いをしたい

と思います。 

 江刺東こども園の建設に当たっては、本当に遠隔地域における保育環境の整備が目的とされました。

建設までにいろいろ紆余曲折があった中で、建設にこぎ着け、当初は前期計画、後期計画の計画段階

からお話がある状況で、例えば整備の見直しや調整は行われたのか、さらには計画策定時から現在ま

での経緯について、もしお話しできれば伺いたいと思います。決算額は４億6,300万円でありますが、

その辺の財源についてもお伺いします。 

 ２つ目に、開園後の利用状況についてですが、現在の在園数と定員に対する充足率はどの程度なの

かお聞かせください。また、もし年齢別の傾向が分かれば、それも伺いたいと思います。 

 そして、通園範囲や、家庭の事情により通園が難しいご家庭、基本的にはその家庭で送迎をすると

思うのですが、送迎しやすい、通園しやすい工夫など、何か対策を講じているのか、お伺いをさせて

ください。 

 さらに、今後になるわけですが、子どもの減少に対する認識とその見通しになるわけですが、施設

の今後の安定運営に向けて、どのような視点で就園促進や地域への周知、家庭への働きかけを行って

いるのか、伺わせてください。 

 ２件目ですが、先ほどモバイルクリニック、衣川のお話から移動診療車の話まで出たわけですけれ

ども、本当に平成の時代まで梁川診療所を活用して中島先生が診療されていて、梁川診療所、広瀬診

療所、米里診療所、伊手の江寿園と、多くの施設を見ていたというのが現状でありました。お亡くな

りになって、その梁川診療所を使って、水沢病院から先生が上がっていただいたり、さらには水沢病

院では来られないということで、まごころ病院、衣川診療所、前沢診療所からもお医者さんが上がっ

たという経過がございます。今は奥州病院の先生に足を運んでいただいて、本当に切れ目なく今日ま

で対応してきたのが現実であります。 

 そんな中で、本当に江刺の中山間地域における直営診療所の施設維持管理及び移動診療車の運行に

ついて、６年度においては1,284万円に対して、決算額が487万円の増になっておりますが、その要因

は何か、具体的なご説明をお願いしたいと思います。 

 ２つ目に、患者が減少傾向にある地域については、どのような要因が考えられるのか、また、対策

としてどのように取り組まれているのか、お聞かせください。 
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 そして、移動診療車の利用者数に増加傾向の地域と減少傾向の地域があるような気がします。それ

ぞれの地域の具体的な傾向と背景をどのように分析されているのかもお聞かせいただければと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 菊池保育こども園課長。 

○保育こども園課長（菊池利和子君） 江刺東こども園についてのご質問、大変多くいただいたので、

答弁漏れがあるかと思うのですが、お答えしたいと思います。 

 まず、整備の経緯ですけれども、いろいろ途中の経過はあったのですけれども、まず江刺東地区に

認定こども園の整備を計画するというところで、まず令和６年４月の開園に向け、当初進めてまいり

ました。そちらについては、保育施設の再編準備委員会を中心に、場所ですとか規模とかの検討をし

てまいりました。それで、建設場所などが決まりまして、進めてきたわけですけれども、途中から工

事のほうのところ、担当部署と設計の部署のほうといろいろ協議してまいりまして、令和６年10月、

年度当初ですけれども、そちらのほうへの園舎の建設のほう、変更といいますか、ちょっと遅れてと

いうところになりました。 

 ６年度ですけれども、新築の園舎の工事を進めてきたわけですけれども、委員がおっしゃるとおり、

当初10月の園舎を使用し始めるというところを目指してきたわけですけれども、供用開始前のＴＶＯ

Ｃの測定の関係で、本当に皆様にはご心配をおかけしたところでしたけれども、そちらについて基準

値、検査の暫定目標値のところがクリアできなかったというところで、10月からの使用開始について

も延期させていただいたところです。再測定で暫定目標値以下となったことを確認して、11月11日に

供用を開始しまして、おかげさまで今、お子さんたち、園のほうで元気に生活していただいておりま

す。 

 工事のほうはまだ続いておりまして、６年度中には旧玉里保育所の園舎の解体工事も進めまして、

年度を越えまして７年度になりましたけれども、園舎解体のほうも完了しまして、今は駐車場や構内

通路の整備を行う外構工事のほうをまだ進めているところです。 

 在園数のところですけれども、定員の充足率のところですが、４月１日現在では30人の在籍となっ

てございます。これは２・３号認定、保育の必要なお子さん方というところでの在園児となります。

内訳としましては、１歳児が４人、２歳児３人、３歳児５人、４歳児９人、５歳児９人というところ

です。 

 それから、通園範囲ですけれども、ちょっとこちらについては、正確なところの範囲の資料は持ち

合わせておりませんけれども、主に当初、江刺東こども園の整備をする際に見込んでおりました江刺

東地区からのお子さんの登園のほうがほとんどだと思ってございます。 

 それから、送迎しやすい工夫についてですけれども、こちらについては特に何か、保護者さんの送

迎しやすい工夫というところでは、特に特別なところはしてございません。 

 それから、建築に係る財源ですけれども、交付金と過疎債を活用していまして、就学前教育・保育

施設整備交付金というものを活用して整備してございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） 直営診療所の部分で２点ほど質問を頂戴いたしました。 
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 まず、１つ目の主要施策の部分で、本年度と前年度の決算額の比較で大きく増となっていると、こ

ういった部分についてでございます。 

 ここにつきましては、令和６年度中に、先ほどもちょっとモバイルクリニックのところでもお話を

申し上げましたが、江刺地域でそれを運行できないかということの試行運用、こちらを行うための運

用支援の委託料ということで、およそ300万円ぐらい増となっておりますし、また、移動診療車の保

険資格を確認するためのマイナ保険の確認する機材ということで、それらを対応するために100万円

ちょっとぐらい、あと会計年度任用職員の給与費ということで、これらが増要因ということで、今回

増えているといった部分でございます。 

 また、患者さん方の減少の傾向と対策、そういった部分でございます。 

 令和６年度につきましては、およそ260名の患者さん、そして前年度は235名ということで、若干ち

ょっと数名下がりましたけれども、大体、昨年度と同程度、コロナ前と同じぐらいに戻ってきている

のかなといった状況でございます。過去３年で見ますと、令和３年度、コロナの影響があったんです

けれども、198名、令和４年度が188名、そして５年度が235名と、６年度は230名ということで、令和

６年度につきましては60日開設しまして、１日平均3.8人といった患者さんの状況といったことでご

ざいます。 

 恐らく、中山間地域ということですので、人口的には高齢化などによる自然減ということはありま

して、患者さんのほうにも影響が出るのかなという部分もございます。また、令和５年度中に運行の

部分で、患者さんがゼロということがないように、少し回数等の組み直し、調整をいたしまして、現

状におきましては、患者さんが来ないということが極力ないように運行のほうの見直しを行っている

といった状況でございます。 

 今後、高齢者さんの免許の返納とか、そういった社会情勢の変化も出てくると思いますし、移動診

療車も起債を入れて運用しておりますので、まずはその償還期間内はきちんと運用していきたいとい

うふうに思っております。 

 また、患者さん方につきましても、利用については満足されているというような状況もお伺いして

おりますので、委託先である奥州病院さんとの調整も含めて、まず現状を維持しながら運用してまい

りたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） 江刺東こども園の関係で１点、答弁漏れがありましたので、私の

ほうから答弁させていただきます。 

 就園促進の地域に対しての取組を何かしているのかという話でした。 

 市としては、ちょっと直接はやっていないんですけれども、市というか、保育こども園課としては

やっていないんですけれども、園のほうで地区センターを介して、妊婦さん、産婦さんのほうへのお

声がけをしていただいているとか、あとは去年、甚句祭りの際に、横断幕で園児募集とやっていいか

と言われたんですけれども、ちょっとさすがにそこまではということで止めた経緯がありますけれど

も、いずれそういった、園のほうで一生懸命活動していただいておる状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 23番中西委員。 
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○23番（中西秀俊君） 通告もないままの質問で本当に申し訳ないなと思いますが、今、部長からも

答弁いただいた部分があります。こども園は本当に遠隔地、遠い地域にとっては、保育環境の整備と

いう点で、大変意義ある取組だなと、保護者の不安解消であったり、地域の子育て支援体制の確保に

つながる重要な事業であると私は強く評価をしております。 

 ぜひ、先ほども言いましたけれども、子どもの減少が加速する中で、計画当初とは異なる人口動態

が顕著化している中で、今後は保育の量の確保から質の確保、地域連携へと重点を移す必要があるの

ではないかなと個人的には思います。ぜひ地域振興会なり、自治会なり、民生委員なりとも協力し合

いながら、保護者、地域、行政が一体となった協力体制が不可欠だと思うことから、もし所見があれ

ばお伺いをしたいと思います。 

 そして、移動診療車についても、中山間地域においては本当に極めて重要な施策でありますし、高

齢化が進行する中で、その意義は今後さらに高まっていくとも考えられます。今回の決算では費用の

増加が見られたものの、その背景には必要な運用や施設管理があると理解をいたします。 

 インフルエンザの予防接種の時期になると混むという状況も見られます。そういった部分も加味し

ながら、住民への周知と利用促進においては、地域の振興会、民生委員、自治会などとの連携が鍵と

なると私思いますので、実効性のある地域医療体制を築くために、今後も丁寧な、効果的な取組を期

待することから、所見を伺って終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） それでは、私のほうで答弁させていただきます。 

 こども園は、これから人口が減少している中にありまして、なかなか難しい状況が続いていくのか

なというふうに思っております。江刺東については、玉里保育所時代から農業と連携した地域の取組

というのを一生懸命やっていただいておりますし、そういった地域とのつながりというのはすごく深

い縁だと思っておりますので、今後も地域の皆さんときちっと連携した取組ができるように、いずれ

園と私どものほうでも連携してまいりたいと思っております。 

 あとは移動診療車ですけれども、こちらもなかなか、人が減っている中での利用というのがすごく

厳しい状況にはなってきております。ただ、逆に言えば、これからますますまちに向かって車を使っ

て行くのが困難な人たちも出てくるんじゃないかなというふうに思っております。そういった意味で

は、今は過疎債で買ったバスを使っているんですけれども、できればモバイルクリニックの移動診療

車も使いながら、ご自宅まで行けるような形も将来的には整えていって、何とか地域の方々にもっと

使いやすいようにしていきたいと思っております 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ではここで、２時25分まで休憩をいたします。 

午後２時10分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後２時25分 再開 

○委員長（飯坂一也君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、健康こども部門の質疑を行います。 

 ３番菅野委員。 

○３番（菅野 至君） ３番菅野至です。 
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 先ほどの質問の中で、東こども園についての関連で質問いたします。 

 先ほどもありましたけれども、この東こども園、やはり江刺東部地区というところにおきまして、

重要な施設であると私も思うところでございますし、地域の方々も思っているところでございます。

そういったところで質問するわけですけれども、昨年11月から供用開始ということで始まっているわ

けですが、そういった中で、これまでのところで、どういったいいところと言ったらいいんですか、

そういったところがあったかというところと、あとは課題等、何か発生したりしている部分があった

とすれば、その点についてお伺いしたいと思います。 

 あとは残工事、隣の駐車場等の舗装工事等々、残っているかと思いますが、それが、たしか私の記

憶であれば、年度内には完了すると伺っていたかと思いますが、その辺のことについても詳細にお聞

きできればと思います。以上、２点についてお伺いします。 

○委員長（飯坂一也君） 菊池保育こども園課長。 

○保育こども園課長（菊池利和子君） 江刺東こども園の建設につきましての課題と残工事について

というところのご質問だったと思います。 

 課題というところですけれども、建物のところという部分についてですが、やはり使用を開始しま

して、使っていく間に、新しい建物ですと大体あると思うんですけれども、不具合とかがあった場合

には、即対応すべきものについては対応し、あとは建物ですので経年検査というものも控えてござい

ます。不具合については記録をし、早期に対応するものはして、そのほかについては今後予定されて

おります経年検査のほうで対応することとしてございます。 

 それから、開園して、新しい園舎に移って、子どもたちが生活するという上でのよさですとか、開

園してどうかというところなんですけれども、もちろん地元の方をご家族にお持ちの方などについて

は、ずっと慣れ親しんだ園舎というところから変わったというところでの思いはあるかもしれないん

ですけれども、移る前から新しい園舎への期待は大きかったと思いますし、今、開園式のことを思い

起こしますと、新しい園の歌ですとか、新しいマークなども作りまして、子どもたちに園の歌を、振

りつけなどもつけて聞かせていただいたときなどは、本当にこれからこの園舎がお子さん方の思い出

に残る、就学前に刻まれるような思い出になるような園舎へと移る年だったんじゃないかなと思って

おります。 

 それから、やはり設備などもですけれども、新しい、やっぱり使いやすい、勤務する職員にとって

も働きやすい環境が整ったのかなと思ってございます。子どもたちは本当に元気に園舎でお過ごしい

ただいていますし、施設整備のところにつきましては、視察なども一つ受けていたりして、非常にこ

れから園舎を建てる他の自治体の方にも参考になるような園だったのかなと思ってございます。これ

からも本当に先生方と協力して、新しい園舎を大切に、お子さんの教育・保育に本当に寄与できるよ

うな園となるように、当課としても今後も対応してまいりたいと思ってございます。 

 それから、残工事のところでしたけれども、特に今は駐車場とか域内の通路などを整備していると

ころなんですけれども、やはり園を使いながらの工事となりますので、まず工事が始まる前には、注

意というところで皆様にお知らせなどをしております。 

 そして具体的には、今はトレセン側の駐車場を使っているわけなんですけれども、そのトレーニン

グセンター側から構内通路にかけてはバリケードを設置して、まず施工区域を区切ってございます。

そして、園舎の東と西から入れるようになっているんですが、西側からはまず車両は通行止めしてご



－40－ 

ざいます。そして歩行者が通れる通路をこども園までの間に確保して、工事を進めているところでご

ざいます。工事は順調に進んでおりまして、一応、工期は11月中旬となってございまして、年内には

完了という見込みでございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ３番菅野委員。 

○３番（菅野 至君） ありがとうございます。 

 これまでのところというところで言えば、課題もあるということで、課題に関してはしっかりと対

応していただいて、子どもたちが安全に過ごせるように、しっかり対応してもらえればと思いますし、

あとはよかった点といえば、私も開園式に行ったわけですけれども、やっぱり歌を歌いながら、振り

つけをしながら歌っている子どもたちを見ると、すごくやっぱり子どもは地元の宝だなと思うところ

でございますし、あとは職員からすれば働きやすいところとか、あとはほかの例にもなる施設になり

ましたということで、そういったところを聞けてよかったなと思います。 

 あとは残工事に関して、今、安全の部分に関しても説明を受けたわけですけれども、11月中旬に向

けて、しっかりと安全対策した上で、事故なく経過してもらえればというところもですし、あとはや

はりあそこの駐車場、地元の住民からも、やはり早く供用開始してほしいという願いがあるわけです

ので、そういったところも加味していただきながら、安全に工事をしていただければと思います。所

見を伺って終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） それでは、私のほうで答弁させていただきます。 

 江刺東こども園につきましては、進捗上、地元のあそこは体育館がございますので、そのトレセン

の利用に影響があるケースだとか、あるいは送り迎えのほうに影響があるケースというのが出てくる

かと思いますので、いずれ地元とか保護者の方々としっかり相談しながら進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 17番千葉敦です。大きく２点について伺います。 

 １点目は、主要施策の50ページ、それから56ページから58ページのいずれも保育所に関連すること

で、50ページの保育所運営経費、そして56から58ページの保育所保育事業経費についてですが、それ

からもう一つは、国民健康保険の特別会計全般についてということで伺います。 

 まず、保育所に関連してですが、令和７年３月31日、つまり６年度末での保育所の待機児童数は幾

らであったか教えていただきたいと思います。 

 国保につきましては、これも３月31日現在ですけれども、短期被保険者証発行者数と国保資格証発

行者の数を教えていただきたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 菊池保育こども園課長。 

○保育こども園課長（菊池利和子君） 令和７年３月31日の待機児童の数でございますけれども、待

機児童は13名ございました。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 本城保険年金課長。 

○保険年金課長（本城久美子君） お答えいたします。 
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 資格証、短期証についての状況についてご質問をいただきました。 

 令和６年度末時点での資格証の交付世帯は５世帯でございます。令和６年12月２日以降は、被保険

者証の廃止に伴い、有効期限が短い短期証は廃止となってございます。 

 また、これまでの資格証の交付に代えて、マイナ保険証をお持ちでない方には特別療養費の対象者

である旨を記載した資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には特別療養費の対象者である旨を記

載した資格情報のお知らせを交付する取扱いとなってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 保育所の年度末の待機者が13名ということですが、さらに、いわゆる個人的

な理由で待機している待機児童もあると思いますので、それらの解消のためには、やはり保育士の確

保が、それぞれの園で保育士不足というのはまだまだあるのではないかなと思いますが、そういった

意味で、58ページにあります、５番の保育士・保育人材確保対策事業があると思うんですけれども、

これをさらに充実させていかないと、保育士の確保ができないと、本当の個人的な理由、私的待機児

童も含めた待機児童数がゼロにならないと思うんですけれども、その辺、私的理由の待機児童数と併

せてお願いいたします。 

 それから、国保については、短期証は廃止ということであれば、私も資格確認書を頂いている立場

ですけれども、同じように短期保険証だった人には資格確認書なのかということ、それから特別療養

費と言われましたけれども、これはその５世帯の家庭に対して発行したということですけれども、医

療機関等にも、これは情報はいっているんでしょうか。 

○委員長（飯坂一也君） 菊池保育こども園課長。 

○保育こども園課長（菊池利和子君） まず、委員からご質問のありました私的な待機の人数のとこ

ろでございます。 

 こちらも令和７年３月１日、最後の月の入所のところでの数になりますけれども、こちらは40名ご

ざいました。 

 それで、いずれ待機のところですけれども、それを解消するには保育士の確保が必要ではないかと

いうところですけれども、私どもの６年度からの事業ですけれども、主要施策のほうにも記載してご

ざいますが、６年度からは保育士確保の事業としまして、保育補助者の雇上強化事業補助、それから

保育体制強化事業補助というところに取り組みました。こちらは、保育士の業務負担を軽減して、保

育士の離職防止を図るなどを目的とする、それから保育士の業務負担の軽減を図り、こちらも離職防

止を図る、保育士の確保に寄与する事業となってございます。 

 それから７年度、今年度からの事業になるわけですけれども、保育士の就労に対して奨励金を出す

事業というところで７年度から取り組んでおるんですけれども、こちらについては６年度中に養成校

等へこの奨励金の制度をお知らせするなどして、奥州市の施設への就労を支援するというところに取

り組みました。 

 こちらについては施設のほうから、普段募集しても応募がないんだけれども、応募があった。それ

から、この制度を利用して新しく就労し始めた保育士の先生方からは、ホームページでこの補助金を

知って、奥州市の保育園に勤務することを選びましたなどという声なども寄せられてございます。 

 ただ、私的待機のほうに戻りますと、保育士確保を園のほうでも、あと私どものほうでも事業の支
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援などをしてございますけれども、やはり一部発生してしまっているというところがございます。私

的待機ですと、どうしてもここに入りたいというようなところですとか、１つの園だけのご希望だっ

たりするわけですけれども、ご希望を聞きました後にも改めて、一旦は園に入れなくても、その後も

ご意向を聞きまして、それで、その申請の後にもまた引き続き入所調整は進めてまいります。 

 なかなか入所希望先が既に利用定員を超過してしまっているような場合は、やはり解消はちょっと

難しい状況になるのかなと思いますけれども、施設の職員体制が一時的にちょっと整わないなんてい

うときには、職員体制が整った際には解消ということもあります。今後も可能な限り、希望に沿った

入園になるように、入園希望先とも情報共有しながら、入所調整の業務は進めてまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 本城保険年金課長。 

○保険年金課長（本城久美子君） お答えいたします。 

 短期証が３月31日時点で、12月２日をもって廃止となってございます。廃止となりまして、今まで

短期証が交付されていた方には、通常の有効期限の資格確認書が交付されているのかというご質問で

あったかと思いますけれども、委員のおっしゃるとおりでございます。 

 短い期間で設定されておりました短期証が廃止されておりますので、通常の有効期限で、マイナ保

険証をお持ちでいない方には資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には通常の有効期限が設定さ

れておりますので、マイナ保険証で医療機関にかかっていただくようになってございます。 

 それから、資格証、５世帯に発行していたものでございますけれども、資格証のほうの経過措置で、

有効期限が令和７年７月31日で終了しておりますので、その方には先ほど申し上げました特別療養費

の対象者である旨を記載しました資格確認書、または資格情報のお知らせを交付しております。 

 医療機関のほうに情報がいっているのかという内容でご質問をいただいておりましたが、マイナ保

険証で受付をしていただきますと、特別療養費の対象者である旨が表示となり、一度窓口では10割で

ご負担をいただき、その後、その領収書とともに市の窓口で特別療養費の支給申請をしていただくこ

とによって、負担した医療費のうち、保険者負担分を償還払いによりお支払いする形となってござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 保育の関連ですけれども、人材確保対策事業の中で、いわゆる奨学金の返済

の支援ということをやっているわけですけれども、例えば地域の高校等にもこういった奨学金の、保

育の関連に進学した後で、奥州市にはこういう制度があるんだということを周知するということは人

材確保につながるのではないかなと思いますが、その点をちょっと確認したいと思います。保育につ

いて以上１つです。 

○委員長（飯坂一也君） 菊池保育こども園課長。 

○保育こども園課長（菊池利和子君） 今委員からお話しのありました奨学金の返済支援につきまし

てですけれども、こちらにつきましては、令和３年４月１日の新規雇用者までが交付対象となる期限

付きの制度でしたので、令和６年度をもって交付対象者なしというところになってございます。 

 ただ、こちらのほうは奨学金の返済という、奨学金をそもそも借りていなければ対象にならない部
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分の補助、支援になりますので、これを見直しまして、先ほどお話し申し上げました、７年度からは

奨学金を借りている保育士の方だけでなく、保育士として私どものほうの事業に該当する方、奨学金

を借りているという条件がなくても対象を広げた事業を７年度から行うこととしてございました。 

 これについては、委員がおっしゃったように、周知の幅を広げるというところで、今は養成校です

とか、あとはホームページなどやっているんですけれども、一つのさらに広げられる、制度を周知で

きる方法かなと思いますので、研究してみたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 27番今野委員。 

○27番（今野裕文君） 27番今野です。17番の質問に関連してちょっと確認したいことがありまして、

お尋ねをいたします。 

 待機児童13名のほう、これは令和７年度からはもう出ない状況になるのかというのをお尋ねしたい

んですが、私的待機についてはいろいろあるんだと思うんですけれども、一昨年の数字から比べれば

少ないので、いずれ子どもさんが生まれて職場復帰するときに待機にはならないという状況になるの

かというのをお尋ねします。 

 それから、保険証なんですけれども、私よく分からないからお尋ねするんですが、マイナンバーカ

ードの健康保険証登録率というのが、奥州市は去年の時点で６割とかになっているようですけれども、

この方々には期限が切れても行かないということになるんだと思うんですけれども、そのカードの中

に入っている有効期限というのはいつになっているのかというのは分かるんですか。マイナンバーカ

ードの有効期限と保険証との期限の関係がよく分からないので、説明もできないので、説明をいただ

きたいなと思います。 

 それから、マイナンバーカードの期限切れというのが、令和７年度に奥州市の方で２万枚ぐらいが

有効期限が切れるというふうにされているようですけれども、去年頂いた保険証は、報道によります

と、今年いっぱい使えるみたいな報道になっているようですけれども、そこら辺も含めて、決算にな

じまないんでしょうけれども、大きな問題だなと思いますので説明をいただきたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 菊池保育こども園課長。 

○保育こども園課長（菊池利和子君） 今年度の待機児童についてですけれども、今年度はもう待機

は出ないような見込みなのかというところでしたけれども、やはり数字で見ますと、だんだん待機の

数も減ってきておりますし、例えば年度初めにゼロでも年度の終わりにかけて増えてくるという傾向

があったんですけれども、待機が発生する時期も次第に遅れてというか、後ろのほうの時期、去年で

すと12月なんですけれども、そのようになってきてございます。 

 ただ、絶対ゼロかというところになりますと、やはりそこは、そうならないように進めてまいりた

いとは思いますが、希望施設先ですとか、保護者さんのお話を聞くですとか、そういうところの部分

を今までもやってきておりますけれども、さらに何か待機が出ないような取組ができないかというと

ころについては考えてまいりたいと思います。 

 入所調整につきましてもきめ細やかにやってございますし、そちらについては、年度末に発生しな

いように工夫というか、考えてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 本城保険年金課長。 
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○保険年金課長（本城久美子君） お答えいたします。 

 マイナンバーカードの期限についてのご質問の部分からお答えいたします。 

 マイナンバーカードには、カード自体の有効期限とカードに格納されております電子証明書の有効

期限の２種類がございます。マイナ保険証は電子証明書を用いて運用してございます。電子証明書の

有効期限は発行日から５回目の誕生日までに設定されておりまして、有効期限の３か月前には地方公

共団体情報システム機構から有効期限通知書が送付されるほか、医療機関でマイナ保険証を利用され

る際には更新のアラート表示があるという状況となってございます。 

 それから、保険証の有効期限が令和７年までという部分についてお答えいたします。 

 保険証の新規発行が令和６年12月２日で終了となってございます。経過措置で、保険証の有効期限

までは今までの保険証の使用が可能だという経過措置に基づいて、奥州市の国民健康保険や後期高齢

者の医療保険は、令和７年７月31日まで有効期限が切れていない保険証は使用可能となっておりまし

た。ただ、保険証に有効期限が記入されていない社会保険であるとか共済組合の保険証では、最長で

令和７年12月１日まで保険証が使用可能となっているという状況でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 今野委員、不足の部分があったら、含めて。 

 27番今野委員。 

○27番（今野裕文君） 27番今野です。 

 いや、不足ではないんですけれども、奥州市の場合は、７月31日だか８月31日で切れますよね。そ

の保険証は12月いっぱいまで使えるみたいな報道があるんだけれども、そうでないのですかというこ

とでした。 

 それから、ちょっとさっき忘れましたけれども、資格証の方に資格確認書がいっていると。入院し

なければならないというときには、窓口に来れば、資格証じゃない資格確認書は頂けるんですね。そ

こを確認します。 

○委員長（飯坂一也君） 本城保険年金課長。 

○保険年金課長（本城久美子君） 申し訳ありませんでした。答弁させていただきます。 

 今回のマイナ保険証への移行期において、マイナ保険証や資格確認書を持参しないとか、期限切れ

の保険証を持参するという方の対応のために、令和８年３月末までの期間は有効期限が切れた健康保

険証や資格情報のお知らせのみの提示でも保険診療を受けられる暫定的な取扱いが示されております。

この暫定的な措置によりまして、被保険者の方は期限が切れた保険証でも一度は受診が行えることと

なってございます。 

 資格証を交付している方が医療が必要になった場合でございますけれども、医療を受ける必要があ

って、さらにその医療費の一時払いが困難だというようなお申出をいただいた場合には、被保険者の

方には緊急的に療養費の対象に切り替える通常の資格確認書をお渡しするような対応を取る予定でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 18番 野委員。 

○18番（ 野富男君） 18番 野富男です。 

 主要施策の54ページ、放課後児童健全育成事業経費、69ページの母子保健推進事業経費、併せて産

後ケア事業の３点についてお伺いをいたします。 



－45－ 

 放課後児童健全育成事業委託料と、放課後児童クラブ施設指定管理料、２本あるんですが、ちょっ

と私、初めて気づいたんですが、この事業委託料と指定管理の違いですね、施設の運営内容によって

委託料になるのか、指定管理ということになっているのか、その区分について、ひとつお知らせいた

だきたいと思います。 

 それと現在、放課後児童クラブについては、専用の施設を利用しているお子様と、地区センターを

使っているお子様と、それと小学校の体育館、要は教室とは言えないスペースでクラブ施設として使

っていると思いますが、現在、小学校の体育館等を使って利用している施設数と、今後この体育館を

専用施設として整備する見通しがあるのかどうか、この点についてお伺いをいたします。 

 69ページの母子保健推進事業経費のうちの妊産婦タクシー乗車券給付事業、この内容を見ますと、

435人が交付されておりまして、おでかけ支援タクシーが174人、出産等支援タクシーが108人となっ

ております。これは昨年の出生数に対してどれぐらいの利用率に当たるのか、ひとつお願いをしたい

と思いますし、妊婦の宿泊助成事業として、交付がゼロとなっておりますが、この原因は、なぜゼロ

だったのか。使わなくて済むということなのかしれませんが、何か背景的なものがあると分析してい

るのであれば、その点についてお伺いをします。 

 産後ケア事業の部分で伺いますが、宿泊ケアについては31人、日帰りケア113人、訪問ケアが62人、

利用料助成を受けている方が18件あったようでございますが、この事業についての課題と今後の対応

についてお伺いをいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤こども家庭課長。 

○こども家庭課長（佐藤憲寿君） 私からは、放課後健全育成事業につきまして回答いたします。 

 まず最初に、指定管理委託料と事業委託料の違いというところでございます。 

 指定管理委託料の部分につきましては、市の条例に基づきました施設、13施設ありますけれども、

こちらの施設の部分について、施設の管理と、もう一つ、実際に放課後児童クラブを運営するこの放

課後児童健全育成事業を合わせたものを指定管理料として令和６年度は行っておりますし、それ以外

の施設につきましては、この放課後児童健全育成事業の中で支払いを行っております。 

 ちなみに、令和７年度、今年度からですけれども、そこの部分が分かりにくいということもござい

ましたので、指定管理がちょうど令和７年度から、今年度から切替えの年でしたので、施設管理の部

分だけを指定管理することにしまして、実際に事業を運営する運営費は別立てとして放課後児童健全

育成事業として支払うような形で、令和６年度と７年度はちょっとやり方が違うんですけれども、そ

のような形で事業のほうを区分して行っております。 

 あともう一つ、施設の実施場所のところになります。 

 学校の体育館を使っておりますのは、稲瀬小学校のところは確かに体育館を使っておりますが、そ

れ以外のクラブにつきましては、専用施設だったりとか、地区センターだったり等々、そういった施

設を使っております。学校の体育館は稲瀬小学校区のみとなっております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） では、私からお答えさせていただきます。 

 妊産婦のタクシー助成についてです。交付が435名ということに対しまして、利用されたのは約４

割の方ということで、40％の方にご利用いただいております。この人数が174名ということになりま
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す。 

 それから、宿泊助成の理由、使った方がなかったということにつきましては、事前の医療機関との

調整がうまくいったものと思います。宿泊を利用しなくても、医療機関に速やかに入院するだとかと

いう処置が取られたものと思っております。事前の相談についても、なかったということになります。 

 それから、産後ケア事業についての課題についてです。これまでも待機がありますというお話をさ

せていただいておりました。その年ごとに利用できる枠を拡大するだとかという対応を取ってまいり

ました。枠を拡大するんですが、それでもなお待機が出てきております。枠を拡大したことで利用さ

れる方の利用回数も増えてはいますが、新規で利用されるという方も出ておりまして、多くの皆さん

に使っていただいているものと思っております。 

 今後の対応ということにつきましては、やはり今はちょっと宿泊ケアのところがなかなか対応し切

れていないというのが課題であるかなと思っております。それから、新規で拡大したというところで

は、ホテルを利用した、または温泉を使った日帰りケアというのも拡大したわけなんですが、そちら

のほうの人気がありまして、そちらのほうはむしろ、ちょっとやっぱり待機が出ているという現状が

あります。ですが、全体的に見れば大分枠は拡大してきておるかなと思いますし、利用していただい

ている方の満足というのも得られているかなとは思いますので、足りない部分、宿泊ケアの部分であ

るとか、もっと利用したいという方の声を聞きながら、今後もまた対応していきたいなとは思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 18番 野委員。 

○18番（ 野富男君） まず、放課後児童クラブの施設の部分ですが、今のご答弁ですと、小学校の

体育館を利用しているのは13施設のうち……、じゃないですね、いずれ今、専用施設以外で使ってい

るのは稲瀬小学校に通う子どもさん方ということですか、すみません、そこをちょっと聞き取り方が

違ったかもしれませんので、お願いをします。 

 母子健康推進事業経費の部分で、435人というのは、これは交付対象という数だと捉えております

が、出産数といいますか、６年度はどれぐらいの方々が生まれて、それでこれを利用されているのは

何％に相当するのかなということをもしつかんでおりましたらば、お願いをいたします。 

 それと、産後ケアの部分ですが、枠の拡大というのが、ちょっと意味が分からないんですが、この

枠の拡大というのは、予算枠ということの意味をなさっているんでしょうか。需要があるとすれば、

私は、当地域は産科がない地域ですから、対象になる方々がやはり安心して産める、あるいは出産後、

安心して子育てできる環境をやっぱりよその市町村よりも手厚くすべきだと思うときに、枠というの

がもし拡大できるのであれば拡大して、より多くのお母さん方に、奥州市はいいですねというふうな

サービスを提供していただきたいと思うんですが、その点についてお伺いをいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤こども家庭課長。 

○こども家庭課長（佐藤憲寿君） 私からは放課後児童クラブにつきましてお答えいたします。 

 先ほどの答弁がちょっと不足して、ちょっと分かりにくくて申し訳ございません。放課後児童クラ

ブ条例というものがございまして、その条例には13施設の専用施設について規定しております。それ

以外、今年度で言いますと全体で30施設でこの放課後児童健全育成事業を実施しておりますが、それ

以外の施設につきましては、例えば学校の空き教室を利用して開催したりとか、あとは認定こども園
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の空きスペースを活用して実施したりとかしているところもございます。先ほどの稲瀬地区の部分に

つきましては、指定管理以外の施設として、学校の体育館を活用した形で事業を展開しているという

ものになります。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） 令和６年度の出産数、出生数でしたけれども、429というこ

とになっております。これに転入の方も含めての交付をしておりますので、この数字になっていると

いうことになります。 

 それから、産後ケア事業の枠の拡大ということにつきましては、回数と、それから施設１か所の利

用件数、それからあと施設の数を拡大したということで、枠の拡大というふうな表現をしましたけれ

ども、例えば水沢病院の日帰りケアですと、令和５年度は248回の延べ数でしたが、令和６年度には

304回というふうに回数を増やしていただいているということになります。 

 全体的に見ますと、水沢病院でもそのとおり拡大をしていただいておりますし、ホテル、温泉等に

ついてもそのとおり枠を拡大して、利用人数を増やしているということでの枠の拡大という表現をい

たしました。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 18番 野委員。 

○18番（ 野富男君） それでは、放課後児童クラブの稲瀬の体育館利用の部分、ご承知だと思うん

ですが、この資料によりますと44人登録と書いておりますけれども、実際には五十何人使われていて、

今年の猛暑はどうだったのか分かりませんが、大変だったということですけれども、全体の児童が１

つの教室で、例えば勉強するといいますか、復習学習する、あるいはおやつを一緒に食べるというス

ペースはないんですね。なので、今までも地元から要求はあったと思うんですけれども、ぜひ、一戸

建ての専用施設を求めるわけではないんですけれども、現在の子どもたちが１人スペースが畳１枚分

とかと言っていますから、要は44畳分になるんですけれども、その部分の近い保育スペースというん

ですか、そういうのをぜひ確保できるように、ぜひ前向きに整備をしていただきたいと思いますので、

その点について、その整備についてお伺いをいたします。 

 最後の産後ケアの部分です。よく何か月待機という言葉をよく聞きます。何でそれが起きるのかな

と。市民の健康と福祉を守るといって水沢病院さんが頑張っているのは分かります。なぜ水沢病院は

もっと窓口を広げられないんですか、拡大できないんですかというのが素朴な疑問なんです。 

 それと当然、ホテルについてもそうだと。ただ、民間さんの場合は、民間さんのそれぞれの事情が

あると思いますから、やっぱり公立の施設が５つもあるわけですね。そして、病床稼働率もそのとお

りなんですから、やはりその辺は拡大の中で公立病院がきちんとその役割を担うということで取り組

んでいただきたいと思うんですが、その辺の課題は何かあるんでしょうかというのを聞いて終わりま

す。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤こども家庭課長。 

○こども家庭課長（佐藤憲寿君） 放課後児童クラブにつきましてお答えいたします。 

 稲瀬の放課後児童クラブでございますが、今年度は52名が利用しているというような状況で、昨年

度よりも増えているというような現状でございます。特にこの夏、非常に暑かったというわけでござ
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いますけれども、体育館の専用の部屋のほうにもエアコンはありますが、スペース的に狭いというこ

ともございました。学校さんのほうから協力を得まして、この夏休み期間中は学校の校舎の一部、エ

アコンのある部屋をお借りして、そちらのほうでも預かりといいますか、児童クラブのほうをやらせ

ていただいたという経緯もございます。 

 そういったこともございますので、今後、施設の移転という話は、ちょっと今、現時点で何も検討

している部分はございませんけれども、運営している団体のほうと協議しながら、どういう運営の仕

方がいいのかというのを今後協議してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） では、産後ケア事業についてのご質問をいただきました。 

 水沢病院をもっと広げられないのかというお話がございました。専門職で対応するということにな

っておりまして、私どもでは助産師を確保して、この産後ケア事業を進めております。この人材の確

保も課題であるとは思っておりますが、今確保している助産師の枠の中では、ここが最大限というこ

とになります。それを公立病院、ほかの病院では対応できないのかというのも、そのとおり助産師が

対応するものでありますし、水沢病院にはそれ専用の病室というか、お部屋をつくってございますの

で、そこで対応しているということになります。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） １番佐藤美雪委員。 

○１番（佐藤美雪君） １番佐藤美雪です。 

 今話題になりました件に関連する部分が２件と、あと２件、計４件お伺いいたします。全部、主要

施策からです。 

 まず今の54ページ、55ページの放課後児童健全育成事業経費について、ちょっとこれは今お話もあ

りましたので、確認の意味で聞かせていただきますけれども、まさにトイレの洋式化だったり、エア

コン設置、施設修繕について、どのぐらい予算要求があったのかなとお伺いしたかったところなんで

すが、今、令和７年度から施設管理については指定管理という形で進めるという答弁があったんです

けれども、それは31か所全てなのかについて伺います。 

 次に、70ページの産後ケアについて、これは本当に助産師さんがいなければできない事業でありま

すので、産後のお母さんたちにとっては、本当にありがたい制度、事業であります。なので、本当に

待機状況がすごくあるわけなんですけれども、その待機を解消していくために枠を拡大していらっし

ゃる努力も感じます。 

 ただ、一番産後ケアが必要な時期というのは、やはり産後すぐの時期のお母さんたちが、やはり不

安の中で育児を始めるという状況がありますので、産後すぐのお母さんたちに何とか、また待機する

時間がないようにサービスが受けられるようにしていかなければいけないと思うんですが、その仕組

みづくりという部分で何かお考えがあるか、対応状況があればお伺いしたいと思います。 

 ３点目、32ページ、女性支援事業についてです。こちらに相談の内容が書かれているわけなんです

が、性暴力やＤＶ被害も本当に大変な問題でありますけれども、そこに関する相談はどのぐらいある

のか。また、全国的に子どもへの性暴力も増加していますけれども、これはなかなか目に見えない、

声が上げられないという問題もありますけれども、この相談の中に、大人を介してでもいいんですけ
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れども、そういう相談があるかどうか、お伺いをいたします。 

 ４点目、49ページ、子どもの権利推進事業経費についてです。おうしゅうこどもポータルがスター

トして、そこで子どもから家庭相談員に直接つながるメッセージを発信できるようになったと主要施

策の中にも書いてありますけれども、これは本当によい取組だなと感じておりますけれども、実績は

あったのかどうか、お伺いをいたします。 

 もう一点は、第３次奥州市こどもの権利に関する推進計画が策定されました。この策定に当たって、

学校のＩＣＴ端末でアンケート調査を行ったということでありますけれども、紙媒体も含めて、子ど

も64.02％、大人は34.79％という、そういう調査の率になっているわけですが、その点についてどう

評価されるか、お伺いをいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤こども家庭課長。 

○こども家庭課長（佐藤憲寿君） 私のほうから、かなりの件数がありましたので、こども家庭課に

係る分についてお答えいたします。 

 まず最初に、放課後児童クラブの施設修繕の部分でございます。 

 市のほうで修繕を行いますのは、やはり市の施設という形でありますので、令和６年度は31か所、

今年度であれば30か所となりますが、そのうち市の施設の部分について、市のほうで予算をつけて、

トイレなりエアコンなりの対応となります。 

 飛びまして、次の性暴力、ＤＶ相談の部分の件数になります。配偶者からの暴力ということでＤＶ

相談も受けております。そちらの件数でございますけれども、昨年度は60件となっております。令和

５年度は39件でございましたので、増えているというような状況となっております。 

 子どもの性暴力の部分については、申し訳ございませんが、こちらのほうではちょっと把握してい

ないというような状況でございます。 

 次に、こどもポータルのメッセージの部分になります。こどもポータルのほうを子どもたちのほう

に周知をかけまして、利用されているところでございますけれども、実際にメッセージが届いたとい

う件数はございませんでした。子どものＳＯＳにつきましては、そこ以外のチャンネルを使って発信

をされているという実績は聞いておりましたので、そちらのほうを活用されているのかなと認識して

おります。 

 最後に、こどもの権利の部分のアンケートの回収率の部分になります。これまでは紙のアンケート

で回収しましたので、かなり高い回収率によりまして、アンケートのほうを回収できたわけですけれ

ども、今回からアンケートの実施のほうを、インターネットを通じてアンケートの実施という形にさ

せていただきました。それによりまして、回収の作業のほうは大分効率が上がりまして、非常に職員

のほうも対応が楽だなという実感をしております。ただし、しかしながら、ご指摘のとおり、回収率

は下がっております。 

 他市におきましても、このようなインターネットの回収の場合だと下がるというような傾向がござ

いました。他市が同じだからいいというわけではないですけれども、次にもしこのようなアンケート

を実施する際には、アンケートの回収率のほうも上がるように検討していかなければならないなとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉保健師長。 
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○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） では、私のほうからは産後ケア事業についてお答えさせてい

ただきます。 

 産後すぐの時期の利用のための仕組みづくりということでご質問をいただきました。 

 妊娠中からこの事業については周知をしているところでございます。そして、申請の手続も妊娠中

からもできるとしておりますし、それから、オンラインでの申請というのも取り入れております。そ

れから、水沢病院では、回数は多くないですが、週１回ということで、早期の利用者の枠を設けてい

るというふうなこともございます。 

 それから、なかなか奥州市ではこれだけ拡大しても待機があるということもありまして、里帰り先

でご利用いただいた分については、償還払いという方法も取らせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） １番佐藤美雪委員。 

○１番（佐藤美雪君） ありがとうございます。産後ケアの部分については承知いたしました。 

 そのほかの部分についてですが、放課後児童クラブ、すみません、私が希望的観測で先ほどは答弁

を受け取ってしまいましたが、やはり指定管理ではない児童クラブについての施設修理等の要望、や

っぱりあると思うんですけれども、使えなくなった遊具の撤去であったり、備品の購入、これは委託

料の中で賄っていかなければならないという課題がありまして、なかなか運営が厳しい中で、本当に

やりくりにも限界があるというお話を聞いておりますけれども、やはり子どもたちが安心・安全に過

ごせるような施設管理を、指定管理ではないところに関しても心を配っていただきたい、対応してい

ただきたいと思いますけれども、その点について伺います。 

 女性支援事業についてなんですが、性暴力という部分はちょっと把握されていないということであ

りましたが、例えばそういう相談があったときに、実際に性犯罪、性暴力被害者のためのワンストッ

プ支援センターが県にはあるわけですが、そういう周知をどのように今されているか、状況について

伺いますし、主要施策46ページに母子生活支援施設への入所措置が２世帯あったということです。被

害者を守るための公的シェルターで、安全性のためにスマートフォンを預かるということが条件だっ

たり、それがちょっとハードルになって利用者さんが我慢できずに出ていったりとか、入所を拒絶す

るという話も聞いておりますけれども、やはり被害者を保護していくためにも手だてを立てていかな

ければならないと思いますが、その対応について伺いたいと思います。 

 ４点目の子どもの権利についてです。おうしゅうこどもポータルのこどものメッセージについては、

実績はなかったとのことでありますが、いろいろなツールがあるというのは本当に、子どもたちにと

ってもいろいろな自分の思いを伝えるツールがあるというのは心強いものであります。ですので、活

用しやすいＬＩＮＥ等のＳＮＳ、あとはＡＩなど24時間対応可能な体制整備もこれからは検討も必要

になってくるのではないかと思いますが、その点について伺いますし、最後、アンケート調査を行っ

て、ヤングケアラーの実態も見えてまいりました。質問の捉え方でも、ちょっと回答数が違ったりと

いうこともあったようなんですが、小学生のお子さんたちで少し数字が大きく出ていたということで

ありますが、子育て支援訪問事業等もされておりますけれども、ここにどうつなげていくか、その点

について伺います。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤こども家庭課長。 

○こども家庭課長（佐藤憲寿君） それではお答えいたします。 
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 まず最初に、放課後児童クラブの指定管理していない施設についての修繕の要望ということです。 

 民間の施設のことになりますけれども、昨年度も修繕についてお話があった施設もございました。

また、国の事業も含めまして、定員増につながるような改修の場合ですと、国の補助金があるような

こともございますけれども、なかなかそういったものにつながらないと、特に国等の補助金もないよ

うな状況でございます。 

 なので、市として、まずは市の関係施設、指定管理以外にも市の施設で運営しているところもござ

いますので、そういったところを中心に、子どもたちが安全に過ごせるような形で運営できればなと

いうふうに考えております。 

 次に、性暴力の周知という形で、市のほうのホームページでも一応周知はしております。そういっ

た形で、相談がありましたらば、国の制度も含めまして様々な形で周知できればいいかなと思ってお

ります。 

 また、あとシェルターにおきまして、スマートフォンが使えないというところでございます。ここ

につきましては、受入れ側の施設としまして、そこをルール化しているという形になります。シェル

ターのほうに避難するということは、命の危険が迫っているというところでございますので、そこの

危機感というのを利用者の方には十分に認識していただきたいなと思いますし、ほかの利用者の方も

命の危険を冒しながら避難をしているというような状況でございます。安易なスマートフォンの利用

におきまして、避難している方たちの身元がばれたりとか、居場所がばれるというようなことはあっ

てはいけないことというふうに認識しておりますので、そこの部分についてはご理解いただければな

と考えておりますし、そういったスマホを使えないという形でシェルターをためらうという方も中に

はおります。そういった方につきましては、親族や、知人とか、頼りになる方と相談していただいて、

避難先についても別な形で検討できないのかということで一緒に相談したりしているような状況でご

ざいます。 

 あと、こどもポータルで相談活用しやすいＬＩＮＥを使ってみてはというところでございます。こ

ども家庭庁のホームページにも掲載されておりますが、親子のための相談ＬＩＮＥというものがござ

います。これは親でもいいし、子どもでもいいしということで、ＬＩＮＥを通じて相談するツールが

ございますので、こちらのほうを今後周知していければいいかなというふうに考えております。 

 最後に、アンケートでのヤングケアラーの部分になります。本年度から、こども家庭庁におきまし

て、市町村において支援対象となるヤングケアラーを把握するための調査ということで、定期的に、

少なくとも年１回程度、実施が求められているというような状況でございます。 

 アンケートの実施を検討しているところですが、実施の仕方につきましては現在、教育委員会のほ

うと協議しているところでございましたので、こちらのほうで検討して実施していきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 質問者はあと２名と把握していますが。 

 では、３時50分まで休憩いたします。 

午後３時35分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後３時50分 再開 
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○委員長（飯坂一也君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、健康こども部門の質疑を行います。 

 質問は簡潔にお願いします。しっかり吟味して、よろしくお願いします。 

 15番千葉康弘委員。 

○15番（千葉康弘君） 15番千葉康弘です。３点質問いたします。 

 １点目が主要施策52ページです。生後４か月赤ちゃん全戸訪問について質問いたします。 

 先ほど出生数が429件、また転入者がいらっしゃるということで、その中で239件を家庭訪問された

ということなのでしょうかということを質問させていただきます。残りのお会いできなかった方はど

うなるのかなと、そういう疑問がございます。 

 次に、この訪問事業で改善しなければならないともし思われるようなことがあれば、伺いたいと思

います。 

 次に、助産師さん、保育士さん、奥州市で必要な方はしっかりいらっしゃるか。そんな疑問があり

ますので、お答えいただければと思います。 

 次に、主要施策55ページです。放課後児童クラブですが、こちらの各部屋、職員室を含めて、エア

コンとか暖房機、これは全部整備されているのかについて質問したいと思います。 

 次に、主要施策74ページですが、医師養成奨学資金貸付事業、現在７人の方が利用されているとい

うことですけれども、奨学生の中で今現在、奥州市の医療機関で活躍されている先生方は何人ぐらい

いらっしゃるのか、また、今後帰ってきてほしいなと期待される方は何人ぐらいいらっしゃるのかに

ついて質問したいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤こども家庭課長。 

○こども家庭課長（佐藤憲寿君） それでは、私からは２点お答えいたします。 

 まず最初に、生後４か月赤ちゃん全戸訪問事業についてお答えいたします。 

 この事業ですけれども、会計年度任用職員の助産師さんのほうを子育て支援センターのほうに配置

しまして、この家庭訪問を実施しているところで、実施件数のほうが239件となっております。 

 この会計年度さんが週３日勤務ということもございまして、なかなか全部回り切れないという部分

がございます。不足する部分につきましては、健康増進課の助産師さんや保健師さんのほうに協力を

得ながら実施しておりますので、こちらの健康増進課に回っていただいている件数が191件、別とな

りますけれども、合わせて延べ430件実施しておりますので、基本的には全ての保護者と赤ちゃんの

ほうとお会いできているという状況でございます。 

 あと、助産師が充足しているかというところなんですけれども、今、週３日勤務ということもござ

いまして、会計年度さんで助産師をもうひとり今募集しているところなんですけれども、なかなか今、

人の当てがなくて、助産師じゃなくて保健師がいいのか、看護師がいいのかということで、経験ある

方を今、会計年度さんで募集しているような状況でもございます。 

 あともう一つ、放課後児童クラブのエアコン設置でございます。基本的には子どもたちが過ごす部

屋につきましては、エアコンは全て完備しております。子どもたちが体調不良等で、職員室といいま

すか、事務室のほうに場所を移動して休む場合もありますが、そこの部分につきまして、エアコンが

ついているところ、ついていないところもございます。ついていないところにつきましては、受託先
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の社会福祉協議会さんのほうで準備するということで、今年度そこが整備される予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） 医師養成奨学金の部分について答弁させていただきます。 

 当該制度につきましては、奥州市立の病院や診療所について、医師の業務に従事しようとする者に

対して貸付けを行って、医師確保を図るという部分でございます。 

 現状の活躍の状況というか、今の状況なんですけれども、水沢病院のほうに３名ほど、常勤ないし

は非常勤ということで勤務されているということでございますが、今後どういった状況になってくる

かという部分は、実際の事務は医療局のほうで対応している部分でございますので、そちらのほうで

ということでご理解いただければと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（飯坂一也君） ８番東委員。 

○８番（東 隆司君） ８番東です。２点お伺いいたします。 

 主要施策72ページ、保健センター管理運営経費と、同じく77ページの予防接種事業についてお伺い

をいたします。 

 保健センター管理運営事業経費ですけれども、水沢と江刺の経費が極めて少ないということなんで

すが、利用実態を含めて、この管理の状況についてお伺いいたします。 

 公共施設等総合管理計画の個別計画に、もしかしてこれは間違いなのかもしれませんが、水沢保健

センターの維持のところに、令和19年から解体撤去というのがあるんですが、下の更新維持の具体策

に、令和２年度の解体まで経年劣化等による必要な修繕を最小限実施しますとあるんですが、令和20

年度の間違いなのかなと読んだんですが、ちょっと確認をさせてください。 

 それから、２点目の予防接種でございます。各種予防接種が16種類、それからあとは小児のインフ

ルエンザ等もあって、いろいろな接種をして市民の健康管理に資しているということなんですけれど

も、何件かの接種率が50％未満のものが４つぐらい、小児のインフルエンザを含めると５つぐらい。

特にもこの小児インフルエンザ予防接種費用助成の実施率については、行政評価一覧表のほうでも令

和６年の目標が70％ということに対して、42.1％という実績のようでございます。 

 これらの予防接種がこういった低い率の状況をどう判断しているのかということと、このことによ

って、いろいろな意味で、感染症の蔓延等の不安というか、懸念があるのではないかというふうに思

うところですが、そういったところに対して、接種率を上げる方策なり、どのようにアプローチして

いるのかお伺いをいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） 水沢の保健センターと江刺の保健センターの今の現状と今後の個別

施設計画の関係、ご質問がございました。 

 まず、水沢、江刺、両方ともなんですけれども、経費としては大体、光熱水費であるとか、警備委

託料とか、そういった維持管理の経費にとどまっているといったところでございます。 

 水沢につきましては現状で健診等の会場となっておりますし、不足する本庁の会議室ということで

使われているといったことでございますし、江刺につきましても、やはり健診の会場ということで、

実際使われているといったところでございます。 

 また、個別施設計画上におきましては、ちょっと私のほうの認識としましては、水沢につきまして
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は、令和31年度解体まで必要な修繕をしながら維持していくと、最小限でということでございますし、

江刺につきましても、令和23年、個別施設計画上は建て替えというふうになっておりますけれども、

いずれ最小限の維持管理に努めていくといったことで進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） では、私からは予防接種についてお答えさせていただきます。 

 ここに書いてあります16件の定期の予防接種とありますけれども、12件までが定期の子どもに対す

るＡ類ということでの予防接種になります。ここの中のうちの、例えば３番目の四種混合予防接種で

あるとか、７番目のヒブ感染症予防接種の接種率が低いことにつきましては、２番目の五種混合予防

接種に変更というか変わっていくために、どうしてもこの四種混合であるとか、ヒブ感染症予防接種

であるとかを受けなくてはいけない方だけが受けているということになりますので、この五種混合に

だんだん移行していくというものになります。 

 それから、小児のインフルエンザ予防接種の費用助成につきまして、実施率が42.2ということで低

いのではというお話でございました。ここにつきましては任意の予防接種ということになりますので、

希望された方がということになっております。これに対しての費用助成をしているというものになり

ます。 

 現在のところは、１歳から未就学児ということでの接種費用の助成ということにさせていただいて

おります。これも、小さいお子さんですと２回接種になるわけなんですが、ここを１回目分の1,500

円を助成するという制度になってございます。ここを何とか、県内の他市町村と比較して、ちょっと

低いかなと思っているところですので、何とか年齢の拡大であるとかに検討をしてまいりたいなとい

うところです。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ８番東委員。 

○８番（東 隆司君） 保健センターについては、状況は分かりました。 

 それで、今これから新医療センターの建設がいよいよ始まるといいますか、準備を含めて始まるよ

うでございますけれども、この保健センター５つの在り方、今後の新医療センターとの兼ね合いのと

ころについては、現時点で分かるというか、お話しできる範囲で結構ですので、その兼ね合いの部分

についてお伺いいたします。 

 それから、予防接種でございます。率が単純に低いということではないということが分かりました。 

 ただ、最後の保健師長の話の中で、小児インフルエンザについては伸ばしていきたいというお話で

ございました。昨今の報道では、百日咳であったり、リンゴ病であったりとか、様々な感染症がいろ

いろな事情があって、詳細は私も承知はいたしませんが、大変な猛威を振るっているということも報

道であるわけですけれども、やはりインフルエンザも一たび感染が広がると、お子さんについては本

当に最悪の場合は死に至るというような恐ろしい病気というふうにも思うところでございまして、改

めてですけれども、そういったところを、脅すわけじゃないですけれども、市民の皆様、保護者の皆

さんにご理解をいただきながら、やはり接種率を上げていくということについて、重要な部分と思い

ますので、改めてどうしていくかというところについて、もう一度お伺いして終わりたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 
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○健康増進課長（折笠 正君） ５つある保健センターの今後ということで、新医療センターとの兼

ね合いという部分がございましたが、基本的には個別施設計画が基本になりまして、この中でそれぞ

れ有効に活用していくといったことで、現状細かく具体的に何か決まっているかというと、そういっ

た状況にはございませんというところで、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） 予防接種についてのご質問でした。 

 感染症、様々ありますので、それについてはそのとおり、今どういう状況かというのは市民の皆さ

んに周知をしてまいりたいと思います。また、ワクチンはそのとおりなんですけれども、ワクチンを

打てないとか、打つ希望がないという方ももちろんおりますので、そういった方も含めて、個々の感

染対策についても呼びかけてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ２番宍戸委員。 

○２番（宍戸直美君） ２番宍戸直美です。大きく５点お伺いしたいので、前半３点、後半２点に分

けて質問させていただきます。 

 まず１点目なんですけれども、主要施策の53ページ、子育て支援訪問事業についてお伺いします。 

 この事業は、育児支援が必要な家庭に子育てヘルパーを派遣し、家事、育児の援助を行うものです。

妊産婦さんやヤングケアラーの家庭支援や虐待リスクを未然防止する目的とされていますが、行政評

価を確認しますと、令和６年度の目標値は120件に対し、実績は僅か１件です。市としてこの結果を

どのように評価しているのか、お伺いしたいと思います。 

 ２件目なんですけれども、主要施策の59ページなんですけれども、行政評価の資料は13ページです。

私立の保育所、私立の幼稚園などの一時預かり事業についてお伺いいたします。 

 この事業は、言葉のとおり、一時預かりを目的とした事業ですけれども、行政評価によれば、令和

６年度の利用者数は、保育所で目標が1,629人に対して実績値が620人、幼稚園では目標が４万1,176

人に対して実績値が１万893人と大きく下回っていますが、この評価について、どのような分析をさ

れているのか、お伺いします。 

 あと、関連しての質問になりますけれども、主要施策の69ページの産後ケア事業の妊産婦さんのタ

クシー助成金についてお伺いしたいと思います。 

 こちらも行政評価を見ますと、助成の利用率は、先ほども答弁がございましたけれども、令和６年

度は18％と２年連続で目標値を下回っていますが、この結果について、今、利用者の妊産婦さんから

は、やはりタクシー券としてちょっと使いづらいということで、ガソリン券とタクシー券と両方選べ

るような仕組みになったらいいなという声が多く寄せられていますけれども、その件について、もう

一度お伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤こども家庭課長。 

○こども家庭課長（佐藤憲寿君） 私からは、１点目の子育て支援訪問事業につきましてお答えいた

します。 

 事業制度につきましては、委員さんの説明がありましたとおり、困難を極める家庭のほうに訪問支
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援員、ヘルパーさんを派遣するというような事業でございます。 

 実績件数が昨年度、１件だったという点でございますけれども、この事業につきましては令和６年

度から開始しました国の事業でございまして、県内におきましても、奥州市を含めて５つの自治体で

実施されている事業でございます。他市の状況を見ましても、盛岡市が２桁でしたけれども、それ以

外の自治体のほうは１桁というような実績でございました。 

 奥州市におきましては、困難を極める家庭のほうにヘルパーさんを派遣してということで事業を実

施しているわけですけれども、受入れを拒否する方もいらっしゃったりして、なかなか事業実績が多

く進まないなというような実感を得ております。 

 今回の120件という計画につきましては、過大な計画を立ててしまったなということでございます

ので、そこはちょっと反省したいと思います。ちなみに今年度、今現時点におきましては14件実績が

ございまして、着々と利用されている事業でございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 菊池保育こども園課長。 

○保育こども園課長（菊池利和子君） 私からは、行政評価調書の13ページの一時預かりの事業につ

いてお答えいたします。 

 調書ですと、上から３番目と、それから６番目の一時預かり事業の２種類についてでございますけ

れども、こちらは両方とも少子化というところが実績が少なくなったところに影響しておりますし、

それから、１つずつにつきましては、上の市立保育所一時預かり事業につきましては、こちらの利用

される方なんですけれども、認定こども園とか保育所等に通われていないお子さんというところにな

りますので、やはりだんだん園に通っていないお子さんというのは減ってきている、どちらかに就園

しているという方が増えてきているところの影響があるのかなと思ってございます。 

 それから、下のほうの私立の幼稚園等一時預かり事業のところなんですけれども、こちらにつきま

しては、幼稚園とか認定こども園に在籍される１号認定、幼稚園利用の方、こちらが利用される幼稚

園利用の後の時間等に使われる一時預かりになりますので、こちらも１号認定、幼稚園利用のお子さ

んがやはり減ってきておりますので、その影響で目標値と実績値の間に乖離が生じてございます。 

 ただ、そこは、乖離があっても、一番は使いたい方が使える受入れ先があるというところが大事か

なと思っておりますので、そちらについては、今後も需要が見込まれる分については、施設のほうの

受入れ側のほうの体制等は整備したままで進めてまいりたいと思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） 私のほうからは、事務事業一覧表のほうの奥州市妊産婦タクシー助

成券の交付、こちらの率の部分に関連しまして、18％という実績が目標値を下回っているということ

で、使いづらいのではないかというようなお話、タクシー券とガソリン代等に使える、両方もらえる

仕組みがというようなお話を頂戴しました。 

 実際、昨年、一昨年、５年、６年とパーセンテージ的にちょっと落ちていたのは、やはり雪が少な

かったというようなことも要因としてあるのかなと思いますし、ご家族の同行等で、実際使う機会が

なかった方もおられるのかなとは思うところです。 

 一方で、タクシー券以外にもガソリン代に充てられる部分としまして、別の事業で、妊産婦応援給
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付金という事業がございます。これにつきましては妊婦さん１人当たり５万円、産前３万円と、あと

その後２万円ということで支給できる部分がございます。これは実際にガソリン代等にも充てていた

だける、移動支援にも該当するものでございますので、こちらのほうの制度のほうも併せてご紹介し

ながら、活用いただけるように取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） ２番宍戸委員。 

○２番（宍戸直美君） ありがとうございます。 

 １点目については、周知するのも、対象者を把握するのがやはり難しい事業とは思いますが、やは

りヤングケアラーとか、ちょっと支援が届きにくい子どもへの対応というのは、今後も重要な課題と

思いますので、引き続き支援のほうをお願いしたいと思いますけれども、目標値のほうが、もしかし

たら変更を考えたほうがいいのかなと思ってお伺いしていましたので、その点についてだけお願いい

たします。 

 ２点目については、やはり需要は依然としてあるということなんですけれども、こちらもそうしま

すと、保育士の確保であったりとか、周知に加えて、利用時間や制度設計の柔軟な見直しというもの

が今後必要となってきますが、改善策についてお伺いしたいのと、やはり目標値がずっと少し、年々

変わらない状態で、高いのかなと思いますので、目標値についても見直しをしたほうがよいのではな

いかと思いますので、その点についてだけお伺いしたいと思います。 

 ３点目については、給付金で５万円、妊産婦さんにという制度もあるということなんですけれども、

タクシー券が残ってしまうという感想もいただきますので、その辺ももう一度含めてご検討いただけ

ればと思っております。その点については回答は大丈夫ですので、お願いします。なので、２点目の

回答のみお願いいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 菊池保育こども園課長。 

○保育こども園課長（菊池利和子君） お答えにちょっと不足があったかと思うのですが、需要は依

然あるというところにつきましては、この制度の事業で使っていただける状態になっていると思いま

す。 

 それで、減った理由というのは、ほかの例えば保育園に通い出したとか、そういうところで対応で

きている部分かなと思いますので、この事業そのものの制度設計の見直しというよりは、他の事業で

充足されているというところで、目標値からの乖離かなと捉えてございます。 

 それから、目標値の設定については、数年単位で見込みとして設定している目標というところもご

ざいますので、そことの乖離というところについては、確認してまいります。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ２番宍戸委員。 

○２番（宍戸直美君） ありがとうございます。後半の２点目の質問に移ります。 

 行政評価の16ページの保健対策推進事業についてお伺いいたします。 

 こちらも令和６年度の目標値を見ますと、生活習慣予防教室の開催なんですけれども、150回に対

して実施が47回と、こちらも年々横ばいで、目標達成が困難な状態であるのではないかと思いますの

で、この点についても、市として要因と評価をどのように分析されているのか、お伺いしたいと思い

ます。 
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 ２点目については、主要施策の75ページ、新医療センターの建設準備事業の1,757万1,000円につい

てお伺いしたいと思います。 

 こちら、市民の理解を深めるためにシンポジウムを開催したという事業も含めてありますけれども、

残念ながら、シンポジウムの開催については、市民から厳しいご意見をいただいているのかなと理解

していますけれども、シンポジウムを開催した市の評価について、お伺いしたいと思います。 

 もう一点、新医療センターについて、水沢公園周辺の道路の交通量調査をしたとございますけれど

も、この内容について、まだ市民への周知というものがされていないと思っておりますけれども、こ

の調査の結果についてと、今後、市民への公表についてはいつされるのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） 事務事業一覧表の保健対策推進事業の中の生活習慣病予防教室等の

開催の実績と目標との乖離という部分で答弁させていただきます。 

 こちらの実績数値につきましては、生活習慣病予防教室の回数と、あと食生活改善の活動の回数が

合計された数値という形になっておりますけれども、この目標設定時につきましては、コロナ禍前に、

現状の活動を踏まえて目標設定をしたという経過がございます。 

 その後、コロナによりまして、食生活改善推進協議会さんのほうの会員数も減り、また、会員の高

齢化等もありまして、活動の機会がちょっと減少したという背景も若干あるのかなと思っております。

そういった中で、今、推進協議会の方たちにご協力いただきながら、開催を重ねているといった部分

でございますが、今後も目標に達していない状況ではございますけれども、その目標に近づけるよう

にというか、関係団体とも連携して取り組んでまいりたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 桂田健康こども部参事。 

○医療局経営管理部長兼健康こども部参事（桂田正勝君） 新医療センターについては、私のほうか

ら答弁させていただきます。 

 １つは、シンポジウムのお話でございました。新医療センターに関するシンポジウムということで、

今年２月24日に開催いたしまして、294名のご来場をいただいているという状況です。 

 評価ということでございましたけれども、来場者からアンケート調査を行っておりまして、それで

特にパネルディスカッション、後半で行ったんですけれども、参考にならなかった、あまり参考にな

らなかったという方々が20％いた一方で、参考になった、とても参考になったという方が57％という

ことで、一定程度のやっぱり理解は深まったのかなという評価をしております。 

 ただ、その一方で、アンケートで自由記載でいろいろご意見もいただいておりまして、その際には、

ファシリテーターが公平な立場じゃなかったんじゃないかとか、あとはパネリスト同士のディスカッ

ションがちょっと少なかったとか、時間がやっぱり短かったんじゃないかとか、そういった意見を複

数いただいておりますので、ここは反省すべき点だなと思っておりますので、同様の事業を開催する

際には、ここをしっかり反省点として捉えて、今後に生かしてまいりたいと、修正してまいりたいと

思っております。 

 それから、水沢公園周辺の交通量調査ということでございました。 

 結果の公表という意味では、今年４月の市民説明会の中で、調査の結果、交通量がこの程度増える

というふうに推計されますということで、そこは資料にも載せて公表しているところです。参考まで
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に、南方面から来る方が今363台ある部分が493台に増えるとか、北から来る台数が313台から495台に

増えるとか、この際に概略の設計も行っていますので、概算の整備事業費ということで、案内標識設

置の部分も含めて、出入口を設置すれば1.4億円かかる、あるいはさらに右折レーンを設置すれば全

体としては3.5億円かかるといったような結果については公表しておりました。 

 ただ、具体的にどういう工事をするんですかという、周辺道路をどういうふうに整備するんですか

というところは、今検討している最中で、設計の中でそこは固めていきたいと思っておりますので、

そういう意味では、その部分はまだ公表できておりませんので、そこが決まりましたならば、しかる

べき手段をもって、しっかりそこは市民の方にも公表して、周知してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） ２番宍戸委員。 

○２番（宍戸直美君） １点目の質問については、住民の健康の意識を高めるためにも、今後とも引

き続き事業のほうがうまくいくように、よろしくお願いいたします。 

 ２点目について、ありがとうございます。シンポジウムに関しては、本当に様々なご意見があった

のかとは思いますけれども、やはり市民の皆様の中で不安や疑問の声が寄せられているから、それを

払拭するためにシンポジウムを開催するとおっしゃって、多分シンポジウムを開催されたと思います

ので、何となくそうならなかったのではないかといった市民の声には、今後も、６月の議会で設計予

算が決まって可決されたところではありますけれども、やはり根強く市民の不安やいろいろな声とい

うものはありますので、今後の現場からの声も含めて、今後の計画にどのように反映させていくのか、

もう一度改めてお伺いしたいと思います。 

 あと、公園の調査についてなんですけれども、新医療センターの建設準備室のホームページを見ま

すと、市民説明会の情報であったりとか、今までの経緯が削除されていて、なかなかちょっと、この

何年間、１年、２年にわたって様々なことがあった経緯を残していただきたいと。いつでもアクセス

して、市民説明会が開催された資料であったりとか、こういった調査の内容であったりとかに、経緯

が分からなくなったときにアクセスできるように残していただきたいという声がございますので、そ

の点について、ホームページ等でも周知していただけるように、お願いしたいと思います。この点に

ついてお伺いします。 

○委員長（飯坂一也君） 桂田健康こども部参事。 

○医療局経営管理部長兼健康こども部参事（桂田正勝君） まず、シンポジウムの開催の趣旨という

部分で、疑問の声や不安の声を納得させるためのというよりは、新医療センターに関して、どのよう

な地域医療の現状、課題があるのか、そういったところを、まず共通認識を図らなければ駄目だとい

うことで、そこの市民理解を深めるために開催したという部分でございます。 

 そういった意味では、今こういう課題があるんだなということは、ある程度、市民の方にはご理解

いただけたのかなと。その上で、今年４月に市民説明会を再度、去年の中間案の修正という形で今年

の春、説明させていただきまして、それでもなお、やはり医師確保の部分であるとか、病院の経営の

部分であるとか、そういったところで不安の声、疑問の声というのがまだ多数あるというのは承知し

ております。その部分については、設計作業を今後進めながら、その中で必要な説明をしていくとい

うことにしておりました。 

 今年度もこの秋に、今、企画段階なんですけれども、11月の初めくらいのところで、近況報告会と
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いうような形で、今の現状であるとか、直近の医師確保の状況であるとか、そういったところをまた

市民にご説明する場を設けようということで、今企画しておりましたので、そういった中を通して、

設計自体は来年の２月頃にスタートして、１年ぐらいかかる作業なので、来年度もそういった折々を

見て、そのときそのときの直近の情報というのを市民の方にきちんと周知して、必要な情報を提供し

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 桂田健康こども部参事。 

○医療局経営管理部長兼健康こども部参事（桂田正勝君） すみません、答弁漏れがありまして、ホ

ームページの話、削除したつもりはなかったので、もしかしたら何かちょっとトラブルといいますか、

あったのかもしれないので、そこは確認して、いずれ今までの資料は全て公開するように手配したい

と思います。 

○委員長（飯坂一也君） ５番佐藤正典委員。 

○５番（佐藤正典君） ５番佐藤です。 

 今の新医療センター建設準備室の1,757万1,000円に関連してちょっと伺いますけれども、前に頂い

た新病院資金収支シミュレーションの話になるんですけれども、ちょっと確認なんですけれども、こ

の中での支出に入れられている給与費というのは、医師が15人体制での給与費ということで間違いな

かったか、伺います。 

○委員長（飯坂一也君） 決算審査ですので、今の質問はちょっとそぐわないかなと思います。 

 ５番佐藤正典委員。 

○５番（佐藤正典君） ありがとうございます。 

 私、新医療センター建設に関係することだと思って質問しているんですけれども。 

○委員長（飯坂一也君） 収支のことでお願いします。 

 ４番門脇委員。 

○４番（門脇芳裕君） ４番門脇です。３点お伺いいたします。全て主要施策の報告書からお伺いい

たします。 

 まず１点目、78ページ、保健対策推進事業経費の中で、昨年ございましたドナー支援の事業が今回

はございませんでした。その中で、今後ドナーの拡大に対して何かしらの取組があるのか、お伺いを

いたします。 

 ２点目、右のページ、79ページ、精神保健事業経費の中で、１番、普及啓発の（１）小・中学生の

ための命の大切さを考える講演会が計３回、中学校２件、小学校１件でありましたが、同じ学校での

講演が続いているようですが、この理由をお伺いいたします。 

 ３点目、同じく79ページ、３番、人材養成に関してです。ゲートキーパーの養成研修、合計26回と

いうことがありますが、これはどういった方を対象とした研修で、これまで総計何人ほどが研修を受

けたのか、資料があればお伺いいたします。そして、この研修を受けた方はどのような場面で活動、

または活躍を期待されているのか、お伺いいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） ３点ご質問を頂戴いたしました。 

 まずは、骨髄ドナー支援事業、今年度は確かに決算がございませんで、今回制度上、交付した実績
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はなしといったものでございます。実績がなかったことの背景につきましては、やはりドナーが見つ

かるという確率が非常に低くて、他人であれば数百から数万分の１と言われている、そういった状況

もあるのかなと思っております。 

 ただ、この制度としましては、移植を希望される全ての患者さんにチャンスを与えるというか、得

るためには、一人でも多くの方がドナー登録されるというのが重要であると考えているところでござ

います。そうした状況におきまして、この普及啓発、ここにつきましては大変重要なものというふう

に認識しております。市民向けの普及啓発、これは引き続き継続してまいりたいと思いますし、例え

ばホームページ等の周知、それらに加えて、例えば市民の皆さんが集まるような場であるとか、推進

月間、こういったものにも合わせて取組、周知のほう、啓発を図っていきたいと思うところでござい

ます。 

 また、精神保健事業経費のところで、小・中学生のための命の大切さを考える講演会が同じ学校で

令和５年度と６年度、行われているという部分でございます。 

 この事業につきましては、毎年度、全ての学校のほうにご案内というか希望を取りまして、それで

実施しているものでございますけれども、傾向としましては、例えば学校側では全ての生徒さんにや

はり在学中に１回受けていただきたいという思いの中で、小規模の学校であれば１回に全校生徒が受

けられるので、例えば３年に１回、４年に１回というリズムでできるんですけれども、大規模な学校

になりますと、１学年をまず聞かせるのがなかなかスケジュール的にいっぱいだというようなことも

伺っております。そうすると、毎年とか、ある程度近い年数で希望を出されると、そういったことが

あるようでございます。そういった各学校の事情の中での計画、それを受けまして、たまたまという

か、去年とおととしの部分が同じ学校になったということになっておりました。 

 ただ、もう一校、実は中学校を予定していた部分があったんですけれども、そちらのほうについて

は台風等の影響で中止になった学校もございました。そういった状況が昨年度の事業の中でございま

したという部分でございます。 

 また、ゲートキーパーの養成、人材育成というところでございます。 

 ゲートキーパーにつきましては悩んでいる人に気づいて、声をかけて、話を聞いて必要な支援につ

なげる、見守る人ということで、地域の団体の方、住民の方を対象に、その知識の普及啓発を図ると

いう事業でございます。 

 どういった方を対象にするのかというと、やはり主に地域の団体や住民の方々、そして、最近です

と市の新規採用職員であるとか、また、昨年度につきましては、市の薬剤師の方々も対象に実施した

というところでございます。今年度につきましては、教職員の方々も対象に実施したという部分もご

ざいますので、今後もそういった普及啓発の部分は、研修の場は設けていきたいなと思っているとこ

ろでございます。 

 また、これまでの総人数といったところでございます。この事業につきましては、平成23年度から

スタートしておりまして、開催回数は延べ246回で、参加者の累計は6,778人の方が受けられたという

状況になっております。そういった方々につきましては、それぞれの地域の中で、日常生活の中で身

近な方々を見守っていただくという、そして必要な支援につなげていただくということで、活動して

いただいていると認識しているところでございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（飯坂一也君） ４番門脇委員。 

○４番（門脇芳裕君） ありがとうございました。いずれ命を守る活動というのは、ドナーにしろ、

ゲートキーパーにしろ、大切なものと感じるところであります。 

 本当はこういったゲートキーパーの養成は、全市民が受ければ、本当は自殺者というのはなくなる

かと思いますが、そういうわけにはいかないと思いますが、今後もこういった事業を進めていってい

ただきたいと思います。所見がありましたら聞いて終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 折笠健康増進課長。 

○健康増進課長（折笠 正君） やはり命を守る、様々な人が関わりを持ってお互いに見守ると、こ

ういったことがやはり重要なのかなと思っております。そういった意味では、こういった機会を数多

く設けながら、普及啓発を積極的に取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） ほかにございませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（飯坂一也君） 以上で健康こども部門に係る質疑を終わります。 

 ４時50分まで休憩いたします。 

午後４時36分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後４時50分 再開 

○委員長（飯坂一也君） 再開いたします。 

 次に、医療部門に係る令和６年度決算の審査を行います。 

 決算の関係部分の概要説明を求めます。 

 桂田医療局経営管理部長。 

○医療局経営管理部長兼健康こども部参事（桂田正勝君） それでは、医療局が所管いたします令和

６年度奥州市病院事業会計決算の概要について、奥州市病院事業会計決算書、決算附属書類及び主要

施策の成果により、主なものをご説明いたします。 

 初めに、決算書15ページをお開きください。 

 令和６年度の病院事業全体の状況ですが、各医療施設の強みを生かした連携強化や経営改善に取り

組んだ結果、入院患者を中心に患者数が増加し、また、各種健診、リハビリテーション件数も増えた

ことなどで、医業収益は増収となりました。 

 しかし、その一方で、医業費用も物価高騰や人件費上昇の影響で大きく増加し、損益を見れば減益

となっている状況です。このような状況は、医療局だけでは解決し難い構造的な問題もあるところで

すが、今後も経営強化プランの着実な推進により経営の改善を図るとともに、市民に必要とされる医

療機関としての役割を果たしてまいります。 

 なお、常勤の医師数については、総合水沢病院の内科が１人増、衣川診療所が１人減で、全体では

前年度と同じ26人となっております。 

 次に、主要施策の成果に関する報告書についてご説明いたします。 

 報告書３ページをご覧ください。 

 上段の建設改良費ですが、決算額は３億1,984万1,000円となりました。主な内訳は、衣川診療所の
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消火設備設置などの施設整備のほか、各種の医療機器購入、備品購入及びリース資産購入となってお

ります。 

 下段の長期貸付金ですが、医師養成奨学資金の貸付金で、決算額は3,960万円となりました。内訳

として、７名に対する月額貸付金のほか、入学一時金などを貸し付けております。 

 続きまして、病院事業会計決算の概要についてご説明いたします。 

 初めに、決算書26ページをお開きください。 

 病院事業全体の患者数ですが、合計で入院は３万2,821人で、前年度に比べ10.5％の増、外来は訪

問看護も合わせて12万3,220人で、同じく2.1％の増となりました。 

 次に、32ページをお開きください。 

 病床利用率ですが、病院事業全体で、一般病床では42.4％、前年度から4.1ポイントの増、休床分

を除いた稼働病床での利用率は55.5％で、同じく5.4ポイントの増となりました。 

 36ページをお開きください。 

 なお、以後の金額については千円単位でご説明いたしますので、ご了承願います。 

 まず、事業収入ですが、病院事業全体で、１の医業収益が27億1,987万9,000円。主な内訳は、入院

収益の11億7,971万5,000円、外来収益の11億783万7,000円などとなっております。 

 ２の医業外収益は12億1,845万3,000円で、主な内訳は、補助金が国民健康保険特別調整交付金など

で4,215万7,000円、負担金交付金が一般会計繰入金で11億1,298万9,000円となっております。 

 そのほか、３の訪問看護事業収益は5,543万6,000円、４の訪問看護事業外収益は6,006万円、５の

特別利益は122万4,000円となっております。 

 これら事業収入の総額は39億9,505万2,000円で、前年度に比べ1.5％の増となっております。 

 次に、41ページをお開きください。 

 事業費ですが、病院事業全体で、１の医業費用が給与費、薬品費、診療材料費などで43億5,082万

1,000円、２の医業外費用は１億6,954万9,000円、３の訪問看護事業費用は給与費等で7,513万5,000

円、４の特別損失は330万円となっております。 

 これら事業費の総額は45億9,880万5,000円で、前年度に比べ6.0％の増となっております。 

 次に、資料は７ページにお戻りください。 

 損益計算書ですが、下から３行目、当年度純損失は６億375万2,000円で、当年度未処理欠損金は22

億4,962万6,000円となりました。 

 さらに戻りまして、４ページ、５ページの決算報告書をご覧ください。 

 （２）の資本的収入及び支出のうち、５ページに記載しております決算額ですが、資本的収入の総

額は３億9,544万円、資本的支出の総額は５億2,222万4,000円となりました。 

 なお、収入・支出の差引きで不足する額１億2,678万4,000円は、過年度分損益勘定留保資金をもっ

て補塡しております。 

 次に、11ページの貸借対照表をご覧願います。 

 まず、資産の部ですが、１の固定資産が40億9,951万7,000円、２の流動資産が32億6,736万1,000円

で、資産合計は73億6,687万8,000円となっております。 

 次に、12ページ、負債の部ですが、３の固定負債が７億9,802万9,000円、４の流動負債が８億493

万5,000円、５の繰延収益が１億9,902万6,000円で、負債合計は18億199万円となっております。 
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 資本の部につきましては、６の資本金が74億8,433万6,000円、７の剰余金がマイナス19億1,944万

8,000円となり、資本合計は55億6,488万8,000円となっております。 

 以上が、令和６年度奥州市病院事業会計決算の概要であります。よろしくご審議くださいますよう

お願い申し上げ、説明を終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 執行部側にお願いいたします。答弁する方は、委員長と声をかけて挙手し

ていただき、委員長が指名してから発言願います。 

 これより質疑に入ります。 

 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 19番及川佐です。 

 私は２つの資料、１つは奥州市決算審査意見書健全化判断比率等審査意見書の病院事業についてと、

令和６年度の決算の資料、両方を使ってお尋ねいたします。 

 その前に、まず、先ほど部長から大まかな内容の話がありました。その中で気になった点をまずお

伺いしたいと思うんですが、それは、中段で文章に書いてあります、10行目ぐらいでしょうか、今後

も経営強化プランの着実な進展により、経営の改善を図るため、市民として云々とありまして、その

上に、このような状況は当医療局だけでは解決し難い構造的な問題があるところですと、こういうふ

うに書いてあるんですが、これはどうなんでしょう、決算書の上に出すこの文章は、非常に私は問題

だと思うんです。 

 この文章は、ややもすると、赤字の責任性の問題とか、あるいは当局のこれからどうするかという

具体的な改善策を出す際に、こういう文章はこれは問題ではないかと私は思うんです。もう一度読み

ますと、当局だけでは解決し難い構造的な問題もあるところですがというんですが、これは自らの責

任をある程度、ほかのほうに持っていくというふうに受け取りかねない文章だと思いますので、これ

について、まず、どういうふうにお考えなのかお伺いしましょう。 

○委員長（飯坂一也君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） それでは、私のほうから、経営の部分につきましての問題点

の部分の記載の内容についてお答えしたいと思っております。 

 まず、このところにつきまして、そういうふうな記載になりましたといいますのは、まずは今現状

の物価高騰、あとは人件費の上昇によります、診療報酬がその上昇に影響していないという部分で、

原資の確保が厳しい状況が続いているという、この医療制度自体にも問題はありますよというような

部分でございまして、あくまでもその部分だけが問題があると申しているわけではございませんが、

こちらの取組の評価の部分と、あとは医療制度の両方の面で見て、６年度の事業評価をする必要があ

るというように考えてございますので、このような記載の内容になっているという状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 確かにこういう現状は、診療報酬制度の問題や様々、医師不足の問題がある

ことは、外部にあることは間違いないんですよ。 

 でも、今回、決算書を出すということは、こういう問題じゃなくて、どうすれば今後改善できるか、

例えば収益も含めて、そういうことを問うというか、出すわけですから、こういう表現は、見ように

よっては、構造的問題だから仕方がないというふうに言われかねないような解釈もできるので、なる
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べくならこういう表現を使うべきじゃない。いろいろな解釈ができるので、そういう解釈の可能性も

あるので、具体的なもので問題点を指摘するならいざ知らず、こういう表現は避けるべきだと私は思

います。もちろん反論があれば、それはまた聞きますけれども、取りあえず前置きはそのぐらいにし

て、具体的にこれから中身に移っていきたいと思います。 

 全体で６項目ございますので、最初に３点お伺いします。 

 まず１点目に、経常収支と赤字拡大の問題についてお伺いいたします。 

 これは審査意見書の130ページを見ていただきたいと思います。ここでは事業収益及び純損失、こ

れが非常に悪いと、あるいは累積欠損がかなりあるということが書いてありますので、これについて

の見解を、まず審査意見について、審査意見の担当の方にお伺いいたします。 

 それからもう一点は、続けて、この文章の131ページにございます、ここには新医療センターの整

備と将来負担について触れてあります。39億円の医業収益等から30年かけて負担するんだということ

についてコメントが入っていますので、これについて監査委員のほうからお話を、事実はどうなのか、

これについて、まずお伺いしたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤代表監査委員。 

○監査委員（佐藤健司君） 決算審査意見書の130ページの状況につきまして、今お話しになられて

いるのは、未処理欠損金の部分についてのお話でしょうか。１億5,000万円のくだりでございました

か。 

○委員長（飯坂一也君） 19番及川委員、前半３項目と言われましたので、３項目お願いします。 

○19番（及川 佐君） 分かりました。 

 ３項目ですが、１つは、経営収支の赤字拡大の問題について、その問題が今言った審査意見書の

130ページでございます。 

 それから２点目は、病床利用率の低迷についてお伺いします。これは審査意見書の152ページに書

いてございますし、強化プランというのがあるので、ここにはないんですけれども、この38ページに

同様なことがありますので、これは病床率の件で、152ページでございますように全国赤字病院の平

均が65.9％なんですが、今回の病床使用率は41.6％でございますので、これについてどのようにお考

えなのかお伺いします。 

 もう一つは、先ほど言いました、新医療センター整備と将来負担についてお伺いします。これは審

査意見書の131ページにございます。この中で39億円を医業収益等から考えると30年間にわたって新

医療センターが負担しなければならないということでございますので、これについてどのようにお考

えなのかお伺いしたいんですが、審査意見について131ページ、これは監査委員の方からもお話を伺

いたいと思います。以上３点で、分かりますかね。いいですか。 

 特に１番目のことについては、経営強化プランとのずれ、1.5億円ほどあると思うんですが、これ

についてどのようにお考えなのか、お伺いします。３点目のところは、新医療センターの整備と将来

負担について、これはどのようにお考えなのか、２点についてお伺いいたします。分かりますかね。 

○委員長（飯坂一也君） 佐藤代表監査委員。 

○監査委員（佐藤健司君） ただいまの質問につきまして、まず２点目の病床利用率についてから、

ちょっとお話をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 奥州市の病院事業会計で経営指標の一例として病床利用率をちょっと捉えてみますと、病院・診療
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所経営強化プランで目標値として採用している稼働病床に対する病床利用率は、令和６年度計画が

56.7％で、令和９年度が69.6％と、逐年向上している目標を立てております。 

 総務省の決算統計では、許可病床に対する病床利用率を用いておりまして、これによりますと、ち

ょっと遡りますが、令和４年度、当市ですが、35.4％、令和５年度37.6％と、２か年、40％に満たず、

６年度は41.6％と、40％は上回りました。全国類似団体との比較につきましては、１年遅れになるの

ですが、令和４年度は64.8％、全国赤字団体です。令和５年度は65.9％でありまして、全国類似団体

平均に比べ、奥州市は28から29ポイントほど下回っているという状況でございます。 

 病床利用率につきましては、入院収益そのものに直結するために、人件費や設備投資など固定費が

多い病院、医療機関は、利用率が一定の水準を下回ると、言うまでもなく、赤字経営に陥ってしまい

ます。現状は長年それが継続している状況にあると捉えているところでございます。 

 それから、３点目、先にお話をさせていただきます。131ページのくだりでございます。131ページ

の恐らく中段あたり、現在進められている新医療センターの整備計画についてのというふうなくだり

が対象になるかと思いますけれども、ここにつきまして、奥州市立病院・診療所の経営は、新医療セ

ンターが完成することによって大きく何かが変わるということではなくて、捉えとしては、現行の病

院・診療所経営の状況と不可分のものと捉えており、このような記述としたものです。 

 新医療センターが信頼とぬくもりのある医療提供を実践して、市民の健康保持のための役割を果た

すことができるように、当面の病院・診療所経営においても、経営改善の取組により注力していただ

きたい、そういう思いでこのような記述になっております。 

 なお、病院・診療所経営強化プランとの関わりで申しますと、経営強化プランの目標としている項

目につきまして、令和６年度分に見ましても、未達成の状況が複数見られることから、目標数値の未

達成項目の原因分析、あるいは達成状況の的確な分析、検証を行い、経営強化プランの着実な実行に

取り組み、病院・診療所経営の基本である医業収支の改善をさらに図るほか、地域医療機関の相互の

連携を図り、地域医療を継続的に提供できる安定的な病院・診療所体制の確立に努めていただきたい、

そのようなことで、131ページの中段あたりの表現は、そういったところからお示しをしたものでご

ざいます。 

 そのようなことで、今、経営強化プランのことをお話し申し上げましたけれども、１億5,000万円、

純損失額が上回っているというのも、そのような文脈のところで用いたものでございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 今報告していただきました。３点について具体的にお聞きします。 

 １点目の赤字の問題は、純損失という言葉で表れますけれども、前年度よりも悪くなりました。経

営強化プランの目標よりも赤字が1.5億円ほど多くなりました。それから、累積欠損金も22.5億円に

拡大しました。これについて、収支改善をどのようにこれからしようとしているのか、どのような追

加策を講じるのか、これが１点目の質問でございます。 

 ２点目に、病床利用率の低迷については、今お話にあったように、かなり低いです。そもそも計画

値が低いんですけれども、そういう状況も含めて、今回の病床利用率は決して、全国的な赤字病院を

見てもかなり低いということですので、今回の悪い原因の分析と今後どうしようとするのか、これは

２点目についてお伺いします。 
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 ３点目には、新医療センターの整備との関係で、今の状態で新医療センターを整備しようと思うと、

ここにも書いてありますけれども、39億円を医業収入等から30年間、39かな、大体年間１億1,000万

円ほど、30年間続くわけなんですが、こういう今の状況のまま考えると、とても難しいと判断せざる

を得ないと思いますので、長期的な見通しをどう考えるのか、こういうものについて不安は市民に多

いので、どのように説明していくのか、この３点について取りあえずお伺いいたしたい。お願いいた

します。 

○委員長（飯坂一也君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） ３点ご質問いただいておりまして、私のほうからは１点目と

２点目の部分についてお答えしたいと思っております。 

 まずは、単年度の赤字と累積欠損のほうをどう評価するのかという部分が１点目だと捉えておりま

すので、お答えいたします。 

 まず、当年度の純損失は６億円で、累積欠損金が約22億ということで、前年決算と比較しましても

損失額のほうは増えているという状況になってございます。単年度で見ましても赤字幅が大きくなっ

てございますので、危機感を持ってさらに取組を進める必要があるとこちらのほうでも思っていると

いう状況でございます。 

 決算の評価といたしましては、大体２点の部分で考えていく必要があると捉えておりまして、まず

は１点目が、昨年度の実績と、あと経営強化プランの目標値との比較の部分というところが１つ目だ

と思ってございます。 

 この部分につきましては、令和６年度の部分の収入に大きく影響します入院の部分につきまして、

前年度より大体10％ほど成果として伸びてございますし、あとは経営改善の取組の一つとして、公立

病院の役割として必要だと思ってございます救急対応の部分も大きく伸びているというような状況に

なってございます。 

 あわせて、経営強化プランの目標値に対しましては、訪問診療が目標値の84％ということで、若干

低くはなってございますけれども、ほかの項目につきましては90％を超えているということで、まず

は９割以上を超えているということで、まず目標値には達成しているのではないかとこちらのほうは

捉えているという部分でございます。 

 もう一つの評価点につきましては、先ほど委員のほうからありまして、そういうお話をするべきで

はないんじゃないかと言われてございますけれども、やはり医療制度自体の問題もあるというところ

は避けて通れないのではないかと思ってございます。令和６年度の決算につきましては、県内の基幹

病院機能を持ちます県立病院のほうもかなり赤字幅が広がっているというような状況になってござい

ますし、全国自治体病院協議会のほうで行いました決算の状況調査のほうでも、有効回答が657病院

あった中での562病院の86％、約９割近い病院が赤字の状況となってございまして、過去最悪の状況

であると公表しているところでございます。 

 この部分は、現在の医療制度のところにも問題があると。それだけでなく、こちらのほうにも問題

がないのかといえば、改善していく部分はあると思いますが、こちらで何ともできない部分で今大き

く問題も出ているというところを認識していただいた上で、そこは議論していくものだと思っている

ところでございます。 

 ２点目の病床稼働率の部分についてですが、病床利用率の考え方といたしまして、決算書のほうで
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は許可病床ベースでということで病床稼働率が載ってございます。この部分につきましては50床、総

合水沢病院のほうで休床しているという状況の中での病床稼働率となってございますので、強化プラ

ンにおきましても、水沢病院については95床の稼働率で目標を設定しているというような状況でござ

います。 

 その目標値の中で、令和６年度につきましては56.7％の目標値というところで目標を掲げておると

ころですが、決算状況で55.6％、この差が約1.1％ということでございますので、この部分について

も、まずは目標までは届いていると。ただ、目標自体がまだ収支均衡のところまでの稼働率になって

ございませんので、そこを目指して、今後も強化プランの取組を進めていくという方針については変

わりないという状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 桂田経営管理部長。 

○医療局経営管理部長兼健康こども部参事（桂田正勝君） 私から、新医療センターの整備に向けて、

このような状況で、このような赤字の体質で新医療センターを整備しても運営できないんじゃないか

といった趣旨のご質問だと思いました。 

 今のこの状況、経営強化プランの中でも、令和５年と６年度というのは本当に底になっていまして、

プランの中ではここから、今年新しく整形の先生なんかもいらっしゃって、収入を増やしていくとい

うことになっていましたので、そういった取組をしっかりやった上で、この新医療センターというも

のもしっかり運営してかなければ駄目だと。 

 課題があるのはそのとおりです。今の現状のまま続くのだったら、新医療センターなんか無理じゃ

ないか、ちゃんと経営できないんじゃないかというご意見はそのとおりだろうと思いますが、ただ、

このままでいいと言っているわけではなくて、ここから幾ら努力しますと口で言っても、なかなかそ

こはもちろん信用してもらえないと思っていますので、今年度、まずはしっかり取り組んで、ちゃん

と改善している姿を、第１四半期の結果なんかを見ても、目標まではまだ達していないかもしれない

ですけれども、しっかり前年度と比べれば収入をちゃんと増やしているという状況、患者さんも増え

ているという状況でございます。こういった取組をしっかり続けて、その状況をしっかり市民の方に

もお示しして、その上で新医療センターの将来についてもご判断いただくということにしかならない

のかなと現時点では考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） ３点に関して、あまりしつこく言いませんけれども、それだったら何で純欠

損が６億円になって、前より多くなるの。当初からそういう目標を立てて、そのとおりやるはずだっ

たんじゃないですか、５年度の総括も踏まえて。それが結果的には、昨年度より1.5億円の赤字が増

えているんですよ。これはやっぱり現実が一番証明しているわけで、この状況を、いろいろな外的要

因にすることも結構だけれども、それはやっぱり６億円の赤字が出てしまったということは、昨年は

４億5,000万円ですよ、大体ね。１億5,000万円増えたんですよ、赤字は。結果なんです、結果。 

 だから、前にもそう言ったはずなんですが、結果的にこのとおりなんですよね。これから頑張りま

すと。結構です。頑張ってほしいですよ。だけれども、決算の内容を今議論をしているわけで、今後

頑張りますじゃないんですよ。この決算をどう評価するか。外的要因はあるでしょう、確かに。だか
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らいいということにはならないんですよ。責任を持ってもらわなければいけないんです、本当は。 

 外的要因と言うんだろうけれども、どこだって外的要因はありますし、赤字が増えていることは事

実ですよ。だからといって、いいということにはならないと私は思います。続いてもう少し具体的な

ことについて聞いておきます。 

 続いて聞きますけれども、まず、４番目には、給与費の高さの問題についてお聞きします。 

 職員給与費対医業収益比率94.3％でございます。これは審査意見書の154ページにございます。職

員給与費対医業収益比率は94％でございます。昨年度より1.0％上がりました。全国平均よりかなり

高いです。大体全国は平均58.3％ですから。職員給与費は医業費の中でも94％、要するに医業収益の

ほとんど、90％以上を使ってしまっているという比率ですね。強化プランで38ページにありますけれ

ども、このときは103％という目標でしたから、医業収益以上に職員給与費が出ているという目標で

した。これは話になりませんけれども、今回も94.3％でした。全国平均の58.3％より非常に高い。こ

の人件費の構造の見直しや効率化にどのように取り組むのか、これをまずお聞きしたいと思います。 

 続いて、繰入金の問題についてお伺いします。 

 繰入金は大体、令和６年度は15億9,000万円あります。基準内の問題については、これはそれなり

の理由があるだろうと思いますが、基準外の問題ですね。これは審査意見書の146ページにございま

す。基準外の問題で、5,800万円ほど基準外で使われています。これは要するに交付税措置はないわ

けですから、出しっ放しということになりますね。この中には奨学金、あるいは医療局の経費、これ

も入っています。これはやっぱり戻ってこないといいますか、交付税措置がないものですから、丸々

出ていくというものですから、これについてどのように縮小するか、具体的にお伺いいたします。 

 続きまして、未収金の問題でございます。 

 未収金は約4.9億円ありまして、回収は今のところ必ずしも十分ではないと思っております。未収

金の4.9億円の、具体的にはこれからどのように取り組むのか、これについて、以上３点についてお

伺いします。 

○委員長（飯坂一也君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） それでは、３点のご質問をいただいておりますので、私のほ

うからお答えさせていただきたいと思います。 

 まずは職員給与費の比率についてでございます。給与費比率につきましては経営指標の一つになっ

てございまして、市立の医療施設は高い率で推移していると認識しているところでございます。この

部分につきましては、医業収益に対しての比率ということになりますので、低くするには医業収入を

増やしまして、経営の安定化を図るしかないと思っているところでございます。 

 収入全てが給与費ではないかという部分でご指摘になりますけれども、ここはあくまで医業収入に

対する比率でございますので、公立の医療機関につきましては、医業収益の部分に当たらない不採算

の部分も担っているわけでございますので、こちらのほうとしましては、そこも指標の一つだと捉え

ておりますが、経営の全体の収益の中での給与比率のほうを見ていく必要があるのかなと考えている

ところでございます。 

 ただ、それにしても高い比率になっているという状況には変わりございません。ただ、この岩手県

内、やはり人材不足とかそういう部分もございまして、人が来ない中で平均年齢も少し高いような状

況になってございます。多くの県立病院とか公立の病院の中でも、やはり全国と比べますと高い状況
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になってございます。ここを改善するには、若い職員をどうやって増やしていくのかというような部

分になってございますし、あとは人数をどういうふうに効率的に減らしていけるのかという部分につ

いて、検討を進めていくしかないと思っているところでございます。 

 次に、２点目の繰入れの部分でございます。今年度、15億9,000万円という部分での繰入れをいた

だいております。 

 基準外の部分につきましては先ほど委員さんおっしゃいましたように、医師奨学生に係る費用等を

市のほうで負担していただいているという部分がありますし、あとは経営管理の職員の部分の人件費

等の経費につきましてご負担をいただいているというような状況になってございます。 

 大きくは医師奨学生に係る部分の経費が大きくなってございまして、今の医師不足の中で、この奨

学生制度は先生を確保する大きな方策の一つとなってございまして、毎年、今も順調に１人ないし２

人の奨学生が増えているような状況になってございますので、この部分についてはある程度、医師の

ほうが充足するまでは継続のほうをさせていただきたいと考えている部分でございます。 

 最後、未収金の部分についてでございます。 

 未収金の部分につきましては医療費用ですね、お客さんのほうから回収できていない未収金の部分

になってございまして、ここはいろいろな事情があってお支払いができないとか、あとはお亡くなり

になられたりとかという部分で、未収金、回収できない部分の費用があるというような部分でござい

ます。 

 ここも専門の徴収員等をお願いして回収に歩いたり、あとは昨年度からになりますけれども、弁護

士さん等をお願いしまして、連絡がつかない方への通知等を行ったりというような、そういう方策を

取りまして、未収金の回収に努めていきたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 19番及川佐委員。簡潔にお願いいたします。 

○19番（及川 佐君） まず給与費の高さ、これは職員給与費対医業収益ですけれども、全国平均が

58.3％に対して94.3％、これはいかにも、今言ったように、人件費の構造そのものを変えないといけ

ない。時に年齢も含めて。ただし、これができないとすると、これは変わらないんですよ。現実には

やはり医師も職員も若くなければ下げることはできないわけで、それは本当にできるんですか、これ

から。 

 今まで少なくともこの問題については、むしろ昨年よりも１％増えているんですね。ですから、具

体的にもう少し、どうすれば、例えば若い人が入る、あるいは人件費そのものも、職員給与が低くな

るような構造ができる、もう少し具体的にお話しください。 

 続いて、繰入金の問題ですけれども、確かに全部ではないんですけれども、これはあくまでも交付

税措置にならないという意味では、なるべく圧縮すべきだと思うんですよ。例えば医療局の経費です。

これをやはり考えないと、これは出しっ放しというか、交付税措置にならないんです。これについて、

具体的に何かお考えがあるのかどうか、お伺いします。 

 それから、未収金の問題ですけれども、4.9億円、かなりの金額になってしまいました。これやは

りもう少し具体的に回収できる段取りがないと、後々響いてくる可能性があると思うんですが、もう

少し具体的にお話をお願いしたいと思います。以上、３点についてお伺いします。 

○委員長（飯坂一也君） 桂田経営管理部長。 
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○医療局経営管理部長兼健康こども部参事（桂田正勝君） 私から、給与費比率と繰入金の部分につ

いて答弁いたします。 

 94.3％ということで、かなり高いというのはそのとおりでございます。先ほど課長も申し上げたと

おり、給与費が不当に高いというよりは、やはり収入のほうが少ない、分母のほうが少ないので、や

っぱり高くなってしまうという構図だと思っております。 

 その要因の一つが、やっぱり政策医療、不採算部門の医療分になっているというところで、医業収

入が頂けない代わりに、そこを繰入金で賄っているという、それは医業外のほうの収入になるもので

すから、その比率のほうには影響しない部分での収入として反映されているという事情もありまして、

なかなか自治体によって、どの程度、政策医療に取り組んでいるかというところによって、ここはか

なり影響を受けるところだと思っていまして、もう全国平均の五十何％というのは、正直、公立病院

ではかなり厳しいのかなと。それでも公立病院でも平均を取るとたしか六十何％、70％ぐらいのとこ

ろだと思いますので、やっぱり高いのは間違いないので、これは先ほどの経営改善の部分と話が同じ

なんですけれども、収入もしっかり増やして取り組んでいかなければ駄目だと思いますし、あと若返

りの部分についても、しっかり人材を確保して、回転をよくするという、そういう言い方はあれなん

ですけれども、しっかり若返りも図っていかないと、今の職員のノウハウというのも承継できないの

で、そこはしっかり取り組んでいかなければならないと思っていました。 

 それから、繰入金の基準外の部分、ここにつきましては、奥州市の医療局という、５つの医療施設

があって、そこを医療局が束ねてといいますか、経営管理の部分を共通してやるという部分で、ここ

はほかの市町村とはちょっと事情が違うところなのかなと思っていまして、そういった特殊要因を、

財政当局のほうともいろいろ協議を重ねた結果として、今こういう形があります。これが交付税措置

もないのだから、すなわちそれは全部市民の税金で賄われているという考え方からすれば、やはりも

ちろん減らしていければ、それに越したことはないとそこは思いますので、そこはしっかり経営の状

況も見ながら、やっぱり頂いているなりの理由がありますので、そことの兼ね合いも見ながら、ここ

は引き続き財政当局とも妥当な水準といいますか、どういう形がいいのかは引き続き検討してまいり

たいと思っております。 

 私からは以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） 私のほうから、未収金の部分についてお答えしたいと思いま

す。 

 未収金の額、４億8,000万円ほどございますが、そのうちの過去の個人未収金の部分については、

大体3,000万円ぐらいでございまして、残りの部分につきましては現年度の未収分ということで、多

くが回収可能である未収金の部分になりますので、残りの過年度の古くなった部分について、回収の

ほうの作業をしていくというような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 給与費の高さの問題、これは今おっしゃったように、事業収益を上げればい

いと。多くなれば比率が下がるので、それはそうだと思うんですが、58.3％、94.3％、これは医業収

益を幾ら上げたって大変ですよ。本当にできるんですか、こんなこと。例えば70％でもいいですよ、



－72－ 

そこまで上げるんだったら医業収益、恐らく今、大体40億円ですけれども、費用が46億なんですね、

だから赤字になるんですけれども、これは相当頑張ってもかなり難しいけれども、頑張ってください。

これはこれですね。 

 それで、繰入金の問題ですけれども、確かに一部、必要最小限のことで医療局は運営しているかも

しれませんけれども、これやはり、なかなか中の事情までは分からないので、どこまで本当にこれが

縮減できるかどうかは何とも言えませんけれども、やはりそれは意識的に計画を立てるべきだと思い

ますので、この点についてお伺いします。 

 未収金の問題については、頑張って回収していただくしかないんですけれども、これもやはり一定

期限を決めて、目的が果たしてどの程度まで回収できるかどうかの結果を、今日じゃなくても結構で

すけれども、改めてどういう状況なのかについて報告願いたいと思います。 

 いずれ、先ほど言いましたように、構造的な問題というのは確かにあるんですよ。私先に、ちょっ

と半分嫌味ったらしく言いましたけれども、構造的な問題は全国で抱えていることなんです。それは

そうなんだけれども、今お話ししたように、給与費の問題とか、繰入金の問題とか、未収金の問題と

いうのは、これは奥州市の公立病院の独自の問題なんですよ。これをはっきりさせずに、今言ってい

る構造的問題だと言うことは、やはり逆に問題だと。こういうところに問題があるわけで、ここをは

っきりしない限りは、幾ら構造的な問題だと言っても本末転倒だと私は思います。あわせて、今お話

ししました全体的に、もしご異存なりご意見があれば、伺って終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） すみません、私のほうから１点、未収金の部分についての補

足の説明をさせていただきたいと思います。 

 先ほどお話をしました個人未収金3,000万円で、４億8,000万円のうちの残りの部分につきましては、

保険者からの未収金の部分と、あとは補助金等がまだ入ってくる時期がずれて入ってこないというよ

うな部分になりますので、その多くが回収できる見込みであるとお話をしたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 朝日田病院事業管理者。 

○病院事業管理者（朝日田倫明君） それでは、全体的なことということでお答えをしたいと思いま

す。 

 先ほど来、課長、部長等が、対策という意味ではいろいろご答弁させていただいている部分があり

ます。つまり、やらなければいけないことは大体分かってはいるんですが、それが達成できるかどう

かということが、結果に結びつくかどうかということになるわけです。 

 ですので、まず６年度の結果といたしましては、若干目標に届いていない項目も、そのとおりござ

います。先ほど委員さんからは、目標自体があまりよくない目標みたいなことも含めてお話しいただ

きましたけれども、ただ、経営強化プランで掲げている目標というのは、５か年の計画ということで

やっていて、一気に単年度で全てがうまくいくなんていう話はしておりません。徐々に改善していく

という目標を立てております。その目標に、その年度年度で取組を行って、それがどうなのかという

ところの判断としては、やや届かないというふうな今の見方であります。 

 ただ、６年度に関しては先ほども、要は自助努力で何ともならない部分というのも実際にあるとい

うのも、これは客観視すればお分かりになると思いますけれども、これは世の中がそうなっている、
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その影響で赤字病院が増えているというのも事実ありますから、それはそれとして、それに加えて、

それ以外にも我々がさらに努力をしていかないと、そのプランの目標達成というのは非常に難しいと

いうのは、これも自覚しておりますので、そのプランの達成に向けて今後も力を入れていきたいと思

っております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 22番阿部委員。 

○22番（阿部加代子君） お疲れさまです。19番委員から様々、経営状況の大変さがご指摘いただき

ましたけれども、２点ほどお伺いをしたいと思います。 

 審査意見書の130ページにあります、当たり前で、今までずっと言われてきたことではありますけ

れども、医師確保につながる取組を一層強化されたいと記されております。この点について、どのよ

うに対応されるのか、改めてお伺いをしたいと思います。 

 それと、地域医療奥州モデルでは、市立医療施設、県立病院や民間医療施設がそれぞれの強みを生

かしつつ、機能分化、連携強化を図り、ネットワーク型による地域医療体制を構築することとしてい

るがとあります。合併前の医療体制をそのまま引きずっております。それで地域の人たちは仕方ない

んだと思われているかもしれませんけれども、これほどの医療に対する経営の不振、赤字が続いてお

ります。抜本的なところで何らかの手を打っていかなければいけません。機能分化、連携強化を図り

とはありますけれども、もう少し踏み込んだ対応を求めたいと思いますけれども、お考えをお伺いし

たいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） ２点のご質問をいただいております。 

 まず１点目は、医師確保の部分についてでございます。 

 医師確保について厳しい状況が続いているというところについては、変わりがございません。その

中でも、令和７年度に小児科の先生の継続と、東北大からの整形外科、こちらのほうは新たに大学派

遣ということで、大学からの着任をいただいているというのは、大きな進捗だと捉えております。こ

れによりまして、今現在、水沢病院のほうでは外科と整形外科のほうで大学からの派遣というような

形になってございます。 

 その他の部分についても常勤派遣を目指していくんですけれども、なかなか大学のほうでも事情が

ございまして、その中でも非常勤ということでお手伝いを大学のほうからもいただいているという状

況でございますので、この部分をいかに常勤のほうにつなげていけるのかという部分が今後の取組と

いうことになってございます。 

 医師確保の取組になりますけれども、10月から総合水沢病院のほうで内科の先生が１人着任すると

いうようなことでお話を進めているところもございまして、そこが確実になってまいりましたので、

そういう部分で、先生も増えるような努力のほうは続けてございます。そういうところを伸ばしなが

ら、医師確保のほうに今後も努めてまいりたいと思ってございます。 

 あと、もう一点につきましては、施設の在り方についてという部分になります。 

 確かに令和５年の６月に策定しました奥州市モデルのほうでは、５つの医療機関の拠点を残しなが

ら、そこで連携を強めてというような部分で記載されてございまして、それに基づいて、強化プラン

の中でも連携強化の部分の取組のほうを進めているというような状況でございます。 



－74－ 

 ただ、医業収益は毎年増えてきているという状況にはございますけれども、単年度の損失の部分は

増えているという状況も変わりございませんので、現在の診療報酬体系が今後も続いていくとなると、

さらに厳しい状況が続いていくというのは目に見えてきているという部分もございます。 

 そういう部分を捉えまして、経営強化プランの点検評価を含めまして、市立医療施設の在り方につ

きましても、委員さん等に含めて検討のほうを進めていくということで、今後、取組のほうをしてい

く予定になってございますので、その中で、診療報酬の動向も踏まえながら、どういう在り方がよい

のかというあたりを検討してまいりたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 18番 野委員。 

○18番（ 野富男君） 18番 野富男です。時間が時間ですので、２点に絞ってお伺いします。 

 先ほど及川委員がお話しした監査意見書に基づく内容で２点お伺いします。 

 この意見書の中に、病院利用率、入院診療単価等の底上げなどあらゆる手段を講じて収益を確保す

ることと指摘をしております。医師確保以上にどのような経営改善を取り組んでいるのか、あるいは

取り組まれるのか。先ほどの管理者に言わせれば、やらなければならないことは分かったという答弁

がありましたが、具体的にどういう取組をされるかお伺いをいたします。 

 ２つ目は、130ページに書いているんですが、各医療施設の連携の強化や経費削減・抑制に向け、

病院・診療所職員にはさらなる経営意識の向上と具体的な取組が求められるという指摘をされており

ます。この現在の病院経営について、職員がどういう意識で取り組んでいるのか、その経営意識の向

上に向けた具体的な取組をどうされてきたのか、お伺いをいたします。 

○委員長（飯坂一也君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） それでは、２点のご質問のほうをいただきましたので、お答

えいたします。 

 まずは、経営の病床利用率とか、あとは診療単価の上昇について、どういう取組をしていくのかと

いう部分であります。 

 これは経営強化プランのほうで掲げております取組を着実に取り組んでいくしかないと思ってござ

います。その取組の主な内容といたしましては、各医療施設ごとに掲げてございまして、そこは第１

四半期の点検等の部分でホームページのほうにも公表してございますので、後で詳しくはご覧になっ

ていただきたいと思うのですが、まずは水沢病院につきましては救急医療機関としての役割を維持し

ていきたいということを求めていきたいと思ってございまして、これについては外来患者の部分を増

やしていくという部分になってございます。 

 前沢診療所につきましては、健診の啓発と受診者向上について進めていきたいと思ってございます

し、衣川歯科診療所については、へき地の医療体制を維持していきたいという部分での取組、その取

組の内容についてはそれぞれあるのですが、大きなところとしては、そういう形の取組を進めていき

たいと思っているところでございます。 

 あと、職員に対しての意識はどういうふうにしてつくっていくのかというような部分になりますけ

れども、これも各施設ごとに運営に関する協議会といいますか、会議のほうを定期的に開催いたしま

して、その中で目標に対する進捗とか、あとは課題、あとは部門ごとの目標の抽出等を行いまして、

それぞれに改革していくというような意識を持った中で進めていくという意識醸成のほうは図ってい
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ると考えてございます。 

 水沢病院のほうでは、特に各部門ごとの目標設定という部分で、個別医師の面談を新たに院長面談

を行ったりというような部分で、それぞれの職員に高い意識を持っていただきたいというような取組

のほうを行っているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（飯坂一也君） 18番 野委員。 

○18番（ 野富男君） そうしますと、この経営改善については、従来どおり、プランに従ってやっ

ているということですよね。結果的にこうだと。６年度についてはですね。ですから赤字が６億円に

なりました、累積が22億円になりましたと。その原因は、努力したけれども、ほとんどは外的要因で

何ともなりませんでしたという結論なんですか。そこを確認します。 

 それと、職員の経営意識の向上については、今の話ですと、これまでも取り組んできたと。取り組

んだ結果がこうだということなんですか。もうこれ以上、新たな取組をする余地はないという答弁に

なるんでしょうか。その点についてお伺いします。 

○委員長（飯坂一也君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） プランについての取組でございますが、取組をしたので、し

ようがないんだというような思いで答えている部分ではないとこちらのほうは捉えてございます。た

だし、先ほどから申し上げます外的要因も、今回赤字が広がった要因の一つであるというところも踏

まえていただいた上で、その実績を評価していただきたいという部分でございます。 

 目標に対しまして、令和６年度につきましては、ほぼ目標どおりの部分で推移をしたというような

状況になってございますので、それを踏まえて赤字が拡大しているという部分については、そういう

外的な要因も多く含んでいるという部分をご理解していただければと思ってございます。 

 あと、職員の意識向上については今までもやってきているというような部分でございますけれども、

先ほどもお話ししましたように、新たに面談を行って目標値の設定をしたりとかというような、新た

な取組も行ってございます。今後もそういうふうな形で意識醸成を図りながら、プランの実効性を高

めていきたいと思っているというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 18番 野委員。 

○18番（ 野富男君） 再度確認します。 

 私が言っているのは私の思いではなくて、監査委員の監査所見をもって、監査委員さんがこういう

ふうな見方をして、改善を求めている事項を私はお話ししたつもりです。ですので、何回も言います

けれども、この130ページで言っているプラン策定時の想定以上に厳しい経営状態になっていると。

それは皆さんの取組を分かった上で、新たに指摘しているわけですよね。ですから、この指摘に対し

て、新たな取組は何ですかということをお伺いしたところでありますし、職員の経営意識の向上と具

体的な取組が求められるということは、不十分じゃないですかという指摘とも捉えられるわけですよ

ね。 

 そういうことで、もう少し、具体的にはそれぞれ努力はされていると思いますが、要は結果ですよ

ね。結果が全的に求められている病院経営なわけですから、そこを再度、意気込みといいますか、覚

悟といいますか、伺いたいと思います。場合によっては、これが経営改善がなかなか進まないとなれ
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ば、経営執行責任というのも当然問われてくると思います。そういう意味で、問われる前に最善のご

努力を期待するところでありますが、所見をいただいて終わります。 

○委員長（飯坂一也君） 桂田経営管理部長。 

○医療局経営管理部長兼健康こども部参事（桂田正勝君） 経営改善の部分、令和６年度の総括をも

う一回お話しさせていただければ、令和６年度は経営強化プランに基づいて、いろいろなやれること、

取り組むことがいろいろあって、そこをしっかり取り組んで、一定の成果も出したと。そこは外部の

評価委員の先生にも一定程度そこは理解いただいていて、そこはちゃんとやっているねというところ

は評価をいただいている部分です。 

 そのほかに、ただ、外部要因ということで、人件費が、強化プランには全然想定していない、それ

以上にベースアップがあったとか、あとは物価上昇でいろいろな薬剤医療費が上がったといった部分

は、やはり市でそこを何とか努力すれば回避できたのかと言われれば、それはちょっと無理だったの

で、だから赤字を拡大してもしようがないんだということではなくて、じゃ、そこを代わりにどうい

ったことに取り組んで埋められるのかというところを問われているんだと思います。 

 そこをやっていかなければ駄目なんですけれども、今強化プランのほうでは、しっかりやれる部分

というところ、今努力できるところはしっかり盛り込んで取り組んでいましたので、なかなかこれ以

上のことといいますと難しい部分がありますので、ただ、抜本的なやっぱり改革が必要じゃないかと

いう話になってきますから、そこは今年度、しっかりこれから、外部の先生の意見も聞きながら、連

携の在り方とか、そういったところをもう一回ちゃんと見直して、もっと改善策がないかというのは

検討してまいります。 

 決算の段階で、今の段階でこうしますというのは確かに今用意できていないんですけれども、そこ

はこれからしっかり、来年度の検証の作業は、評価の作業をこれからそういう作業をやりますので、

その中で来年度以降どうやっていくかというところもしっかり検証して、そこは考えていきたいとい

うふうに思っておりました。 

 それから、職員の意識向上の部分、まだまだ足りないんじゃないかと言われれば、やはりここは本

当に組織的な課題でありますので、もう本当に職員一丸となって取り組むべき課題だというのはその

とおりでございますので、そこの部分はもっとさらにしっかり中の啓発をしっかりやって、他人ごと

じゃなくて自分ごととして全ての職員が取り組めるように、そういう環境をつくっていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） 朝日田病院事業管理者。 

○病院事業管理者（朝日田倫明君） それでは、先ほどのご質問の中で、言葉として執行責任という

ふうなことも触れられておりましたので、私からも一言お話しさせていただきたいと思います。 

 今の経営強化プランというのが令和５年度に策定をして、そこから５年間という計画期間であると

いうことはご承知のとおりでありますけれども、その中で、５年間放ったらかしにするわけでもなく、

当然の話ですが、毎年毎年、その成果を見ながら、分析をしながらとやる前に、単年度の中でも、現

状では四半期ごとにどうなっているんだと、今どういう状況だということも見ながら、つぶさにみん

なでそこを見ながら、今後どうしていくかということを含めてやっていると。 

 ただ、その成果として表れたかと言われれば、先ほど来のお話で、数字としましては、なかなか
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100％クリアしているわけではございませんので、現状においては、まだまだ届いていないというこ

とは、こちらとしても当然そのような認識を持っております。 

 これから令和９年度までの計画期間ではありますけれども、ちょっと先ほど後半のほうで話も出ま

したけれども、これまで手つかずといいますか、本格的な議論としてはしてきておりませんが、施設

等々、施設というよりは機能ですかね、機能の在り方、現状の施設をその機能のまま継続していくこ

とが果たしてどうなんだということも含めて、これから議論するという予定にはなっておりまして、

そこの見通しがある程度立ったときに、さらに将来、少なくともこの経営強化プランの計画期間が最

終年度にどうなりそうかということも何となく見えてくるんじゃないかなと思っています。 

 あくまでも今目標とするのは、令和９年度の最終的な経営状況というものにしかならないんですけ

れども、ただ、今別に動いております新医療センターというこちらの話もございます。これが約５年

後には開院しようということで準備が今、着々と進められているところでありますし、当然そこにつ

ながる、そして、それ以降の医療体制というものを、当然その新医療センター建設と同時につくり上

げなければいけないというか、それまでに準備をしなければいけないということもありますので、そ

ういったところも含めて、先ほどの機能の見直し等々も含めて、今後そこがちょっと議論の中心にな

ろうかと思っております。 

 その上で、責任云々という話もありましたけれども、あくまでも現状の執行に関しての、特に経営

に関しての責任は、今は私にありますので、まず私、任期というのもあるんですけれども、まず、い

る間はとにかくその責任者として、まず、その責任を全うするように努めてまいりたいと思いますし、

将来というよりも、まず、その計画期間中に、またよほどのことがあってとか、何かしら経営上の問

題が発生したときには、その際には何なりの判断というのも出てくる可能性はあるだろうと思ってお

りますが、今のところは、先ほど言ったように、まずプランの計画期間、これをまずその目標に届く

ように何とか持ち上げたいという考えでおります。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ほかに質問はございませんか。 

 ２番宍戸委員。 

○２番（宍戸直美君） ２番宍戸直美です。 

 決算書の18ページからお伺いしたいんですけれども、今までの質問とちょっと重複してしまう部分

もあるかもしれませんけれども、すみません、できるだけ重複しないようにまとめたいと思います。 

 まず、経常収支比率の悪化について、前年度の91.7％から今年度は86.9％に下がっていますけれど

も、それは給料費とか材料費とか、物価高騰というところで今ご答弁いただいたのかなと思いますけ

れども、やはりもう給料費や物価高騰の影響というのは続いていくと見込んでいただきたいと思いま

すので、それを前提とした具体的な改善策というものを今後、経営強化プランで掲げている数値目標

も示していますけれども、どの時点で健全経営水準を近づけていくのか、その点について、今の考え

をお伺いしたいと思います。 

 ２点目なんですけれども、同じく18ページの修正医業収支比率についてお伺いしたいと思います。 

 令和６年度は57.4％にとどまっていますけれども、今の状況であれば、やっぱりその費用の６割弱

しか賄えていなくて、やっぱり一般会計からの繰入れに依存している構造となっていると思います。

経営強化プランも確認したところなんですけれども、そもそもの目標値が令和７年度も65.7％、令和
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８年度は67.2％、令和９年度68.8％と、そもそも100％には届かない、言わば自立経営を前提として

いないようなパーセンテージで目標値が設定されていますので、その評価も併せて修正医業収支比率

の評価についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） ２点ご質問をいただいてございますので、そちらにお答えを

したいと思います。 

 まずは経常収支比率についてでございます。 

 これはいかに経営の部分をよくしていくのかという部分についての指標だと考えてございます。先

ほど来お話をしておりますように、経営の努力だけで改善できるのかという部分なのかというところ

が大きいと思ってございまして、医業の収益につきましては、公定価格となってございます。２年に

１回の制度改正がございまして、そのときに決められた部分で２年間運営していくということになり

ますので、その期間の物価上昇、あとはそういうほかの部分の外的要因の部分については、診療報酬

に影響してこないというような現状でございますので、今周りの病院が苦しんでいるというのは、こ

ういうふうな状況でございます。 

 当然、物価とか人件費が今後も上がっていくのであれば、それに伴って診療報酬のほうも上がって

いただくような仕組みをつくっていただかないと、医療のほうの経営というのは成り立たないという

状況になりますので、そこはこちらのほうの努力をして経営の状況を上げていく分と、あと制度的に

医業の部分の事業が成り立つような制度設計をしていただいた上で、そこは双方進めていくものだと

考えている部分でございます。 

 あともう一点につきましては、修正医業収支比率についてでございます。 

 ここにつきましても先ほど来お話ししておりますけれども、どうしても公立病院という位置づけに

なってございますので、医業収益が100％になるということは、公的な不採算部門については全てや

らないという部分になってしまう、そこに近づいてしまうというような形になってしまいます。それ

だと、経営の面についてはいいんですけれども、公立病院としての存在意義というものがだんだんな

くなってしまいますので、ある程度の収支が間に合うような形での経営を目指していくような形には

なるんですけれども、結果的に全ての医業収益で全ての経費が賄われるというような状況には、かな

りそこは難しいと考えてございます。 

 ただ、それに関しましても、その比率がほかの公立病院等と比べて、そこに追いついていないとい

いますか、そこより低い状況で進んでいるというのも事実でございますので、そこは経営改善を図り

ながら、公立病院としての役割を保ちつつ、医業収支比率の一般的な部分に持っていくような努力を

していくというような状況になります。 

 以上です。 

○委員長（飯坂一也君） ２番宍戸委員。 

○２番（宍戸直美君） ありがとうございます。１点目と２点目と合わせての再質問とさせていただ

きます。 

 全国では公立病院の７割以上が本当に赤字経営という中で、診療点数も上がるかどうかというもの

は分からない状態で、やはり全国的に赤字だから仕方ないとか、国が診療点数を上げない限り経営的

には難しいというお話の中で、新医療センターはもう建設されることに進んでいますので、そういっ
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た発想ではなくて、視察先に行きました公立病院で、やはり持続可能な医療を提供していくためには、

繰入金に頼る経営ではなくて、やっぱり自立した経営を目指していかなければ、公立病院の持続可能

性はないというご意見も、各視察先の市からいただいておりますので、皆さんがそういった今の状況

についてしっかりと把握していただいて、まず、赤字経営だから仕方ないでは、やっぱり市民はとて

も不安に思います。新医療センターが建設されれば、この赤字がどんどん拡大するのではないかとい

う懸念もしていますので、その点、もう少し新医療センターの建設を進めるに当たって、修正医業収

支比率などの水準を引き上げていただきまして、具体的なロードマップというものを、今後、新医療

センターの建設に向けて市民の方に示していただきたいと思います。その点についてお聞きして終わ

ります。 

○委員長（飯坂一也君） 桂田経営管理部長。 

○医療局経営管理部長兼健康こども部参事（桂田正勝君） 病院経営の部分で、もちろん企業会計と

いうことではあるので、独立採算ということではあるんですが、当然もうけを目指して経営している

わけではなくて、やはり市民に対して必要な医療を提供するという使命があって、それが不採算部門

であっても、そこは公立の役目として、しっかりそこは取り組んでいかなければ駄目だという中で、

一定程度、やはりそこは採算に合わないこともやらなければならないという立場があります。そこも

しっかり守っていかなければ駄目だと思っています。 

 ただ、その一方で、独立採算ということですから、一定の国のルールに基づいた繰入金を頂いた上

で、さらにそこから赤字を出すというのは、基本的にやはり許されないことだと思っています。なの

で、経常収支比率については、やはり100％を目指していくものと思っています。 

 それはそのとおりで、そういうふうな形でしっかり取組をしてまいりたいと思いますし、そのため

に外部評価も受けまして、いろいろ外部の先生たちのご意見もいただきながら、さらに取り組める部

分はどういうものがあるのか、しっかり検証、検討して、その結果を、昨年度もそうでしたけれども、

引き続き市民の方にも公表して、そこは理解を求めていきたいと思っております。 

 ただ、１点、繰入金なんですけれども、繰入金に関しては、先ほどから言っている不採算部門とか

をやっているものですから、それに対する一定の手当てということで、国のルールで、赤字だからも

らっているわけじゃなくて、そういうルールで頂いていますので、それを加味した修正医業収支比率

というふうになりますと、やはりそこは一定程度の繰入金を頂く以上、100％というのはなかなか難

しいんだろうなという感想は持っております。 

 いずれにしましても、委員のご指摘の部分というのは、やはりしっかり、市民が不安に思っている

経営不振、ここどうしていくのかというのをちゃんと市民に示していくべきだという、その部分はそ

のとおりだと思いますので、しっかり説明できるように取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長（飯坂一也君） ほかに質問ございませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（飯坂一也君） 以上で医療部門に係る質疑を終わります。 

 本日の会議はこれをもって散会いたします。 

 次の会議は９月18日午前10時から開くことにいたします。 

 ご苦労さまでした。 

午後６時７分 散会 
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